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論説

現代中盟における 「司法」 (])構造(4) 
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現代中国における「司法」の情;'JL!4)
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終草

3.3 厳打期刑事司法の実態

本節では厳打期の刑事司法において具体的にどのようなことが行われ

たのかに迫りたいυ

先述 (3.1参照)のように、中央において厳打が決定され、その実施

プランが策定されたが、それらは大綱的なものであり、具体性を欠いて

いたc そのため、末端において厳打を注行寸るためにはより具体的なフ

ランが不可欠となる U そこで、まずもって必要な作業は、中央で決定さ

れたプランがどのようなプロセスを経て具体化きれ、実施に移されて

いったのかい、わば般れ羽11lJ11同法の指揮系統)を明らかにすることで

ある η :3.:3.1でこの作業を行うっ

次いで、1.3で見た醤察扱いの11iJ'JT11件の干続の討しれ(溢察による検

挙→検察による起訴→絞判所による裁判→!ìf~J誌での行刑)に則して、厳

れ羽において各段附でとのようなことが行われたのかを明らかにする。

具体的には、犯罪の検挙、起訴といった裁判前の段階、そして、裁判、

行刑の芥r~附でどのようなことが行われたのかを明らかにする。なお、

本稿のテーマに則していえば、裁判段階は股打の核心的内科である「重

きに」および「速やかに」が実現されるメイン持ず?であり、内容が骨宮

なため分けて論じることにする、また、判決の言いi度しに際しては[法

制l宣伝]の一環として、大衆大会の形式でfTわれることもある。これに

ついては前 2苫と内'持上性格を央にするため、別に扱うことにする。
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以上要するに、本節ω1J指J亙系統、小銃乏Jj前段階、 ')iJ&:司判f土リ首 1

口元

j.l~沼化、\-1)裁判l段!科 2 主罰化、 (5)裁判段附 3..!l、帝]'';''仁三 l、IGi

ょ;と判後段目r?に分けて 続打耕刑事司法の天窓?と表抗いようとするもので

ある J

3.3，1 指揮系統

Jj父子T11!j'三の具体化歩調り、。天Pl之の行動プラ〉誌に定をt6ったのは、地方

芥紋党委員会であ F 丈例えば江両省辛苦「尽では、「中うたの決定、'6'党

~Hi去の作c;;~m出に幕づき、県先~Hi去の統一 f~S指導の下、当月 17 円、

その1トJ、;二糸づき、苧宏雲十7察よ之がR訴を半いて、ヨ宅にし寸:::20γ1(?)幹部‘

祭r円や組織 l 、 f!í 定地点の品、;-~~:~1.-;，tj で佐合 l 、丹、 i:;~: 去千|党委同会芯よ

lf赤jY 派出;す?と l七に、捜 :'1~tt~;ì5せ F誌を結成し、ィえの H5から 18H 'r iiii' 5 H~' ま
V("行動し、 14名0)iE，W 15争闘をJ市まえた J山 Jいう。こ乙vc"¥ 士、ヨ予言構
を中古に~_;-l失争当、クラス吋日クラスと XHに指示が:，，-;主きれ、 M:終的!こ riU日

クラスの t克安員会が反地の国ι3ヶ(検祭指示キ Flている様が右

きる〈

そ Lて、え泳|ぢプラング)実}J1Jlの j甘t~をトえったのも、王に

あったっ例えば、湖 jL名、校i1-県で:止~-;-;共 +1央の厳打決定の治神に茶つ矢、

「白日 IG 11に九日兄長員会が緊急J攻渋議符悶議主時催し、全県(， 1['重さし

かっ速やカにj }HJ事犯罪者にiT筆を}:IIえる闘争のブフ/を淀定し

というコ上:7)i:上E弘、**f~fj=!、の例もこれに該、"する c

また、党委員会が厳tTのfecJ車をt)iるための非主主主目するぬffもある η

制jえば、n:) (引 l布告泣 :~ld!}i-U Hi82二三日月、県党言語口会;土主大判事犯罪

に恥しくtJ手を加える間争指等小組をX:b.絞L、1'1-'央のJEノJ、の清神を徹底

し、 Jj'IJ，'JT3R:Jl:;ffを所主にかずJ涼やかに、絞しく滋らしめた口、(iuj

北省!;1¥11 :'11; ~í 区} 区党委員 をリ ダと、 l可I[[豆長の

国制仰を剥)ーダーとするメ刑事犯罪什撃指導小制tを設すする U ノト組の

下に(土、事務半をZK背し、き詳・検察・ 1主=TU;Qff・IrJd:、{丁ば機関かよ〉与 1

~~ ，幸新民IlI，414 ~正 1

-， 1: 'tzi工同誌 :iG9，0. 
戸安:品目1L出 :'il"["

~lìJ、 Síi ;i 三山、2日以1



現代"[1:TIにおけと「μJU:Jの情Jィ{'I

各派遣して参加さ什、と{'f~: :i:貝会の一際構>する 州、①(ト人jモンゴル

t' ifi 1メ同七f特後注 ，:J世完全只会設記、冨IJ古記がそれぞれ花指おおよぴ

ti;Uずさfni逼ヰ拘い、 11'71 ".j tt~'U車部幸子設 i苫したJ : ，，7とい与ものである η その

与九、三、の ~717 : 1ff:市川lz、その卜民主11織としてF到検挙耕、収容'6企時計、

禁容包，Ji組、?守悶矯正客と月五を設問し、心「司事刊処1'1をた均したという〉

このほか、政府が泡長;::[会とともに ri{~-}' ずの mj平にたずさわ J た tK;，ノー も

あったハ "IJ え l工、;詞花IL、 d袋一 1:1ょせでは~i 983::':三、ぎ奈は全国人太J出受会の

「重大初会治安芸J犯しつま主主ij~::. r五lすJ主決定』に井jっき、 1早党委口会、県人

民政府の滅的指揮の下、 裁14J庁、 j"I]i:1、日な Jの磯鳴とJU司C、

.t:f;IiτJ目主と人え大本に依拠しながら.，，，J厳れが民間され、また雲南iさJG

?::nf;J~tl矢手字放俸旅白百ヨ県で l土「この夜七i;止 l早党委員会、県人民政府のすJ

導の|\警察、 jj)祭、裁判所な y の|到達出門去、官按;二 i主抗~ず?、':ijJ

t いう。また、ア~U)icJIじ当日 1:1 1Í 1 ぶ区も制区長が依す:J壬J卒。〉ナ L 八一つ

になって¥Iるロここではこリわけ、裁判所ぷよぴ快察が、政府の 部門

にfぎない警宗と同じく、政府の指拐1'1あったことを時認Lておく J

人大巾:U)怨nuとしごl士、裁判所およ (J検察は政J付川口jじく人丈洲町家怪

tJ1T伎のために司j設した日記末機滑であり、 i主jJ、答察はL史的の 存Hi1jに

tさない。しかし、現実におV，て法判所、校宏一;1-'3;:V警察i之、い Fれも

た委員会ヤt.x府内抗灯?にあるのである

3.3.2 裁判前段階

FIJ訴;士の建巨'1としては、犯罪叫杏の:会ねいニ子は警察とあるい:-l.1 

参同!c83年政tdl-おい、 i土大量の午を処法するためi、大川分の警

察官が絞n対匁の事行 lこかれ μされた 例え \J~!::~~-C I では、 I 10S3 '1' 8 

月()i..; 没、 ítよ察局長の I'~; ~l，': l対到に似しく打撃を如え之p命令

を「仁、合同の祭官がごの古前の行動に投入された」 ωlとし， ~;れ北京

市では市内の警察局の筈祭古全てが動口されたのである

:.-'-， ，''1，4''111門前7区誌dI :;~O頁

:，;;7' 烏.t;7: ~-~\:1;立泊、riLdI 322 ~ミ亡

わ l;実 JI'~;，五瓦 4G)--4?U片i

以 「元fr::治l草[;，~、~ :i S7~-日お民三

nr!j 劉)f~~キ端、メヒ出じ忠合祭博物館~ (.F:.出:1..菜H'，版十十、 2C的2イ1'."37日:
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とl心、之、 yミ混との犯人候寺

制jえl工、 1) 信下¥s=IlI)U中、)

.j， 
l州 口元

みではなかったr

および改法、党・孜

l付幹部1207れ a 見 ~I~ . ISli~lJ協力者お14:れそ投入 6:OJ (淑 ~I'，省

;iOX平市 i 民全体で定;・政府幹部、警察の主主祭官、 ifi1:黒人口、氏兵目見。

人余りを動員しー lい、、¥11]友常青烏l[Jj f hiの各級ではす¥))

で赴主、治五防骨;幹部、聯防弐兵および当品属十円{出[l訟のJ〆rJをな協}jCIYi、 州、

l廿粛お隣国IFrU 民党委員会は幹亦Hl名、 i惇汝iF200:品、 ]');品竺付
利の幹ぷ35fむを集吟、チームに分けて刑事犯罪者:279包を捕まえたiI;'.1

kいコた事IYUがある このよヘ;こw"祭tげいこも、 5;' ・，t:刊の幹記C
、解放'q'C

むIILごUミる n

大災1'1<)e i~ì組織と

般，'jJ"である|山，8協力者 i/;検挙l参

なお、太殺による協りは乙与した検挙活動に限らず、 :ーの前段目皆であ

る長をの:伯祐の抗:供:こも大きく六献したよつであるつごこで 慢杏の;r~

符」というのは、事件の ii「予言・通報、雫件解決な"'しは捜査の子がかけ

の売供のにこ止である〈自九年市文字了間問中、会1，'1では 日仏関で、大衆は犯

干がか りを訪日万j!:i:::r王〈提供し、違法行為. ð[rJf~ き:1..:)万才S~上を史

行し、 38ヲr者と勇敢に院予宇るという感動的な件業を成し巡けた r と
し、つ I

ここむ「牧学 J ['布tぇ]と l立、引矧告を科 J包し、品11拠Wtも 政浮に、 7tJ
込 il.S毛ijJ;5，)OjRtit昔百:二よソ被宅己主的身lRを慨深し亡!fIJ寸下手続を寸とめること
がでさるよ与にな〉丈 ~'JJ、怠そ計すけ叶え (_.V、付文:)~ . (説明牛編、土手祭υY了攻作1

l 手守':J教育 ;1\ 以社、 1相同 qて:lOB玄、 1;;~ 中区??・前提注仁mノ 1，1(ì頁など)な治、

引烹0)差異を#嘉すれば、これは I'，0<:0そで半刊を千九き官官に l圭奴・添付じたり彼

岸処分にj.1寸二と l三引誠 川を1"r人門が:Jt手続iLi、改芦J;;-I;U，JI 有斐湖、 i自由主
年 7良 l とされる~:，:"の 札1告と i、さなさ:はな Jうろう

~ '1S:lT:~ 1M:誌 559"-~H)~

:6:" f"r北中刊誌ュ引っ支}

川、 l占島出公正:''::;J;:云言志r3せt!0
: l' ~ ， ) 戸組問比五主 4ι支U

川、なお、 liJl{.:r12)J六までに、全l→|で足立制方へのi℃兵が厳j，に参}J]]'J: I 

1.-' う L 偉杯邑十編~ ~~_vt;:1 同氏 F:.~ (1Ii~司行会科苧 rHK!J汁、 1988 t;:'-)ス円頁参照)

や-"::-:;'Ii.，_1立婦巴間百 3

~lìJ、 Síi ;i三28)2日3全



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情Jィ{'I

また、これら以外にも、法制rrrrも検挙活動に参加したn Fiえば、最高
裁の機関誌である「人民コJiL.I :こは、刈兆百糾交県裁判所の30)~-~~ をおえ

るl九月延長が、 斉枚挙f七i日とから巡れた強姦の被疑者合i@しゅ、けて捕ま去

た]二円ソードや、武浜市ーの裁判所~:;~ ;;ljiì~'t9、殺l ャ参!JIl L たとき;、?と

誌の末、被疑高をすtiiまえたコどソ，が、誇ら〕げに紹介されとしおる ol'' 

最高裁の機鳴誌rころしたコピソードを系71介する背豆、;こ以、こうした救

出千Jが情える?とが望ましドとの考えがあるのだろ) 当時の司民主;J，ノ

致、::U'eM!を伐るドF非常t川、告に宮む以象であるー

さて、これまで、子げた事iYUかんもうfかるよっに、'r，i'jJ上i:;j(こおける4主挙

;止大i司法かつ々井に行われた。 1λえiJ人 tLのu':TI1'i当本新円でし土、伐

巾に )?にj}J主主L、被疑右の身柄を慌保している、また、 inJ"育省崎県11'

出二、 l刈全体守主)J己L、三三人民が封j主、んを集めて)rnエ犯罪昔を'2L1*十
汁j~ L、で令官(/)全幹部が県・公社.)j'i'z:Jクフスび)幹部ぃ緊密

にJ主議をと打、 16日夜、重大3己主集自の幹部や重大犯坑者800名余りを

fパ:叩まえ，，'段打 J~ ~~ 1戦?えのわ]戦の大勝引を::ZめたJ川、と 「絞

れ，t-.:(土続 行動、集中行動であ(る¥，i ('，' 1_: -fn:uS (，こ認識されている日;

日。であるし

まと、こう L と快挙活動におし sては、被疑者の時的政伐のとめにJrZ'ti~

'ii1'査が各市されたに例主 (f以ドL色、米府県三 l土、 '198:~年日月かわ 19例年

末までに、ふ11えたvぺ'178むの犯罪者を以下字:1i}:;奇?に10し、 102討をよL式(

似し、 8'!字仁川i需を干やす判決を|、 L、 5 :r-lを労働筋;'.:こHL、6主に送
料を朴仁、 3γ1をノL、1'fl)務所 少付託い送致?〆た '71 という〔また、認

出 c，打 i守主問ナイ[~就是オ了ちと， -----------flL 戦場 1'_Q~ft子人好守fJ 人民司u、 1らg:-j

イl'10期つv九一

l山 j 戸経伝的五五 2;:3子L
:':r. ，!fi中l叫:手.T古~:t);:~ (:iB) 4-~白ひなお、苦省:土:うした-Jj';{-hは一間約一二あ

ると批判「るハ

l米町内:も 471頁 なお、ここ r: ン、年出務所 J;年院J レは[少記念
紋所|υ球、Jiであ q 以ト 1，)1日、 :れ(王、ヲ〉扶よ川二731云によりイj期懲役、以

思j懲役または九ぷを百し成した荷14ir足以ト 18::1ミ土 i前グ)少年犯、および ~?，:!PJ 辻、 ;4

たの凱疋 lごより、政13j がlil匂F して ~]i_-I 卜す(，)!J出法ノグイ1'，[m~wJ.、 (;'-J 1~jlx;件する比

J:-Cある、公安部「少年管教所ιろ拘'~・l:f公私阿 1:0tlする泊苅 (1082';;-:-:-;月21

二日社57(仁 S:?n2~ .'>，;l LG 1 
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3主符周寧県では、 r-~早主体ご l :clの戦F空を送じてplG2-'1乞を収拝客告にfナ

L 、ぞーのうち iょに従 V'2~7 :fl の需 IJfJ-1T-:)D.を勾併し、 25-11 を労働矯， 1 に

付し、 rsri ~:少午 FIJ務所・少刊}亡に送致 1/ げ二)-J2 と L ペーまず以?十

通ftで疑わLい省の身柄を伊保し、しかる後l勾科、童文判!と vゐ，，た叩jj:

T続、 主いしlはよ労f伐5記J矯正々 やJ治治1安f管奇F州l寸処罰》い"'t允二干行，R政え処罰のT絞が進め
られているνJす勺〉

が拾t抗i的埼さ jれ1 、第 2 山~j立以降、「正1fínらが0~iJ百戸れた 7'j1 刀雲、定R:の4え干千

富→ '~fがこれ仁よリ減少したのノトを 'J、す託料は、件見に /JLJまな\!'" 

そして、派出巧がt主役さズしれば、:欠のスァ yゾ(土祭における預蒋と

なる c おにこの段慨においては、彼疑三ta 被告ノ、に対する拷I-~] が深刻な

的認となじ、 :9民主3月8，1には、手欣(，汁共「「JF叫公「ア秘fi局，.，U局長}

がお引火:二この問題をtD!o'~_工はどであったげ4 円

7託手 税~<祭が起訴十円当炉 れ:工、検察に起訴審jをのために送致

すること!こなる r 起訴審杏について全内的な状況は明らかではないが、

以 F に守林~'i::î ~~ q，'担屯ii省大慶:nの状泌を桁1:-~ょう υ

表九 世よ3上心、表:1-]0:土、山H笥お47F干奇yて街大岩市の起訴審配

の状礼をまとめたもの Fある， ~片表からは、月;:0) J らかであ之。

({)1983'{Y こ起訴審容数 ó~k:tJmに増加 L とごと、(丈1983{ に起訴され三事

fヰの比率がったl情L:増えたここ i大売さ，1;においては、えlJ主"J七7ポイン;.， 1~ 

であれ、またこの 7咋聞のド均値(長ィ 2先)と比べるとお。7;-J-;イン j品い、、

一札にl乎必Lて、起訴免除、不起訴、 1取CιCI円、ぺ:1"なと

7定Eが、 1983午い尖な11とL'(減少したここ、であるわこれらは vγFれもお

年0t七の開始を機l、より多くの'Fj牛カ)ドJ訪を手iすんドiJで処逝されて

しゐったことを忍1片こするハ

=ころで、 IIJ(J問、の31li江に4ると、上(i)T;lliiをlfi!t]、起訴柘勺と認め

[]) 1条、なお その弘之の司γi、:j~ r政府収容市τの?っ~i. 少洋を労'[rt;i; τ施設の

収作情iじにえさすこ〉 iこ関する通知 ( 19~1百年 1 月内|コ によ λ、i少年管救f行j
1: 11:1.存寸る心こになったい

， .'2) 戸刷 ''o'~i比五主 4()~-支U

I 叩 f手引いI~ ・ !!'J 掲{十':出;; R，.ラE述 (1:'1. 1 1 会~(4) 0) よ行 J 、 19~5{ に

は!ぐ合審奇のJ¥!J売が即日:]1ヶHJJ内、民支 iヶHJ:V"!定的らオu'
日 --'::-:;'I;:-}、半シ，j::¥2JJ 3.3i J;:{ 

~lìJ、 Síi ;i三2t: :::日32



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情Jィ{'I

表3一宮 古林省における起訴審査状況袋(1百79~1985年単位:人)

ホ1 副長 が~'，~:;免除 メ、 tコ~."

交 J_~ 信ミ主t終 f 
ノヘ fヲt 人 % ノ、 ， 

1979 ~í ~)3 唱J liJ 7 -:'，)一山こ〉河t Jr; ;.(i 'Hl 1.0 

lり(1) lO，"，，}1 ~)~2S 仕))5 :i::: 2 5門 門t 行 3 16 1，(¥ 

l(iSl 1':'S~2 lO~'/:l ((i1ti “~J i).l i 

1 ;18:~ 14日斗お 1:¥::(-; 1 ?;;:~日 、1、岨可モ 守

州市 lδ 

1983 2375') 2J 77':' 20'i -:1 J'; 3 ぐCいQ門I G 、ρC .:.9:~ り Q

1 ~)ドi lB~J9ì 174自9 1曙i::A-9 Jヲ咽 1ri日1， ハ、予 J〆 :i90 :~..l 

19;3j 日391 87.18 2C6~:i Uγ2 S82 67 より日 l.l 

出止 『吉林宵品目l佳子と女戎';-0:.:，JょD::rtL

表3-10 大慶市における起訴審査状況表 (1979-1985年単位:不明)

ノ
i:1 二1ト 起訴凡除 r[~ 内 りず 係予ー技旬、

百十
仏fυ n 。。 % 

F:i9 「β 71.1; ~'2 .7 9 1::'.: i-'-

|り日l' 仁五) 出3.リ り~:J りο ゾ2 Jい

19;;:1 3ヌG 日';".9 " 只 l
l円 '1.0 .'円:

1;iR2 ;!，EJ 2~J.:J ζ1 7.6 IJ 日 1バ 277 

1'1 ~<1 900 96.9 
、口

2. 3 ο3 1 C. ~)29 

1%.; i 12 7~.I， n Lμ '4.完 'j(i られ 斗 「ド4お

198;) 3J-[ S7. ';' 主: ;) S S 2 :6 -: .d 35g 

出J込 『太康前~L" れはで

られればJ之、そIJ¥こ んごいくことになる。じかし、 8:3 ~r 母，nにお

いては、 速や村三方々実現するためl、犯罪検挙後、)刊訴t士仁↑ずる JI

什処Jlpの去が採られた〉それij:1ll辛苦介へ、 (2)共同事務処Jf;l_，'::i i G"" :;-1J 

1Tft処聞と l、うシノグ)J訟をある，これらの抗出:土、1-'1'察によるポIIIJ介
入を|注主、ぃ-1'れも iflJ訴法の基本原口Lとあるでさ摂・牧祭 e 裁判所の千円主

UIJ約:P序るものである私見では、こ才1>j ，土質 62: 全く~なる問題では

なく、 lよ lから18iのl闘ご相互帯IjγJが弱体化され、十:-;互協/jがよ円強化され

ていくと伶遺づけることができ〆乙ものである。また、ィ去刊、i'IJ定可!故:'IJの

よH~ からは、 11)から':3.ll]))I:t'rで裁判の独ふが失わJ!ていく、と(Jy青学'づけ

ることもできるに JJI、、肢にその巧容を見ていこうっ

二日社57(仁 S:?:J) 2~_'>'l Isl 



11) 事前介人

.j， 
l州 口元

IIJ~J引j、 '13条絞段iよ、重大ヴlt:ニミtfi) 、検察による警察\のヴ :JI] 介入を

認めてし、る(1.3.1T ::;:参日L 83午欣打以降、検察1;1本条い芸づ寿

1: FiUrへを行vゐJ速やか仁cFl午処理を、fi:めるよ与努めれよ与であるじ

例λ(1、京挺ヲイグル斗治区授八自1，*1了区11i可子1:'の枚摂lよ、芸大事付 a

市民ポi干についてはポliiJ介入い勾J;'i{承認干帳台土 般的に 3--5 Hほど

で、起訴事査は 般刊に21):T 以内lこ終え、重た宇fL;、ついても法定期限

をむiEせず仁行っ~'，" /:.>'乙いう u まさ1;:l {eく反従快J(i'土:市五し迅速千かしつ

のま3f本ごあるし

ところがこの町刻、裁ドIJ所も干かに.:q;:件処加を 1ftめるために、

事百if}¥入を行行ぶうになり、しか4)-1983工三に展開された常、f了闘争にお

いて、政法úrj~9が宇十会ィ守主に白々しき危害を Yよ l 討犯罪者に;1;(，こ従い重

さにかっ速やかにすJ撃を加える肝心')盟主主なf工拐を達成するために、'人徐

にぶいてパIj:i-tiされど訴し ρ事件処到方法である，76とv追う積制約な目干仙

寺受けた、 主--;.::，-~土裁、札;9-;"に」る守f."~íj介入の只有二例Tおる υ(~ (1:1泉主;青

島市社会治安lこ11々 しさ危芹を及i王ヲ犯罪揮を巴速に裁以Ijyiらfめ、

青」市1';-1級人民裁判所(;;:、Idェ町Jに讐察、検察部門lご協力し、 ejJ者・起

訴の返却において、前もって事件記録を嗣香し、 iHI:を憎かめ、 iちj注を

はつけだっすぐに提起し、起訴前に問題宇呼{ノとするよう努的、もソて起

訴後、述号かに裁判に移し、事fl処1引の対誌を向上さt-!よろとし

( L1;京省新泰市人口を派J告し事前汁人し、 lTlt状{況を把似し、市件
が故判所i二人ヒ訴ftれZしは炉、すぐに阿佐綱審珂・判決ーと主るようにIJこJ'ifJ、

-Z: i工省;毎能~~..) 'ì毎陥~ç:.人民裁 plJrVj:は主大'Jι件二eハードケースド

ついて事前に状況を把媛一担、g:・起訴段摘で開遣を解決するこ〉守、

111干担訴伎にET却が限れたり、誤勺たりすることをll'(げるよう努めf':J円、

とっごのようい裁判所も「速やかに」厳才了対象の手1'1の子紅lやj生めるた

r 良八下HF 区竹山子凶]'~:bJ 546頁

引 矯:{r時1，王堵初 Itl:. 問介人 !iij出初子長 J 了立法治J胃 1991 イ 2 期f: ~~n'è

l青島内公'1:"0:μ、誌 243同c

:.r，戸:'~ìι 併T討I'~'ι214 ，;'L

，c.ノ ';'主命日誌 'ltiJ克ο

~lìJ、 Síi ;i 三24)2日以)
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めに、合祭のf語審段曜にまで害事前に介人し、ぷ手Ij前段唱におv、てよ丸呈Ij官

が下件記紋を副主、証拠を締訟するなと、裁判l段!科でf丁うく主'1;たを

千了。亡し川三

ここで JflJi'tヰほか裁判所;よるが~J Ij介入を規2乙していないことを

肴返してはならないf 十主祭Uょ;'(な:/)、主j(=FC0;に!よ事前介人グ)iJ、出J根拠

がないのである V コにもか刀〉わらず、 080年11月15けから21けまで開

催三れた清白|口!とと国主L判所業務会誌の紀要で(止、 わが国の裁判業務の

i長良な伝統が緋永 3c拐さ才fYUのびとつとして、'jJliii六人予料介さ

すしといる 事前よ、入;こより 問題を発見し、烹見を 1~Ï:起し、 JU司 C検討

し、;~~やかに解決する二 ι は f止の+!JIJ約である >:\1 というのである。そ

の後、 1991年li+l.lによ三いても「この宇件処埋方法l土、で祭・検祭・裁判l

:V;'の実務:二お¥{て1でi:~.!ムく採 )11 されており、 L かも王 i在ルール化、 it;'1

l定化にiロJ(rて発反している J山 tいわれており、 }ik判所の事前介入7/;8:3
イr;.iがY了後:こ I発足 1ていったごとがうかがえる r

121 民間事務長ロザ

内会議後に引き続き、 伊おν、ても:it[UJ雫務処貯は行わオハーだ。

以トに実例を全長けよう。

刊行'ivn:煎県! '198:i年から1985年までの問、了厳??1認争

におvぺ、統一七動、集中的打主主の万五1，を採J+IL、警~fi品、検察院ぉ上

ぴ裁判所iよ繁明に協JJL 、共Hで l:I;'i~:U するとともに、主;対共 1 ，，1ポ務処珪

引を夫;hlli仁、三五よ半:'1.ハケ ス;ょ凡冶ごは、E正法委員会い報;?11ハ

;+;:'，I'Ffij処逝会を開催し、討論の ご決乙歩十 L、言51γ?哉の税 、本苅の

統ーにさデめた〉この問、県検祭院は事(':を起訴する前:こ|短時に抜1弘津;2

I [ilfi -C:';:戸Jil，を交推し、市大寸i干ハ ドう スにつし、ては裁判所と検討

山 1 なお、「本条('~号努 tJt経‘裁判，，1の十円互協力、川立::;1]約を 7竺めるサIJ~J~!:去

、条をJ可オ}ク〉相 u協)j 抱 Li. ~':j約は宍常な訴訟 f軒こにおける協力三制約のみ

令ふず、人民叶:字書出首、公訴なi是担したすfj牛lテワ v、L人民裁判所刀事前介入グ〉方

法?:-Hlt、足ことを日約的に選択 v、相:IjP: IJ、柘 1，制約のりー l刊~ ~~l:"9 ことも

せむー す心者もいる Ut~春HI1守 日可掲i]て (76)日頁長「召)

3 '前樗注 lつワ 3王

日 l 矯右同Ii幸 tk;rj~-:-: G2.tL 

ポ;詰57(仁 S:?3)2に~ uハl
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し、誤リやf友lf落ちを !@~J~討に収:)除vit また、少数ではあるが量FIJ

や ~'j) 1J条文が不、可な1111'についてプロテスト L;， Iに"

\ji'r~I'，有組段、) 11:)83午からぜl まったiflJ半 5~売動への打撃においては

中72組問If!(次長口会、善幸吉そ・ ID、主主・裁判所の 1白ーがJni;-'Jι務処坦検検を

39::pし、比較的豆大な事('1やハードケースIJ集団む解決:しと l抄

('タA寄設 tヰ 'E浜市 '!jIJ~甘 J三日r訂正副にぶしく打撃を加える闘争が始ま勺て

からは、全ての刑事事件は党内共同事務会の討論にJ:i-'; i又定され fニ

そして、 川町長日裁副所えでめっ丈杯準i土、「この 1拝 i削除3半厳11

明始後を i~'-9') のヲミ肢が証明するように、 Jl. rr-;]事J専処>1.帯Ijr支はι工法

業務に対すゐ党のお与の強{lAlこブヲスであるロー ー法 J 二七'j~ い重き J ごかっ

j主ヘコかr.~の])"jf:をよじ徹夜L、きらに ご刑事政刈y古政令やり遂

げるために、ヂミ Wi人足裁、:;11肝は引き続き LZ:内 j日 :I;J-~'務処避に長他的 k 季

初予ぺ、きである~ :j:ii) ("'-: Jfべ、話一級 J;~判所;こ:r，して共司事務処仰を提閉し

可ごいるつ

な B 、 83年[長打以前 t:~_i::i:.，'ご、共同守主務処理の王宰者は'S安員会とさ

れど υfーが、この時肢におしては[日HC::i-J、委員会円されて， 'るrこれは19?，O

tlに打央政法委員会が設置されたのを皮切片に、地方でも各級μ妥長会

にR止法委員会が設置される」うになったからであ内う c

i:)j 合同事什.X1J中

上に児た共H~フ務処理においては、南)，1111'・ハードう スにつl、て

f立法22員会 i<iの「でm~祭・校察 e 裁判所が致協力し、解決宇るが、

手続H 体は各機関がh-'~) コところが、 83年政干 J ，.'おいては、Ii'J 手続出

さらなるスピードアノプを凶 i)、でて当ぞ・検:;-f• ~1礼判所0)区日iーを 7:~式的に

も取リ在、〉たやリ行がf丁才〉才した。 合い.，.，件処JIjl [船台均事案] と呼ばれ

るの !i)ちがそれである一例えは 淳史|口itぇ肉"今区巾呼応では、 1198:~作

l出 「ヨ商~'-d~誌 :~30fL 

必" 戸泊岳p-L~~ 3[)3，T， 

出ノ l屯?-"kドJ誌 2n頁。

3εl 林平下品7fi不修辿iS.l散イ主主?に主従十七均ノりまi九J'}[，(ji公治去片的7見本好転:IU
君子});Iμ (J川中審判 手一準丈集 1山手一人民出版川、 1998年 )28~o 

UJ ~lìJ、 Síi ;i三Z~)2日2 ヨ
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8 月か~，、 l早川委員会の絞 占~m::çの下、北半j州は 10包の判事を派遣 L 、

検察品;円iと台1'で下件処理をh ("~ 1二)JIP という。

このfiPl半1'1処」甲とは、 般に、竺~~-f .枚察‘ゴfk判所がそれぞれ八員

を派遣し、~{-~II'J ，';H午処法制」、 専業相 などとl呼ばれる専門チームを

組織し、この守，"1チームが刑事ナ続における全然・検祭・政判所 O)~洗濯

をすけうやり行で品ると説明される l出 (3.3.1て、紹介し式内モンコルは ~fì

区 !:Hウ特待~の 17:7' t~ト軍部;土、ごいJ た I，'/-円ヂ}ムの典型例と日さ

れる人つまり、この専門手ームド捜封、起訴、裁1'1Jを一子に担ろ σ】で

あるしここには-;:v"!j:，疑・検総・裁判所といっ名U上の区男1"'ら(11竺L0.い、

よぺて、 宅検察 裁判所(7)木日 h'ful約も江主ゐに投(まない。この/::，にお

いて、き了察・検祭.t~+ iJ所が )，~;のところ市j 訴訟丙l 乏の各々の権限を司L

i:= L、重大手件・ハードアース:ご際 Lて見院を統-'， るた :I;J'~'務~避と

は穴なる ほ議決定JZが共同事玲処汗を提射する一方で、合同事科処汗

に消科的な坪山もこごにあゥう l凶へ

実際の什同事件処理l之、以ドのよ与に行われたとしイ υ

{湖北ノ与 1ヲi川県一般的事fはまずヨ員{警察・検柊宮・裁判玄)

が:ttr ~lJ で処問し、 3 !ミがどれそれ芋r件処理を?ノ()lーする望大事件 L予ヒバリ、

死絞、無期懲役) iJll京党委員会の討議に付託し、しかる後に法定子科lに

烹わして4\~，B，祥査のために[，}}};、報 11 するーり)) (カッコ;付は原 K)

W!江守県裁判所、警察、後書?などの機闘が壬tLrれ人員を
派遣し台1'ポ件処理手、 ムを絹ie&L、各|メ(j;戸)に派遣して共1，，)で調査・

サ俳〈者é~:1Jい、事f'!状況を枚討し、認識を絞 し、事什;ニ半丹江子?入1ぺ

:~'rtr "平iむよえ 10ワ頁}

開|迎 1品半均t~;十、!o) 3.1H'1。

lo'l 1711主l手、 1982年内 l令|五政u、工{/I会議桁要J 1ょ、主委任会から副:1丸て司
法機関に取ってイげバ入社会王設泣市1I 'えを絞1主ずる ~~ヲ主主E を R~' ~ず」と J行不す

るい司法子汁i21~ :l í)~頁奪回 J ここでいう「寺系組」が合同事件処J旦をだし

亡、ミるこしはいろまでもなかろろ &お、中公が厳才のとめに liQ布員、検察

困、引iJ~ で半計処出小南{をお!IJ立 L 、共 )uJ でりた:しつ半??を m う j とし、介I;，l*何

百'Jfを売1IT;しだといへおJ勇むある"明ィ、銀'.提首少人町 Jシ戎見J({d::tif:ij;t旦1992
イr:3期36えんただ L、;7-01事実問tおま刷らかではなし
引法il:1M:誌Z471頁}

二日社57(仁 S:?J2仁三7 1121 



その後、位、(こ1ft.v、客聞を1-Jいー ，'j) 

.j， 
l州 口元

〈民;什{告白|湯了77iLiJ ノ1、f正午 J じl)"IÌÎj 仁、政!l、妥J---~ふーが警察・検察・ 10とァIJ r:守

のす「[ヲ主主f脅ts業に、派山Giに4る犯罪者の:x況の， ι長諜JjZ~ ~、

{弓軍兵l¥ζることを ii;t如 、扮まえる対象を侍バーした役、望書古寺・ ÎD、主主が~;{

F字審容、 j討l品、 'J，j習不認な Yのi)、iET殺を進める凶(-l高が以下手審背

に付された?誌、政IJ、委f~会の伝導J) 人??察 . j.賞察がJ旨導者とポ件処理

担当者を )~1抜し、存査!Q~j]Iチ}ムを作り、~.~特注;査ステ}シ f ンや肴守

'iff(，ご配置し、;;jJjととこと仁王手ノャを1Jい、労:"0;矯 11、少年;1'1)務所・少年涜jム

氏、ふJ留のリストを作IJ1<:守るJ それからj問iで名所在地のw"然、校言4f造問

がさらに?fij:fkをよドーめて犯罪亨尖を"宇治、め、それぞれ閑 l直する圭:0:r杭を
進める '3)前科:tJ'および舟まえた唄行の犯罪者のつも、罪貞が茎くタ1'.刊

幻 -:Ir~t位がある昌一i土、政法委口会幻干与の|\警察 枚をき・裁 11F1rがそ
れ':T-O':h枠古C1 ~当を選?\チームくを組織し、事イ'1-ご〆に審j今一・ 74'、認してい

くへ m' 事実!J ，'UjJ らかで、 ~Ü:拠治司jt手:かっ:分であることを別配に、手E刊

fべ主犯罪者のリストホ作日比iし、編集Lたlで資料とし、政活安員会

が相会長-9--~，警察. f全然・裁干仰い ;=iJiJオー政松山均的責任告にjJ議し、死刑lこ

/:Ø;す，m~r者 '1 ストを初歩的に確J~する、その後、答察. t~~ ・裁判オ 3

泌がさらに審をを17い、 5九五l~手続に主主ヮ 3 予恥を，ftめ、執行宇る '9 :2，'

ころした実例キ見ると、化のイャ何事件処理の~~~~月~ ~土、重妄な d凸がfl..:

lT落t:，ていると ρ えよう。それは、党委員会弓'liiJJ!(U:委員会の，1f生であ

る。 以上の%1Ye (淳夏日民自信1":'+'富良も含めてjからは、五妥n三7・
同 Jf!Ô'士委員会の tt~'婦の子台、] -よ入、叶Gi-(.司法行政機関)が

志君、を，'i*.: L、これらの意WiJ(，，~従い千九tを送めて vゐるというミミ没が汗き

泌:-):こιれてし:る J とりわ1)、尚北有I吏1"県では、重大事flについては

刀、党委μ士、に付設するとこもに、 紋の不訟を~X:するとされ、一市 J)統

斗IJ7)¥敷かれている何 CJ級J 7)ワ級必判所をお Fのか、 L級党安員会

，1; ;--..-=主r:zy~r，-i ，L 1初夏}

: n~;'I': ノピ:目、防市人民検波肘 r，i[t，::re;打撃有j絞 ;IJ捷 広場市、川検察 ~);:hl

h;耳打戸川苧犯罪j-;，子工作ノト結」人工己検察19お年Iυr，~ :)支

明鈴木rtl人民法悦(7)~l 裁判所此性f各 市場経符 fLi宇治れる法 ;;:f~())動向

分析 比止法、じ研究河口(19~日年:7出頁ベ

UJ ~lìJ、 Síi ;i 三主))2日お
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をfEすのかは羽市されていない) 心i司事f:処持におし:ても党委員会

川政 L妥nf~の指j準の i、われているのである c

ぷ IsJよ与 i、これり 3つの子渋去、I，IJ 子読のスピードアゾアという

|訂にお~， ，~と訴訟の効キ、 itを高めるこ r'よ手平易に惣i全できるか L での

h-C:' 、 U~約千I1 北町IJえとIJ訪の札:.}行か ι:土、裁とIJの ð~~; ¥'/引が阪に夫われて

いくというJ1引な問題を字んでいる}ごのごとは情的には裁判で行 0]べ

き作業デ裁'-Jllh~::. rJ-:われて J'るという点に哀れて J'る〈 とりわけ共川手

掛処珂や合同事f; 処却においては、 iZU、~民会のこピマの下、裁判を待た

ずに裁判jの結果がiiilており、 l十jウ刊、ァ場から :'IJ;tずる弟」者;止存在しな

い ぎ聖書・検察・哉、1:1;2;:'3 悶は戦時 Fの軍隊l似ており、それレJの

i世i(:. :iy-)号室が存在>， るが、 その分君主i土市政:ごおける砲兵、 l兵、ノよ、兵と

し泊った.'-':採のうよ主主のよう vしゃあ l るん{川、炉いう出弱l 久の向日1'~~(土、 言L

て妙である。こうした I砲兵、半兵、お共 の指揮官が党委員会や同政

}士会員会、そLてがι可守であることは、設.rj'¥ですごJ指摘Lたとおりであ

るn 政主人，警察伐同はわが1+10)1γi 家うè~: li5":C)重安な構成安訟であり、人

民とえ王ニ義独裁の市な近具であ{る.¥J川としうスロ ガ〉が~J!実に

J架〈俣小Jt 'ていることをうかヵすえよう「

3.3置3 裁判段階1一一“迅速化

裁判段併における I)iざやかに とは、できるどけ涼ヤかにヴ1'1'の者珪

す終結 結~~ ;i;: 山すことである以 T では、王「取1T~iうとそれiコゲトの

照:品I 、|¥ これを IJrn常y切」とIll.-5{) (，，~おいてどれだけ在理羽 l品'1 泣

いがあるのかをデータ iこ則 L-(1山らかに L、その段、 l'主やかに lをよ二

現するために採られた抗出を検討するじ

まずはも取、打坊と i位l中)t)うにおける事I早期間の差 lir~ についT である 去

3-11は:983年治ら 1989年までしつ L寄与件のうち、 1ヶ月以内， ~'I;' ~，::，結

剖白新ノ、元t~汁引 j : 17民o

事1[11吋等"前掲ィ (38)ω司c

:，W'，干FIJJ;; it125条所ノヒグ可、在~Xj IJ'~(，よfきれで λnとである/じめ、本;kならば1t; 
Hではな、、 i今 H半でどれr:-y結審したのか号まとめゐべきかもしれな¥'，

二日社57(仁 51:>) 2に25 IHI 



.j， 
l州 口元

客した事1'1の打数および」七千を5]'"-J:c(rJ]に?を刊したものごある 合判事事

11'と!よ、通常IIJ"フポ:1'、反革命1T1HIぷぴ絞済下件 (198S'rf!j，F千) :7)台

;十であるれなJ去、 8::;-f:':続打の列者Lと戸れた 7分野の犯罪は、反#前7半i'1

および通常叩JjlijLi牛iう〕刊にでし冶るが、これらのテータは 7分野の犯罪

のみをノすものごはない。また、 1982イr以前の統計{よ管見に及iJず、 83
}の開始に f.~! 、とれだけ裁とIJがスピぃがアブプしたのかを比較す

る ~j:(まないu

表 3-11 審結審期間状況比較表(1983-目的年)

ス草 通常州j 士~ U" l合 出宇土'!1科
年

件 ラ;， 件 % ノヰ 。
子千 % 

什B" 討 Y'.r' :)89'::6己 日り.U d:lljιlり6 7:1.:1 

~9gt 

c呂!:， ?:;;ふ 3:ミ+日 :咽):.;::¥;'(. 日"而 Li日日ソ~:，

;.986 ~ iih ~ 7fs:;~: .l 6'J 8 J 7P~07 6'J _ 'i 

~ ~187 ~ O.l .，1‘(1 ~ ， 7:~ 1 f、 日{12 1，74::.'1 日{12
ょ日B8 il :1. 5 ょ 61~~1~ 67.:) 29211 62‘5 190'i2'l IjO..) 

9れ9 フ只 io.(i 日行~;19自 (iL3 -'!-!-17II9 fi:， • '?~8;2:3 {，良，fi

;1'，列 吋j;:人統弓 ftT-<I (つ tさ平普通刑事事業什校正 J、玄出。

ント表誌、~\ fiネ;の 2つの傾向井導;7ょう );J) l ヶ日でがi'-~Lた↑牛1Lおよ

びJtキが長大で Jもったのは 108S存ておあり、持;こ込常j何事事付のιO~らカ

1 T 円以内に結審Lてl、る c 19Ki{f 以降のデ、タと比較すると、 198J~-rì

にはぷ判j段慌における「述やかにJがかなり徹践ちれていたことが浄か

ぴ i がる〈問えば、江 L~;"fj' では 1983年 S 丹 17 けかっ[[月おけまでの 3 ゥ

;j ~!王台、令省 C1 ノコ 3'1';1'，の刑事事(，;を結審し、 1ノりぬ引人に判えをτ

したじこれは涜ポ之空間めまさすo/j-;に戸高散するc195%のfHf干;土 1ヶ月以内

に結'高二 Ltこ (土 lウ j-j以['，) 主t二事i'I:灯台%ほととあった。

L かし、 ~~j8::~年ゥ ι15日;芋ま「白紙π十を児令と、韮年irT;'市刑事事刊の~j5% 日~' ~f;麦

がiラ}-j'!'-.(J)法定~tt)~ 出:~~AJ に結審し 1 五り、京-rr刻。〉特淡をげかもド!かょせるこ

とがと主ないU また、市長l主ンjJこ則l浪い;に梓合じ主たかTJ、?ためむ;ょなく、と

れえごけ， )主守かに 裁判jカ行われごい/るようを1:'すんめのものであるとめ、この

ょう;，:.1_Jぺ

l.:.fi.l ~lìJ、 Síi ;i三 'x ，:::日2全
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下五)<)[!J事事什については客即をf:l託先し、校々なず段を講じ亡事n処 )11'(j) 
をJJS法与セだ。パ多数iよ半月ほと二ι結審し J二日Jこいう 2{;-分。〕

半1'1ヰ;::~ケノ j 半で「様々必ず段主苅!~-c 本坪!〆たという辛亥は.1:)8:3 
年の 速やかi:>J の散底ぷ:1を物託っているであろう〔この 桜々な千

i技 I0)1人j下手に Jい""':.iJ: ，fを;iするJ このほか、 14存1戦役の第1械におしミ

て、 ðn~rit124;(，を勾 f:i した"裁判所;こ記「みされたl05Y，については、 ω

11 rJ;で全て料率した。平均1011r，lである 大刊』干手した事件(土平

均 8H 1討jであるJr~:i'iという昭電江省東原の同もある(一大けIJ ， (:~:土実

掛での斤び方であり、タ口jiU、タヒ存室、 1]11lo!"，町立をJ!'i'J I山 l入この例におい

ては、円以やかに の倣!へぶ(，')0)_1---，..ならず、乏い刑罰を千ずべき事件に

ついては、より [て存埋?Jτ行われごし、ゐ干天をf:"J'同でき 4こう ο

(g:これ:ご対Lて、 1985年およひ"1986年におしミて:i83とf設jJが長持続され
てしミア:詩人 198'1 ~ し}乙 u)ニtJ土、飢え;長十jにおいて:土
7 タのない198，1々 はhlJとしと 1983 ;1を|往き、裁'1'11段階にお

ける F速やかに」は通市民と大差がない、換言Tると全国的対]qJとLて

は、出始当初J土 速やかlこ」か徹底さ礼子が、心1I主は徐々に、古性化して

し泊ったことを首昧するとlfえられ之。

と:止¥，'，え、官日l具体的な事例からは、 1985itにお¥，'，ても、 fかめて l法

やかに l 守t'f:十処理がjιぬわれていることがうかがえるに例去;工、相花省
-:丹市では19広〉存:こ次のような事例があ"t:c'LlH G日未民、 Xお上
ぴY:よそれぞ吋L人およびEを此:ヤ小)jで切りつけ、子手 z岩をごミわせたー」、

T完全30C:L:ιを前い逃走じたわ ~子 l正信1 ロ手主治 l ら Jよ奇を灼め、同 !1 1O 日に

Xを、 2，JH1: Yを捕まえた [98G年II月2GH、二明市Lト級人民裁判 i}y~土

強 _(nt~~r で X に化刑、 VJこ相原主主役の判決を下 L た， 10')1といみ f 事f'i発

'1カら20H;:迂には税理を終え、 Yについては締ま Jた伴Hに主矧懲役の

到売が|、きれ仁おリ、 j生やかい」打撃が加えられている〈

".，，'! 戸j...:...問客 LJ、科~，t ， JI 10佳子'L，

I問、 「賀県rL~ :Q7Jミ

山 l 例えは、林ι宇{良市まえ白1M千長jfi 「布期慾役、タe綬、記ナれの 人刊J ム
現する:c手J'子与防地ヰ挙 泥ムi[Jiに 1'，z)g~1_: 前掲注(，86) 1(x';貞i

1削 Ilj::;元正o:lS~ -i8?民ー

二日社57(仁 511)2に'::'，) IlG I 
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みこl二、 l〕亙やかに」を'}i;f廷するナめのHf+c凶jな仏間であるじこ;lltこは
~t;述 (3.2.2参日(むしf二双子1]_;J~i11化の決〉お 4 ぴ裁判所J、のは 11 による

えらには事剛介入、共同事務ゲ日皿、行同半1'1犯Uj!こしりた1"1)

訴法rj主iFずる';，:j牛処逝山手法のほか、 ， '裁判)tlのIどf口、 (21-'1H牛処逝の
ブブイ万"テイの調整、 1，:-))事1'1管轄のぞと克、 14，1チ:可制生0)制限、'，;)} 2つ

のJ;i~ぷ l のわdlh'ある口以 r' ， Wlに5えていこっ。

UI 裁llJ古のiE口
8:3イJ'li，i'jJ明始t)、降、大平の刑事訴けが主主訴されたl表1----l ~;J~?) し 198:3

斗l土、完;土庁ijij:のf富山 である。そのため、双序の処理能IJを超えfょ

うである そこで、玖υi所l主眼前にiITかれた大豆の事件を処理するため

k、裁判官を増員し、厳tj対象の手件仁よれキくの裁'1:)1ぎを害IJi) ::-~~ "C 1:_~ ( 

例え:，fr:L~巨宗青μI:J では l 較すJのニーズに心、えるために、 d; .区内j山J絞

よ丸刈同(1+'戎こ茶i~jj況をおす)は、組織 i 相応の 1M!三を行い、企てはが一

打に 1;て ν\ 結集できる力~;):~優先均に JilJ 事犯罪への訂作;集ヤさせた J

19R:1年白月 ;D 円以前(，:~;(3 ~-，ご、裁判所の十日j事担当判事は又91'，であっ丈が、

厳tl1去、H雫jH汁判雫lエ17:1-:，に1甘え、

というっ

12ばt:には27/+γ!に1ちえ -，，]1 

ころした裁判JnのjJt給il，京:土、 Tてに党機関ゃれ政機関(巾[J号ではまとめ

て[党政f常識 J.::~手ばれて v ゐる j であっ犬 。例ぇ;工、安徽fif住 1:1 ~早では

!:it完;安;，::l会lよ能力機関かム 6y，内幹出を(裁判所:こ1異動させ :10:、

また íðl~I'，省校江l;~で IJ c県間以の各機関から派活戸jしたろれの平子部古弘丸

刈11~;fi ifOj (，，~ ~?~ jJ;} L 、重量当4 ・ f主主語 e 妻~'P:li1íの 3 機事ノt- iliJ 川牛込珪や行った i;(]'， 1

とし

このほか、 I引の辺、作業務松市寺 1~;.j と~)~<-1世ツげられ、その;r，務組織

である法律寝間処が「司法行政吠~の組織}の社i埠および業務 lーのお下手

1('，.育同市公安l:"jj¥b，L '243n 

Hi~: 雰山 LEL誌~ S9()一日18

~ 103 円知県「ね SIQ;雪〉

川 t i三品人大常妥主;-1 4f- ii_~:ート'9'疋条例( 198 イ1"， 8)J7611 採抗‘公布、 198:~ イ

1月1日HifJ 】 二条 J

l.:.7.1 ~lì，t;SI i日三lt:，:::日22
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を受ける， 11 (I~' とさ 1 L -(いた弁設上も、法判貯Jや続女?な Yにさ~:f!i;された

ようである 1川)

また、ごれら以外の供給:町としては、よ学内のインタ ンがある 例

え:工、梁司↓材(、I/Ip--'J' (立北京大学法ゴド系の学4.) i之、 1983年の厳正 H-~(士、

%の〉こんな、も参加Lており、次令iよ当時ちょう Yノ二r台qlだった.li]イl

D月、 :+:1，(土拘J;ltJfl¥台市;こ亥門に赴久 Fr立か裁判長をしたこともある J

と当時の様下を:J1L¥，)返って， .どJ. 百点;1;-汁のju苧':1が裁判長を担当!たの

ぜある d

はl 事件処悲のブライオ，)ティの訓笠

宇1"':SJAの 7:;イ~干')子イの調整とl土、段打対象的事件宇寝:七的に処

避することであるつ刻えl工、村li-;J::乞金斗市では、 1(1986年 l月まで}全

; I J' (J)検記号機対は殺人、 J!jj幌、強会、強盗、重大窃盗、爆破ぞの他の社会

治安を山々，く寺止す'ðl~~r などの 7 穏郊の事件をまず処舛[た H;色j とい

行 J また、 t吉川省玄湯:n検察院では、厳ぎ日jゴコヨミJち!のi:i君:ヮ、として、

第 I \~: i長:i1i(/)_t!:大事什の処j却を優先し、特にノitif'Jに処きれるであろう

雫1'tを!金丸均に処理し、 n撃の前，ムを|際立たせる "いl ことを不けてお
))、先に挙げた江丙有力JA判所も l重大刑事事件にコいては審聞を優先

し、また青山，)I tiの裁判所でも「結交できる力宣告ト漆光均;、!刊誌1]

界への行学に集Lμ さザた 11 tいう このように、駁打拐においては

説HJJ象。〕ポ件を伝:}[::[l0に処理し、そのL_;_;でも死川市;午などの主人ホ件

を ;~せ仁いる η

iへ |円;条例13条:2J長

:1川 '1辻、出 I弁護士{乃業務iよ移転法そのT:、芸士資併を保留すべきことに「えす

る批{丸 (1S~4 :4二 ì J]l1 H) 仁おける 17F 該 1;が昨察院、訟判所などの;fzi七 t\，

湾に配転され F後 」よいう記述から、このことがう 1J ，;ij~えよ"

i 1'_ ， 7 市J すí-Yx:~討しすJ ~ll 頁[曲折久報告 殺打l市川明伐気分不';r に対するな

机林の lメ、/卜 )c

"何 『会千戸市~，t;)J 2fi;::只ん

川責けi出貴|場T打人J;I;;倹祭出・汀渇Jァ (D日 3白c
1 ，lJ; ~ÿJ 州省 J、院誌 104頁

j" 育 1~: 1iゴ?と主ーレJ¥圭Il/ :~~13 亘

二日社57(仁 51;}) 2仁三i 1121 



13) 事n管轄の党単

.j， 
l州 口元

jiJ述(l.3.1ill(11参日fi) のように、1;;Lj目懲役または死刑の判決をト勺

油市市l半半flJ(刑訴法1:1条jの i平等は原引とじて「ドよえに管結縁があるが
人夫裁 plj ，肝(土必安なとき、 "'...H 己のよ:6'*~する l 百斗をト

級人民主止判所に裁判rJ'.~ -1，~るこシもできる J リ司法 lR粂前段し 一幕

つ昇、長f主i裁・最高校・-~"~"察白山 l土 1 '183'êjC 8月16H、出:$"，で「吋面の引7下

犯罪活動し伊散しく打撃をかiえる期間トおいては、ア汁級人民裁判所は必要

なy きには、 ?1会治安1， ~~ ::tJ々しき危害をほぼし、懲没または死刑の

判れを下すべき 11写j目出 Pj訴事n士、苓居人民裁判所:こ裁判さぜるとわL
定ずる二とができ、も'")てこれらの界賓が重いよ定常刑事lEを圭にらiい.iIl
さにかつ;aY泊、に盟主ら LめるJうにずる」こ J車違〕た L?、今通却を受

l午、例えi王、 i1FfI省五河原""("(.土、:1983年8月、第:次重大犯罪打撃にお

しぺ、 I"t'級人民政判所は県人民主k判所に無期懲役および死FU思 ffの存沼
をtミ権 Lた 12 という。

Lかし、実際[は「透にな ~{[i [居次J::1 1.1'が甘えたため、かえって時

間治かかるようになり、しかも少なくない法居人民裁fl所的事件処科諮

りは不ぷしてお:J、1"しきれない j という理出から、 lu;_ip.12，82刊に設
随時日付)・警察音問、淫~:Jで、無JtA懲役ま三は死刑じT)':'Jj決を|、すべ5

1 '晶子 jiti 市川事事件の~~狩寺 n裁;二日すよう通注[た"、 c その柄、わず

い三段 I\"!J栽ほ ;:"1; 持t 車祭 ~i; :" ，1):;)むj 懲役またはすt.Ji-:;の PJi士1;:.下オム審 rJ; 泊~~ぞ

れ事事れの当事出向 ~J.fH一関する通知 (1:1泊三~8!J 1C;r:

l~-，' q; 引 Jill誌~ 'l26}--{" ，.~華市 ~.t ， 265 ~-256"f-!.も日比まわ、川二じ省応」以

~~，でも!可禄の拾聞が講じえれた(" ¥寸 n心 Illl~"~~，=ë~ 4州頁参照，

: 1~ 1 ニニで l段|府 l が噌えるとは、 1訴がL裁の均台は、手ur-I;a十iiJL::i中"己

:まにに、中裁→高裁の 2段[:u~かな ν づ、 1審が草お裁のぬ?をには、志信裁

→中J&→注;J&とi段結合併なければならないこと芥おす (7f，干fllO)許可 ~i 尚氏に

長惟されている jー

:1:ス最高;ユi:..畏克わJl'警?と-~(I~ 矢l羽懲役まには先抗の*1決を卜す→輔のilll'九
月三事事??を111ìÍ~:~人記裁判所が'11申書すること hニシ1 る通知 (1983 'f 12}j 2日ん

ただし、ンド j[j}知が '"-JF~H懲役、死;川判決にあたる第 1 苗一般nl: Tf芋件 (l 主財人

民裁判所への~:lji#淳送を fttに禁1I 'たものとみなされφなら‘それもまず刑
事訴訟，J、第 18来い呈以するものしし ιわね~.;:'なつなしり(同市CqJ: rJR"代作河~J 、

O)j膏京 総能 J.::上:?ドミ之'11;:'究C'f再 6号 ¥1:)06年'151 ~';" 

UJJ iJ、にil;，' '41ヴ e，){';)':)ょせ 】】主)
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か 3ゥ月十であった。

14') 被?人の弁護機のもdj限

表 3-12 1審における弁護状況表

浩容呪 人~~f':¥人j ~êì ~1f人芸 I!J ~半'~~ ， 川誌(会，;，'j:2)'立区l
ヰ二

l汗; 巻市 訪日主主 lメM命 iiJl'，7j' 主体 Iy:.i千命 通" 金令本

1 ~)ド3 ~， 2 ，J (j] ; ~jl )-Y~7 (j4(I，!C' つ1.:ミ l 戸，.司、 25+日 ]::;.1 

19i.l，: . :_'J)'!59 11'::';三i よ土("IIヘi'日;)  2G.¥) ζ 25 . 2，1.宅 '!1.6 

1ヲK:， ?.;99W 78~~:i'; 良2;~:;S .， 戸L・咽 6ι3 3~ .. 3 :1:-:咽品 :12.9 

IS2G 29日2~ト ll， ::~'li :206.13 ，j，!. / :)'[.1 5:~ ‘ G Ju.'[ 

lD~;- 日;二1:-{(i ] Cli:' ~ :)tiCS--t .j] .:， :~(i..J :~(;， .l ;"l(j. (j吊申.1(;.::' 46ト出

jlI向 w c:; i1抗日史料品内，-(;.;.-t: 汁市 存案叶執行訴訟ú~':I;fi';，):t，'，: ::;I l<: t ~l二 t~-+:4二以|丘町

'-:'，ir'U;:紋」のiヰ均一百十 jー タにつL、ては /d-~ ::'A-~ )-"(;-ini;:!j 宇一胃袋件域計者」のァ
ケル町凶 t 守主人， :-1;;:相手~;d午玖ベ ス「ある門

，~ )学詑λt-:' ，d:_~ 工具 h 乃十戸 1ν!よ明 ~l~ ~予れて"な匂寸宮、 (ケ e思われ之
*本なが、 198i'-:1クii宝革命事利 l打!}一ろ 1i~I十の五C;i'::~::I児宇が安品によ υが、原 タのマ

マなあ，~

当:::;trrXl;f1におい-c~土、 7十、渡 ì-:lj Jî古(;;:白JFITlバ)jl!.イ丁を妨げ、被害人をしかる

べ主ヨi'から逃れさせるものであ打、 Lたがって、厳ぎ了:こ対抗4一るもので

あると L亡、弁護活向がγパフれなくなったJU2んもあヲた))(，'また、中

央レベルでもI'T厳打J 1剖始時lこ、弁Etーを主管するある責任者は、え拘

1"'1的な において、 彼告人の をにめるよう求めた， 1.1 : ，'，と

:);ト 例えば、j土広沢「在最原才Tf'!;'，'f犯罪中~of:~ITjl円 j了室不ノに f; ，存可箭 J伝学19?\:J

11'-1 :類以3汽には、ミたの Jろな.Jh摘がある。 I弁護ク11f1]平升品市討をIf:I事m弄
への打 :~fりJ煎と対立きせ、;l-J~F-，j 山:こ;f3:..-" ては弁護士の弁譲活動}ょ浮ムト←j べさむ

あり、 :の闘争に必HJt)/てはならないとする主もいる はなはだしきにギっと

は、これらの重た刑事j山:音は犯~W :j:f'丈がヲl向で、主拠、雌かである以一、さ

んに jT誌によ J ご何を弁明しよう Fいろのか、イn吃が上手くいけば民主に↑アる
ことに公り、，~;人をヤド-ttかりえれさ吐、この ~;1l'l :こ i(を唱える忠弘がr:1;くなる

だけだ、と三うプl、議士すらいる J ぞ -T i十IJ'!f-弁護や '-F.j'"11.)する雫態に

陥った地んもある、と「

1; I 孫同咋 t、開計出向当代中 F日州l 宇1:議」ねこI~ 有一 ilJ資料訴訟辺、苧，可~j; ~ì:; 

~IDDD4.:o)l;311 R" [原裁 a南京よ4乎P法i十日司論lω日年;つ

二日社57(仁 513) 2に19 1 eハl
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いう「その後、この発ヨは鰍l口されたようごあるが、 それは)flJ事弁設

に汁 j-，ム並断、その影響の深さを l分:こl映LiJ~ している，; L~ といえようコ

こういた 'FIJ事弁護に対する 111解」奇反映し、ペプ『45;こ刑事弁員長打数が

減少Lれ。衣3-12は1983年から1987年までの斗の 1'~(.，~たける

1f~を状況(とれわけ弁誌上 j をまとめたものである J 本長から明らかな

ように、 J:、議 i弁護人、その仰の弁護人を問わず、その訴訟参与2率は1'1お

年が最f1¥.であり、その役徐々ド i押している U

なお、 1982年J~;，r;Iiの訴示きさuuポ状況は件見に/又Cf-9、:982とのそれは、
1 98:3'!' J:りも!よかったかもしれなし'"しかし地方に jを将守シ、:;1]えは

11:来省苦言戸市で;止、， 198~牛、刑事平件l~Hτについて弁護を杭当し、 19ðL

年に181件仁注した， 1983年、全国で「亘).jJlJ事犯罪治動への厳しい打雫」

が展開され、『主主にかつ速干かに」がijj(~;~J されたため、 度、事件処

理T続が挺概され、耳U事こもそのノ8;判、を受け、事料数がl'ノワ(，γま

少したっ 108 '1 1 1 、絡に法制， 1:芝七時守宇るとの指導 lぷ怒が樟It~ ・倣)丘さ

れたため、 !;I)事事件の弁護件数はrt子び1581午まで治加した 1Hとい行 J

1 983-1jド0)JI、設件数が例年に比べて:i2() (~:らも減~!? L t~ のである)きりに「屯

渓1T誌~ (!;;f~!Cfれにも、弁渡市j伎は :9臼 J-l.}に 主主十:'1卜され、 1984~q.ー

に再 I~) された"，('とし寸記述があるの同市では主く弁議活動が行われ

なかったのである このよう l、多くの::e[t;在で弁護権が初日4さ1/ていた

こと iJ¥.う7トカτえよう ρ

1i:i:1 2つの基ム l の応用

有罪基準を引き Vげる 2コの);;木;，2.13参照土、 83年駁すwお
い仁も l 速やかに~こ資する j長官として引き続き hh 、られと l 例えば、

最高検 :;III 1T JTWに岐しくれ撃をむ日える闘争に .r:: げる法律の l--~ 体的J~川

の若干のf-Ifi短い関する符復J ¥1984年 1;-19U)ドベ(11(.之、 12うの基本を

問主与し士ければならない， -1 士わち、ふ不的犯罪以突が~月らカポ、長不

fトj証拠が確かであること;~伯ノトするしそし ζ 、 I これ以降、『三つの主主

"罰 l

j ，ヲ II";;-~r;-: ;tri込』 Am;宍

1 ~fl: 屯1王オ1tlS ~ 279'0: 

1211 ~lìJ、 Síi ;i三 .!.L':::日 8
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斗」が芸人J刊事犯ヲì':)二 a-; に従い~.きにかっ速やかにれ撃を加えるための

袋請とな〉た lL111とし、われ、そのf去の絞れにおし λてもこ礼が1*1ーされた口

こういた 1 .2つの基本」がもたらしうる現「犬~8tl叶胞は、安弘な?半円犬phE

どないしは211拠採)11 ，-よる誤llJであるに L担、 j、のケ一人;:::::;はこのことを

的l'五に物語J ぃ喝:(コ〆/トよさ在高による f 以下問じJ.

[ iな参与条

円jま134条

故意:に犯人のlJ体を傷害LJ:.>fiは、

i=!，i}'Jるハ

3年JJトの右期懲役ま
J

は杓役

つ:.r良の ~Tーを犯し、 J って玄海を~わ lざた者lL 1去一JJ1-7 iftiトの

有期懲役に処する 人手トタヒ亡させた25;止、 7 年以!の千j ト~;懲役または

)1延期将?む処する c 本J去にjj1j↓支のm定があるどきは、それによる n

民力、 ，~\Z嚇の方;主によリ同家勤務人員の法に 4 る ~itlif警の執行を妨'汗

!~た老、または人弐裁i'iJJ肝のすでによナ的効力が交止したi'iJi九もしくは

裁定的主演1iをJ己んが者J土、 3ι}~ トグ)毛期懲役、 :hj-r_史、罰金ま汗は政

治的権利の剥奪に処守る、

同法83条

いわゆる重傷とは、;大lこ掲げる守i巾のひとつに談 iiする傷害

を ~'5-J 。

日正体を不 l---~ に主らしめ、まとは人的容貌を~):損しとと主

(~、人の聴父、向覚その 1tíJ.の器古の絞1Jt を喪失戸せたと活

の他グ〉身体の健康仁村する由々 Lき
l

治安事犯の決定 H長2号

;大に掲げる卜十会治Jムこ出々し主fi主点を及(.;;:'す drJr者にむいとは、 IIJ

法が混定 t;己最高iflJ以 iた刑までの牙IJに史 F三とがで3る〈

に犯人の身体を傷言し、

y;，匝な昔、または犯 ~T守者を告泥

よって草海もしくは今ビ亡さセ、-j'i;lbi'-

l主捕しJß:JHi ノU を市11ü~.L l=]:I 

1ワl 揃;邑平 1 -芸梢
i

肩、打立可 J: 山 I出l抜本~-I吹i1"的理論7<だ持 :32頁 J

L2 作，'， ~~fH宇主南町内市守、例渓編， I え夜 U_\ 版社、 20U(ìl;?~\お日向ぷ l

二日社57(仁 SL)2に17 12=1 



家勤務人員もしくはdJ民に対して凶行報復した者

〔ポ実の概姿〕

4 

H附 日見

198:1年 6月1日夜、被告人Xは服役期間中にR7獄の規則にi卓反したた

め独切に人れられることとなったが、 JII)務'口A等がXを強引に独切に入

れようとした際に、 Xが反抗L、Aに殴る蹴るの暴行を加えたの Aは胸、

イI鎖骨、 H，)関節なとに軟組織挫傷を負い、局部的に出1111し、病院で治

療を受けた。

|口i年7月288、検察はXを公務妨害罪で起訴した。

〔原審〕

原審は同年10月218、j:J.卜のように↑lレJ、した。 Xは服役期間中に改iiJL

にtJ(抗L、暴力で公務を妨害した上で、それを制11した刑務令に傷害を

加えた。その所為は公務妨害罪、 μ|行傷害罪を構成する。犯行は極めて

同々しく、情状は非市に悪質であるため、刑法157条、 134条、 53条1JC! 

および「治安事犯の決定J 1条 2号に出らして、 Xを公務妨合lJrおよび
凶行傷害罪で無期懲役、政治的権利の終身話1)奪に処するu

[ 1回円中訴〕

Xは!車判決によJして申訴を申し立てたが、!阜稀裁判所は再審査の結果、

これを去11卜したc

[218JU申訴〕

Xは 'Aは重傷ではなしこれについて併合罪とし、全国人大常委会

の T厳jJ決定』をj直川すべきではなしりことを理由に、 flj:ぴ申訴を申し

立てたっ今|口|は上級裁判所が再審育を行い、 1996作6月19日に刑事及定

を卜し、白半Ijすることとなった。

[再審〕

同審裁判所は1996年7月22け、以卜のように半Ij'J~ した。法|矢鑑定の結

果は、司法部・最高裁・最高検・警察部「人体重傷鑑定基準J (1990午

3月298)91条および品目裁 品目検・ 嘗察部・百J法部「人体軽傷鑑定

基準(試行IJ (J 990年4月2円) 18、20、27条規定によると、 Aの悔は

程1罫にすら歪ら「、これが重傷に該当しないことはいうまでもない、と

いうものであるc よって、 Xの行為は公務妨害罪を構成するが、 Aの傷

は怪傷にも主らず、したがって、「治岩手犯の決定」を連川し、 Xにμ|

行傷害罪を認定したj阜判決は、法適用の誤りである。よって刑事訴訟法

[23J ltiJと57(5. 510) 2516 
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l ;-)()条、 lγlJiLI"条規定に恭づき、 11L判決を日比烹し、 Xを公務妨中立i;で懲

3 fjーの;llliこ.11斗する υ

Lゴメント〕

本件;f 結いてまずもって問題となるのは、 83年厳~';、竹中ワトサ l われた l京

審がF12三Lた重傷が、 1996イ|ーにれわれた再審によ，'j、軽傷に'，1ら去らな

l、い された円であゐコうそく異なる判断で品るじ だが、ここ v 

なければならな， 'のは、再言まで弔いられた松阪が亘 古川、は戦傷

1，__，;をペするか合カの判断能準i土、 1990年に実施され J ものであるという

ことであるハつまれ、当審(土事全:10な苓濯によって判断を下したのであ

ノ 17.3
日。

とl土L、え、1，日カ?五時幸かにて川、てほ刑法8;)条が規定しているハところが、

計'者ににると、「憶害者 J¥0)傷が雪{耳か怪帯H冨かについに、起訴同に法

を{丁ってお， ，す、 Jt;-~ 予まも A(/)傷び)担l史につい を~-:;:って (v'

な，i 1 '~4 とし寸。原審:立競走すらじわなかったにもかかわらず、 1去に

粁1誌にすら至らないと三れた傷を、重傷と認定Lたのであるr 基本均事

実も l月九かにされておらず、ま十年、本的止ま~'[も確かではないこ hl土、い

つまごもなかろう v この片:昧で、本件は， 2つの にも}正するもの

であるが、こつした事態の恨1IZには、 I2つの某本 lがあるといえようっ

また、 '1(j高の問題意誌にftllしていうこ、 Jj(fヰlニ:土iAj'，凸がもうひとつあ

る。それは、日本ではおLt的談合とされるであろろ Xの11誌が併合写と

して処断されとことでめる c この点、，+，1玉10)J刊誌実務およびF世論におし、

ても、ょ例の行為がWz1ii'11の売れ;こ触れた場介、すなわちt~念的脱介は認

められてJ3n 、法ノ仁川が最も主い~で処断す一るとされている 1 へまだ、

許高も，xの犯行{よ、 1告の犯当;故忍むあり、 l怖のj凶{-l行為ゼあり l

1 ? 筆者の知る隠れにおいどは、軽傷の鑑定:s;.半はたみご1;' レ λ~1990乍の F 人

体経海流疋主主ヰ (~A千! Jが最初のものぜあり、 1れ悔にd片、ては可決市;恥最高裁

白土 i守J 貢・'\'f'<.}告訴が l~:色合19SGザ 8μEJ に~主主した「人保重傷続;:1*準(試行)

が鼓初のものごあゐり

l::'1 定限-$・ 11リJ占~i+ ;L~2! 2.11針。

1ワ コl府教j:;i-f.:li;苧 '277--278Þi、再鈴晴ー編守Ij;}、学;~:週(、市 2 巻巴(中

当人夫人宇I_U版社、 1993牛〉日，"民辺貞なと c

二日社57(仁以)D)2に15 1241 
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と、この 5 を指摘してしるべ l客は五きに，'J:'F，のために、 -l~rで処

封ずべ主 fF案を fí 台~~で処断 L たの℃あるし

しかも a 検察が起長トじたのは 7ノj28 口、つまり隔てす了 ~íi-éあり、このと

き検祭は公務妨五罪だJ7r起訴したコこれ;一対Lて、政干l間前11廷の1，')年

10月三日に半r;iJとを下LたJ141寄11，五きに iのために 1坑Jで処附すべき

ポ案を fìl 台 :j~\ぃ処断したコ ri{~-}'ずがなければ公務ý)j 点"rの1:;ir.だけで決請
lて， 'たのかもしれない}

3.3.4 裁判段階2一一一蒙罰化

陳列). ::~U;~ノ教授1 イf'~貴した次のエピ、ノ ド;止、 831:1厳

打の「主主に」の凄ま!〆きを'fiiJぶりも推ct(，物語って，.る οすなわち、「宏、

はヨ身i;{弁護を担、riした窃盗牛幻i'iJi文書をそl十取ったn第1被告人l土

慾役;hil、在、が7fJlL f:第ソ被f与へは退役IO{!どコた、t:-(J)後すれこり夜

打が宮市まったロl.Lí土 j友、J'lj~'1 の rl'c布告をはて時然とした。第 1 被;主人は

すごに丹;IIJ9JI守執行の止を青い波され、干ょが弁護したi1J2t主r-'人は死

を口い;!史きれ

のっちの夫主万し 1ワ

、'-') 
このように |、された 'rJi!そ寸ら、断iぎ了|品J~i; を tsえにより草川 1'1) 、次に変

更されたのであゐ 1 この Lピ、ノー下からはJ43年最打にお;7る 主きに」

の徹氏ぶりを、また成打l封始を合到に局長打の「主主きに が透I;Jされてい

ることを者取℃きよろ CJ 1"丁為1;:こJ弘11でなくとも、裁判時に国ひずであれ
ば「豆主;こJ が適用;~れるのごある(先ほと剛尽:;) 介!〆fニケースか

レつもこのことl土ろか刀ずえ上う jコ

本J且の~)f，:出 lよ、こうしと町長打期グノ五きに I i/'; ;...."の桂l量;のもの「あっ

たのか、換戸ずると とi前4白!唱において、どれだけ "'IIJ上のi小、が

i l' <3最高;ユi:..畏克わJl.警察部・司1去古; 労常的 c'(Q~dl:および労偽情i..:.rJ):処吉計

ク )i:~Ä 責;u: ~-~l :こ正づけるjl_r;ド日引に設し¥+，撃を}JUえること hこl人11る民主:;(1983 

年三 円以ヨ 1--;-1では‘ 手キ需L¥そ 0)1';;，の人民を殺害し、も lベ:社長

ZJ、または斬却もしくは主主祭rl~f 0):波浮止、~;，'if ~.ct;今、!.た省」やjJ撃の+もどな.;，)

象ム Lごいるハ

L~ ，':注引、[ょ注 品u百.1Jr'刑事政?とj1;"L3民f

l2fi.l ~lìJ、 Síi ;i三::x1:::日生
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生じたのかをデータに剥して州らかにすること、そして liJlきに

1見守るためにどのよろな措 iiS':1J"'~ じら ZしたのかをIlfJ らかにτ ること乃 2

古である p

まずは、最H!切と通常販のtliJ;どれだけ量刑 iのノム異があるか;うい

てである f

治安事犯刑罰分布表(1979-1988i芋j

51f以こ"守k前 杓役|ぢiJ了4晶子

人 I%人 I""人 lkl 人

り斗必~' Y:3::I.JI?5.U: 日 ICJI !~S.5: ~~;5'; I 2.4 

1S8G Iょ18，j♀目指 :':.0 郎知|円7ぷ98!I-; スR

12611 9刊誌 ""，'1， I出(i:117川 15:1.4 ''26U 1 c，; ~(l:<ji; 1 ;).5 

日J必 I'2(1;)日お '~E.'::! I '2(1.(; : 1こ1i't:i5 I r-;U. / ム:~'2l'i I (j. ti : よlG;)'i I ').9 

1~8?， I 日目::F1'; 匁茄39I 4 ';' ，4 : 'fì(;(;4:~ I :38月 '?410 I ?つ.~ :-:1'，9 Iつ1

19i" I :;'16山 i7233815531103δ叩 |33I936i|山、 9，1901 .3.0 

Hi，j:i I ~:J 'lr，!ó7 J;~7 ，， (j I Jli，:J: ')5'主:CI:n 2: '2iJ92 I :::.C t:.'lお I".C 

1出::iI 'U5-i引 引引山出:300"-11:34，4: 224S I 2.1 ~~4!}j I 2フ

lSi-"li I ょ;，~:ì7.s GC京，;1I !i7ユ，ι，'lSI .'i!").1 :乃1CI ; .Ii: 1:'.1:11 I :--:日
lM|4出掛川時 |57川 51G101362227ぅ 11.6 4'2S:; 1 d.O む

ill品目乃 かり 9S;:'~1 まと"っし i どは、 可i:l、統計ナf科())¥拝刊)刑c;汁主"人処理情vt.
純計ぷ」から、 社会治主に庁々 しき，1}-咋士及，:T>i'w"'":"'J 三九 ζいる佐!Sj[グヲデー
タを主主主出 L:"~" [~叩イi から"部イf:J)Ji 司命ボ件;二勺 L 、ては河 Z fiヰイfi以干命手
μ 慌件人也庄片山kc;:;;s'-' 1 告さ宇治 Jたーただ l 、内苔かり~~:，(')包 j~記~'-':-!:-)t 、て

のデ ケ十日ιれたわけ「はないと比 ィ、十日 rあ ~J 主と 9おj年以降については
Ir':.~ 各作)長主危言下l 会 ifl安芸長件続，IF ，を怠ll::iした 異去る統計:を存当♂ごい
るた必、川丹のデータの記京が完全!こ 致してる σ はいえて〉 ν寸人人き必請さt:ì j，~ご

し.!::"-sえ.， ν;s~ ，;;:お、 J91'1イ11，-':"")'，，¥て;ょ也門 J民円::::.:.¥1"れるア タか 11:1]手投L
人処主情川崎百I~:え l に 厳正也戸相会治主主什社r:'):' では旦なるが、ここでは夜言
。〉デ タか同いとc

軍
一
%

'!..3 

1フ

c. ，[ 

C_3 

じり
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lυ 

1.0 

C. ~:\ 

悌

一

ー

八

附

13::'.1-

1~ '2川

1.+(治

3J55 

帰り

ふC-i

i2~; 

1，す[，1

表3-13 

判lJit:守占
有ァ人貝年

1 ~ i'J 

3.....13 は、 1979空か ι:民主主までに判決が交官力した ~fì 久寸 lr (;Xn J 
対象;についぐの刑罰の分布を坐坪したもの手ある〈

本去から、 ζL十の 2/:((J)f旦J1iJをJ旨去百することができるひと λ士、 83

を契機シして全体 f付に刑罰が草くな〉た二 Jである、 I~タ8zij と

19Bユ与をI土中交すると、 19Bユ与の 5:Í:~以 l の )'1) 0)九ェアが::"922去のそ

れから倍増lたのγ対 l、 5年未満のおW)l，主役、拘i止、執行猶予のシ ι

アがl'j}といL:i'f<分見〈減ったこと辻、このことを何よけも明停に物

語っているハこの J凸、 l重きにう，，，'")速やかに の方針が七ちIHされたに

1261 二日社57(仁以)1)2にI3
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l州

もかかわらす、古芦のシ 1 アカヨ逆に減った l向会後炉は対照的であり、

口元

Eijイl出かずにおける l主主にの徹;tcぶ i)をl!iF干に??かび上がムせている。
このことは、 1976 午刀 l ら 19品丘午までの殺人・]，~議・ 0Aü寄与証駅各罪の判

決 )t~J; 人口lおける蕊i支5年以iのJIJの比率を小す阿 3-jから、より

はっきりと読み~Zることがむきるハ

図3-1 殺人・強姦層強盗・無車産各罪における懲役5年以上の押jの比率

(1976-1988年)

開

勝

70 

" 
八

" .. 
30 

20 

10ι 

o ' 

一@ー殺人

一畳一強義

一合一強盗

l一栄一徳稼 J

1078 1977 1078 1979 1舗" 1081 1舗:2 1993 19M 1985 19総 1987 1秘書

出九 ~9N(I~ドカら 1mn汁まこ\ーっしとは l司法統計資科 Oi ('1キ'T) ::-IJ:#徴主へとJ，:f;P.<~~

同社司王 l を、またそれ以外のノl!ーん ζ:;i::司J干の「芥つ) ，1，ヤ中今子(朴:じlκ菜
作統計 μ」をノJ訊 :~i:: 宇土、問4年;ついごはドd'o¥-il:!と ，B':，，¥jlしる7''' 々か I;:U

事受u人也辺市一目的百十五J 同孟fz芸?十会"万τト;件校計五呉在るカ巴 二こ f
'，1伎苫のよP グ4胤 y勺

務 ni，(，'年治、ヴ l出汁ま刊の知県R;;，，;，~'-)l' Cよヮ タな〕

もうひとつは、 8'1子長打終 T"'1;)，:\苧も、懲役 ~.-j ir-U，上のF刊のン了 7'1よ(，;; 

lzfff守上がり¥ぃj付加しているのに汁し、滋;?-15:Lf未1前の引のそれはほぼ

i'l減傾向にあるごとである〈三れはお3l"yIkitT以降も、 IEHT'(Cその対象限

定版ともいうべき 1守浸夜争Jが鋲jjt~::.展開されてお旬、またそろした

ギャン Jミー/'7r~')快閉されどいな〈とも、市安事況につい ζ は 草きにか

;二 j の万去Iいわゆる絞jJ h針) されているためである

と考古ら;fiる 1::>' ただL、ここでほぼ右肩 Jがりでfpi士11! ているのは、

LI3 例え;王、'J':j::に l 目、引回九人 01;われ必最高裁の活動報門では、治去三事

1271 ~lìJ、 Síi ;i三::(;':::日 2
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表3-14 監獄設置状況表 (1 ヨ76~1989年)

ペυれJ 久ιJ EJ';"(I L:己 ~i)W) J[:;，刀 1 :1'7尽 lDぷヰ 1 ~JB:J 
円 6 ~l) 

〆、J リ

》ペ ソl
ム6 19 11 【

:}~ 'hl. 1_'_1 5 1I ~] II 1匂
A'l 平 ~O 乙2 つ" 出 )11 11 lci l 
4ネ i三 ょi 董 バ{ E ~2 _50 

'"['， 千台 珍i ゾ
，，') ;S 工Fム f句 43 との '31 

ヲ ， ヌ 子ベット tち c 
株 l ノl 2九 ルル 当 引) ぺl

11. r， ;j ト{ 川 17 1月 l
h〆、 1れv 9 ょi 海 2(:' i 

缶詰 l斗 :4 りぷ

iT 「可 主計 彊 '~ I えf 明

I1 w:- そj ヲノ 新彊J千 l f-' "R 

判I 5 ソ仁 " ~'門| 乃埼l リ54 ')fi!i 

，1'負 手|エI:~1寺， 1':紀 '1 :fI;i~: 以往，~t 'il足郁 hll'Jt ， O:，iI1半，'1，~&:朴 2しのげ; .:.6 T. 

5 ij_ 以上の有財懲役、 :r!jj:~退役および死刑くを合わぜたシ仁アであり、こ

れら 3者のそれぞれのンエブがでが06<)(.二階力Uしてρるかは、本JLかt:-，試

み取ることはできるごい、 この，凸 lついては伐に検討すゐ)，)また、これ

ら以外にも、右lJf荷山jが fをして和め L丙< (本表U〉広告jV) '1'上j有罪

率は日日 4%である)、とりわけlぷぷ開始の:q-ーである I983ifには日日 7%に

も達していることもあわせて指摘しておく c

このぶうにマケロ的視占かつはれば、 19B:1年制克!として、 Iさ役 5年

以上のIfリカミ宍的 Y して憎ljU~ 、il'1J罰旬、:1:凶が 到 l され、お咋耐え~; )ユ;キも

こうした状況が続いて l 、るといえる。これを GZr院し、労働己主 :t~t5日や労{動

矯疋被支L七、者が激増じたれ例主ば労働改造犯については 可:'iJ誌の受1"1)

もj込速1:i百正1し、]日7G年のG3JJ人から 1983年仁(土92jJノリャIどfえ、そ

の後も引き続き増加L、l百円():Tに第 次氏tJが終了 1--!::. ~:十 iこ 11112万人

に達していた-，"という指摘がある" 1 リ ;r. 対で受ノ 1:)すが浩ぷ~ J許えた

のであるれそして、三れい応じてお殺も倍加 L"いる"11)7611"は全国で

:3 81 メ Viであっえのが、 83年厳正期間中の 1984年には554 ヶ FI1-:，:~:l\;1え、 1989

!tl=.には 51カゥ所に捕えた〔表 ~i ----14 :t~ Jl~ L 古外信ごしI 、 '111 卓 ðn~w活動

犯にヮいて rI1にiitい主主にかつ樫やかにJ (/)方針や':Ì I_~ 絞主主泊していると

同(l; さ~ j .ごし、るp

1';' 右'l1'ネ J!:: (止、去日 i iにおいて「杭'l1'cにならなかった音の比キをL寸。

1~，(I l玉午( ~ネー::主義民主l 作探索巴 f法律 1;1 版社、ワり0:3年~\ 20民3

二日社57(仁以):J)2にII 1221 
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に厳Lく打手を!nえるお予の探い民l却のため、土手干の労働改造1誌は従来

!)lO ケ所からえ~;i主に 19ヶ市 l二羽l唱しと ;::1 という 3 とどし、由主獄も文

争中に持llU買えれており、 liJ林省のように取打による受刑者泳憎が必F

Lも監獄F自主11の全ての安[;!qではない 1.12'

也方、労働矯Aにつし a口上、 8:3{[一政づいjの3午前n-r:i2._;_Jゴ人が労働矯正
に 1-~j-さ il たといわ才している :n: 83-Í.}=:.úi~-} ;'1パにノw甘裁判を税てこI)i党を p
された苔は174.7力人であるといわれており1，')'1、、ここから釘清正の

11百RtE.$'::i"ノ」がうかがえよう U また地)j"ベルに日を移す Y 、山東ノど菜

I+' d:では、 (lD出イト1 í'月まごの労働矯--'i::.被処分有は:~ 0名むあったが、

「岩手11 ，以降3日日名に唱えた /I~，-;と L寸つれてお灯、絞j1 にお~.t i~ その多

用ぶりがうかがえる 当時の労働jA正施設についての全国防なデ 々は

符見に反日ゃないが、す翠ヮイグルヨ治Ixでは〉ヮルムチ労切J均I::，:v;'を

沿急、その犯の日ぅ所(/)労偶煩正民投;士19E以1'."依すJJ311守以降相次い

で投i百されたものである"%;という指摘もあり、月;紋と同校:二、 841イl

耳安打を441ぬと Lて大柄にiE設されたものと推測さ札る、

:タ;に、 ミアtJ的視点かり出文字了間正通常期の量刑11(1)ノヰ異をに足らかにし上

つ。 民体的には以下の 2つのf'F装を1Tう-い地)j誌を素材三 Lて、タじJU 

を1-1-1，[~，と 4一るill: ~lj のンエアカq言えていることを見るっこの{午業を通じて、

lt!Lh レぺんにお， 'でも、 λーにはた全間的イ廿i白jと同ピイ廿i白jが({11すること

を碓認したニで、より具体的に世罰fヒの実段にillる ':::1具体的事名を」ミ

材とし亡、説11:鳴におlいと!よいj様乃行為であっても J二11を珪自に量JjlJが

"日 I吉林子有志(司伝公安・杓策 17日頁 J な紅、支3---l4(!)デ タシ台主主

しないか、その時白は問るかではないっ

:1:':': 干のl!:(つしては、 IF jじl山中に一部の官1ょが破壊免れたが、 19泣年に

まえ:ーがの主主j肢が jT] 沌ちれ、 19対キ敢才J1-ι ニーズにL乙じて ~~i たな竺球が完投

され!CJと1，-'う指摘があωCHnp)J~III~司 ~ff. )~r労敦ご主吊持):I~ ('~+ぷ山収折、 2002

年 7頁巷間1.

1出 j系， :I[:f':~ ・北長け (3S; 8 nυ 
: 1 :'+/ li:ij卜ん

l~.，'芸者 rr了打品、1 パ21自

1:;';;' 発J平労教萩百日配合 的打!主主l白院ノJ1 75制強力制，教主;:j管E豆町弓

kl剖H'rF..1中国戸-h去っり例年 8 悶 18~~

l2~J .1 ~lìJ、 Síi ;i三::4 ，:::日。
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引き上げられたこ炉を確正iする

11 '1 豆ifiの増加 記刑手巾心l

中川では予I'JIJ統計i土佐秘扱いであり、タヒ;jlJ1:つρ ては叫Ii疋百波数ぉ上

数ともに公表主れ1いないハ '--y干者の，tには、タヒi!'1J執行主えがあまれ

にも多く、凶際的イメ ジをmなうためであるこ街抗する守もい乙 lJ~:

点3-13でも、記刑は 5年以 lの百お:慾役およびιWJf;主役とまとめて引

戸されており、死刑の実殺は不明である J 丈夕、 内部資料」と I'!'-:Jれ

る非公開の資料ヤ地方誌を紐解くと、ごく以られた炊い地域内ではある

が、死刑i単)IJの実態をt百九#見ることができる。，)，トではこれら

用い仁死刑jさ用のでf.n~に迫りたいU

、
ノY

江江西省，，;t3-Eは1980年から 1990年まで(J)11 IJ省符中裁におけるJiIJ

表 3-15 江間省中裁における刑罰分布袋(1鉛世~1990年)

ι 刊i)~ ヲ間外|っ)%円〉 ih3人G間;!:~j窓1 ，口2%3 そ人'，"--1.1の :4他%9|刈人38の3え1，除%/ 1'1'人i話 ;耳だ人民 人 % 

ISfゴ 4日R: ::::'，。

I !;!l I 6~) :i -t Tl ζr; :i:i7H ι0.2 ~4， ，-L6 日行

Bト三 S:iOti 寸I 唱l一、J曙:i 1.1; f.i自ユ7 Bn. ~ì つ:l:i ミ。 '1': I，'.:i 

IS8主 2:!:3:!リ :3-1-1 6，( :3::..19 ~:~~ ， / "ニ"ごJ、J i'.:J υ 4心3、口l:" 1.3 :';8 じフ

J '7'; 1.'J n 1.'J 2，';3 ぽ1.3 i98日 : i. 2 332 l日 (':.9 

1"ふ〉 :)!1 :~，1 合 2 (jG:<~ 0 日一司:. 7 : u:~:) 一司I ィームJ、ー"、. : 74 2_ 1 lボ じ7

1~;:)6 989ょ 2:JS ":.0 8217 c;2士 iょ63 ょ:.8 J..)白 Uj 63 

ISf'/ 10:1し)9 3【 自'j'，"?) ，，~， s うOI 、:::.::;一、 ! :~9 l;.ll 

19hド J l:)i日 ↑:.1-1 へ[，: %11 お 7 lυ 日7 (，，5 

B刊1 l :i';'~::: べ29 ミペ :;.:l:iSD 日ロー2 ユユ告白 ~Í! .1 1.0 以)

|γ)(: I l:Ì t~6 ， 591 J 、"一、 :4282 ぷ4，/ 
"" 
， 、，も5 : /6 I.U " 

じフ

jllιH 江内'6' i.i、 ki-L~，~" Ju6 :.'~ 

l寸， 1人問寸とところによると、死刑宇ιの絞，1数:ょ保守すべき刊誌秘ltに

属寸ど， c しかし、 *t吋司?の死刑事件数千台わ既判事件主女子トl京世出こ jふ11;O'，; 
俣抱L'.S要性はどこ(，.-::;3あるのか?.Jn'~Ûj な要烹:ェ Jてても問中であるい化市IJ-判|→

Yると、わが呂の回目主的 fメ ジをf日なうからである(~~;')'(主主 誠

治え倍制限必JTlJ:喧月 山守200ο汗4守町民1

北詰57(仁 5(3)2~09 1_:)，1) j 
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罰ぴむj~をま炉めたものである。立お、名、;41--\ の I--%J 止、会)刊事

ポ叶→ 7)千ri主党効人r~ を件数としと場今における、可主;ドj罰の lt'主である U

「主期・タヒ1"IJJとi土、金EFLT懲役おJび化苛牝絞r合む)のごとであリ
「ぞの他 とは杓役、仕出、執内 j~のことであると苫えられる〈

本衣からは、税jJ日主J始をす主に、 t任期懲役・みじJIIJ が若手J-T-l'.~ れる工~;になっ

たことが切らか\い品る 1983専は市民社数でいんは:'l í'l 年の ~o1-ttに~!); ~'しあ

治宝ってお:)、またどとfトにおけるj七三:も4，"ポイント i丹していゐ その

反l主l、「その他、刑の免除、干のよと不は激減しているまた、 1980年

か i二:998{土日同f'Jると、日正打期、 とりわ'7198:3'1および1fj品 :~:q-~:こ甫い

刑罰jの比半が多く、中長いflJ罰および叫JFが少ない傾向がある c また、県

!杭懲役および死刑の」七守が198::>午に下落し、それ以降、最打誌の:;J¥準に

戻るこレはなか〆リーが、一定の水半をf*っているにこのこと辻、 1983年

およ心、198μiに依すJフ ムが宮古局湖にi主し、 ;98γ:以降、沈百十化してしつ

七ことを牧市っている。全体と[ては、!JiHr期世h'に 1--_*主に」の方位
【"JIJ~，lが運用されていたことは明 1'1，"('あろう υ

て同行、六安市 表:)-;(-)は [979年か;~， [9例年までのJfiJ市におけるjふIj

罰の法):)状況をまとめたものであ之。メ三表上校ば:97JJ+から :9臼f)J+まで

l'i'Ziま1983Yj-7トら198'1)1まごの刊さijの起用状況である。ク〉、

表 3-16 

斗ニ

7~J --8;) 

内 8:l--8-1

六雪量市における刑罰分布表 (1976-1骨86年)

F.:i，えE
校八只

~!'i b 

六iυ

12 -1~ 
li'，_!判 官六?ζJ1:-;;士山O'<:AI白

(単位:人)

宇芋，'."
← 

り"】 J

A 

キ ;i l' l¥ : 、，イ~';内なっ亡し '0 7.ア、)れ Iよ庚 ).Jj)'?"-? であや

司1:におりるだ刑、タじ緩おぶび蕪)1;"懲役のいわ中る.)、骨Jci止、い

「れも83年長打開始ぺ和jに菜山してLるd また、 ;983年刀、ら :98"とまで

にかけて 5年以上の有尉然役を口いはされだ者は、 l臼'191.ドからl臼861.ドま

での71%であり、 5ノ士以卜の有)tJl11'tl'どを門い:止された者l手、 372%であ

るひこのように、 1983年おJ:V'"1984年(.~~ ---~ f.Jfljの適用が集中したことに

lt Lご、怪しミ汗IJミ'11に属する〉年以ト (1)f;矧夜、役やfl]役、干干i引の適)11

~JIMI匂に少ない乙炉炉心、乙 û)時財に折、J: フ ムが宮古品湖にi主したこぞ

l:ul ~lìJ、 Síi ;i 三::~， :::日開
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カ主力、yうる ρ

l三民間司自千里JijiUモコ J、3----l7iよ1976イ[から1987'rf(j) 11 iJ J!早における;I"J計の

注用状況主主主尽したものどある η

表 3-17 塗fis県における荊笥分布表(1976-1987年単位:人)

年
判~i九百)ヒ タじ 川;;!J: 10年 .:; ~手 o 年 l年:5:乙 拘|読む 竹 yi 穴
日主九" 月l' 域 渋はよ ιU :~; はl 六謂 i'l狛子 市j |出片手

:リ7S : ，-;:) r) 。 ょう 0: 15 ，1 : o 。
~9;'I 三:;() 。n 。 松1 ~'0 19 υ J 円 、

:¥)'/宍 i::') (1 8S IJ υ 4 rll リ U 

;，.970 ~ :1ワ rr 。ひ 1 r 勺n Ju つ 円 :ょJ P 

::Ji'l() ;'11 IJ ]1)3 <) り b 
【、

ょ981 21臼 。。つ iυ ;，.8 59 ~， I 28 。ょ7 {、
'¥)司:; 2S3 。。 I~ ワ怒 とづれ 日1 j(j 2;' お rr' 内 》

:P可3 も)';-)1 lL jgょU:i IlO J り

':1;)'1 '1'}，i 5 (i ~I() 1 G'~ ]I)f) 。汁り l (i ; つつ c

ょ98::' 220 。n 。Hi 2-'- 1-;'; '1'; 、)1:ー1;" β よ

: ¥)86 iヌ5 r: コ り~-， ~)乞 o 。フ4 ι+ 

; ~円7 :Sl 。。 3 ヌロ l<'ifo l:=; 口 元司 υ η 

t片的 『ヰ '1~1同誌、羽五 日制貝。

本1<から、 rrl、の 2点の特徴をfd拾宇ることがでさるわひとッiJ:、 1983

年に突如として主;;0)が多用さ l'るようになったことであるコすなわち、

化FIJ，"七援ぉ上ぴi延期懲役のいわ停る=大;1司は、耐え打出始前におしては

皆誕によ"かっとのが、説11が閃始された1983{fに突如として泊)ijされる

よう lなった。また懲役iflJにおいとも、長耕のン工ずがJ¥帆に楢

えてρ る〈有民懲役か 5年JLlと5年半l荷の 2つlャ分けると、その主は

ー 11:寂然てある すなわち、 l係;{[ぉ工ぴ[9821]"においてはじイ1末討が

有印懲役;I"J全体の δ判IIIJ伎を占めてし、たのに汁!ハ 1983年には 5生以上

カ勺β9%、S -ff ;tミ1前市江:Ll%となっぐいと/c

もうひとつは、 1984年以降、重討の!と烹が減少L、1982年以前の水牟

に~/九、だことである n 例えば、化nJ にワい ζ 見ると、 1984'1 に 3 ちに

戸い泌されたが、そ才 ')，11.$は皆叫である c また、 5ir +:i前のわ烈懲役が、
千j駁懲役刑j全体の 7 割以 l を ::~:i めるよっ γなってν る ο

このように、厳fの明主告を矧に、重苦'IJt{多ilJさ才Lる Lうにノまったが、

モれは198:){! 以降、子J以前u)状況に反ってしった炉いえよう v

二日社57(仁以)J2~07 |むl
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l正〉一、l官?工併以鴨[:IdJ c 表:::-18I:U9'l9イ1から 198，'1イ1までのi川I;jにおけ

る二)di')のj豆JIJ状況をまとめたも乃℃ある U 本支からrY-Jらかなように、

e;♂1)の適用が厳す了期に築計いているわ

.j， 
l州

1既鳴山市における三大刑分布愛 (1 ヨ乃~1985年単位:人)表3-18 

その↑也

(~~ilmlmm ;;; mmlmm j mmlmm n mmlmm j mmlmm ::'; 

向山活引χ:1'1別法役品

.nどitt 1[1 心ν言

只
決
九

4

リ
淀

手じ

Q門

]，-;1 -1- 4~J :::~ l ど1

:lQつ

ii行2

E片辺

1 り t;:~

Jと12|::|lilT12|;i
U':;:l問山口 Jι 別↑~ドト1~員

(~'.t:t;~ 邑iit'tl ぷ眠、去 ~i -19は1979年から 1985年までの同lすにおける

=大!flju)起用状況をま止め子ものごある 本?そからi明らかなように、=

ic;...，ザ{

大川 (J) :Ìl~IJtfが沢子Ti切に長 rj-l ~~て怒り、とりわけ兆 1::1 は 198~):q- および|出4

't に集~-;-;しているっこ二から、 1983 1いこ 挙に厳打ブ ムが探り}が打、

1984-年以玲徐々に沈静化Lごいった議了がうかがえぶう U

搾泉擦における三大刑分布表 (1979-1985!f.) 単位人)

年 |社山 I 民税|昨司|今 e，
2 f) ':¥ 

表 3-19 

1:)'79 

li l;lilili 
jil;l!l:l! 

I[栄治、:1;':十 1:::，向けでは、 1983立か(:1980主主まで f 、 FI)~事件2089

件、 2818名につ ν ゐご結審 L 、そのうち ;;~lf:J は 67名、手Eí設は39色、 ~Jp)~-M;q絃

f~J:: ~.;t9 I 缶、有財懲役はつ3，:4~合、刊の免除がむ色、イつ汗が j:缶、犯の

日トl典 I汗主主1誌 持メ長(

~lìJ、 Sii;; 三110)2日収1133[ 



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情Jィ{'[

処Jlr が;?， 13名ごあ~，たという '1 伊，半Iji;文己波人員〈ノノ 4人に:2.4%が先l刊であ

り、 7%がんli'Jをπl、湾与れてl、る c また、 H了i::では、 1983:if8 i=jか

ら11)jまでに245-fl (3~7 :(t) の強姦‘主将事f'!を結'存じ、 18守うにタじ折、

7 名仁クI'.Ä主、 19名 l 九、 ~~ii芋 i生を百い渡 Lた r t :，/，'，強姦 f.ll[，和 jト;牛ドつい

ては、イ~fゃの;-)， 2% がみじ刊を口 v 吋1立されてお i) 、 ( ~I]' 聖i の対象の '1' でも

と片わけ市)，~とされた主UW1T 1t: 伊

る}

之市言1 大 )IJ~ i) (こされてし、

ct_;_ooの郷去 :1-20は警察 ~ßの「中川良付犯罪問題iii7究」ブ口ジ r

クトによる事~-1需品長の一首じであり、市青]，容とである広東、 (_1孫、 111束、

M南、培、湖北、ド';J11、口件、以西省、日、西チヴン':J)::Ed:r'I'くの日在宅

1 P治区(、与けゐ 1()()o)部室町における 1978年かt)1989年までの引U~lj 分布

状況を熱型したものであるに

議3-20 1∞郷鎮における刑罰分布袋 (1978-1989年単位:人)

広J 内 IJ --01'， ;fj; 慾 1'i c: 外 w: タ:粍 思 fI

19'78 e六
d 218 19出l 29 る よ21::;

19-;'1 " フCJ--i ]C.山 。 8S'，' 

1 ~)2U 1'1 19ド6 円 iミ ().1::; 

l(jSl λ S:i(i lDR7 』ι" w 
|正;g:~ 11 8 1"38 19ト民 '~C コ :3:)7 

198:ミ l!) J 9:'-~[ フ町、 lο ~ 8.jf; 

出民 公k剖津子E組 中日民村山持組引~;J?~;lJt\1羽杏涼台布告 本止イ日 l 前 公 i:..-{.:..:-.f~干十三;::-ìJii'
7どキHL14出 (rt 何，\.J\~公女大手、 2UCl山 1-) 江口 f

:ヰド7<ーから1:1，:、の 3}ト l が町っかである 'i;:~十 l 苅灼の 1983年仁 J主 ;jlJ 者が

k8ffiに増加しとl シりわけみじ刑IJ前ir，lと;%':1J自であり、泌す長および、懲役
引がド年比約 2ft~eあることと比較すると、事E!IJ のよ目えノらの特異さが困

立つ〈 (ll)しかし、 1984午以|岩手、タヒ亦J、た緩および懲役は減少し、 191裕司六

仁は厳正開始11'1の1982年に近ν寸土了併になっているーこのことは、段H7ー

ム1'/:983{了に 苧に織り上がつだ後、鈴々に平静化していったことを戸、

ると考えられる。 (lu't:vt，牙 IJ 門波紋と死巧'-~H;度主主 ι を比較すると、出j者

1:0:-:烹 I土市誌 '~3()ス

:t'.川 !司上4:_n頁

二日社57(仁 49D)2~OS |壮l



.j， 
l州 口元

が{主有よりも多v、ことが常であり、兆)[IJ詩句じ殺の?点以上あるイlもある。

以上の枚'j>;-から、枇Ji~ベルにおいても、士 J主 l~iS傾向と H設に f宣言Dfヒ

んだととが町ド〉刀lであろっ r とりわけ 化時、免税およひ主主期懲役

の「 大;I')J つ~，-，"とは、 83年京れの苅灼を宅制ド他端な変化が/十じてお

り、それを 戸でまとめると、波打対匁lこ討する-大JfJ:、シりわけ

事[;1')(0各111とし Aうことがで主 4うl41Jつ 間'1、 乙ド

1々:刊の判1)i.!:を卜した犯罪苫のうち、。!l話以 iが 7類の重点打撃対象lこ属

するものであった」υ1というほ摘は辺百ではない

也方、 旨惜したょっに、化ilU 、化緩およぴ州~Jj}~~~{止のい

わゆる一大甲Jについては、 '92:5ノ土および1984斗に当しており、そ才 l.:J，

tヰはk1lsにiJ&:0'なし、[は全く適用 τ才{ごいな¥，-'(，ここから、ユ?くの 2点宇

指摘することがむきるn ひとワは、厳1Jノfームが:983とお上ι、1984年に

最高i説に j主し、その設は;;t静ノ乙のiFJ を jlU. ってしったこ，~--cある v

もうひとつは、こごから、会問の統計 11<)における I懲役;){，以 l

のI')Jの7育成内γれ一変イじが住じていると捻刈できることである}すなわ

丸、全1'1統計|における「懲役 hι}~ トグJlfL ，Cいへ 7"->'-y:.ι土、 hι}~ ト

の有期L主役、 J]R刻L主役、光絞を'~~む兆 11 '1 0)デ タのことぞあり、これら
をひとまとめにしてし sるため、会同統計からは、三j、7問、とりわけ死刊
の込用状況が巳てら誌、ではない 1 この点、 Jーの検討から、全;J:;統I-J;、おけ

る「然役 δ年以上の;1司j の比烹は19S3'汁に急激に上昇Lた後、派手石語iJj

終了役も50%fi-f'記半をj主将してLλるが、実際にはC::)，;jI)が占める比率lよ

減少しといると j[íN11することがで語るわつまり、隔てす了間~fi~:J と H 較すれ

ばJI) 訪の分布は宣言HI::似 r~-;-;1ャあるが、厳土 d 開始E伎の1983年お:_，び1984

'[にその草罰fヒブームが最高潮:こ遣し、その?をはいくぶんか沈訟化~'( 

l、円だと与えιれる。
なお、、二で い〈ぷえか」というのはも五五 gí~i乙プ ムは縫かにi:t組

イヒしていっhが、それは決Lて西安打以:Ji;の7J牟に宍つえとか、さらには

l-1O; i-'，;)イ1.'散L初期おいて、広東右前故が許可した死刑のつも、州 1%刀棋
士丁士J撃十九あったと v 行 (lムヰJ当、t:i級人民{j、涜「士l'氏周プn差別手犯罪問動n，長復
不在化刑京fl的「古川分布 j 人尺 el，:云1984t;::0 t喝さ良L-.
'" 馬主同十四泊 1，l' :'1 叩1j-:p:Fi最J子、(武i莫大子向抜討、 19~心存') 2/9見 J

l3fi.l ~lìJ、 Síl;;-498 ， :::日I)~
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萩打以前より量)[IJ相場が軽〈主ったとかいうわけごはないということで

あるコニヅ〉点、 83'tf絞れ灯、I;IJとは異なり、 ;J，主役 5'~ì 以上の J:-I; 1 か令体

のろυ%以!を1:;める企丙における刑罰!の分，lli;長況から明らかであλう。

むろん、をこ;pi土杭，1材象の犯罪の長高叩Jが引き iげられれ(32.1怒日引

とし:うことも影響':ていよう 政策災~iE-Ff' iJ:長打を 3イ間展開するとた

どしたが、長務 ν/ベルにぶいては、必ずしも ノト調子で今ャンベ ンが

民却されたわけとはなく、そのブ}ムが沈静イじしていった?と

きょう U

はl う ススタラJ イ

「主主に」とl土よ i)c亘い刑罰jない L(土仙の制裁を科すことあり、実務

にお νゐごは、法定前ジ〕枠内で浪山汗IJを科r(し斗わゆる[了買格 ~IL) 

必必玄lド0;なが逗l司、ヲ]ぇl王、傷害孜兆か殺人か、強盗十強豪か、強fi父フト

無椋か、 i 吉川、 iおì'か (~;f :rW5rc倹討した事1711参照}などにつ~ ，て-:}，.い

のある事件在、 1日 ~'íがぶり重〈去るよ行ド処注するなど、"ド l 、(]\区~I]L 

て恥れわす、一律;ニエ立さに従って処罰する、具体的;こは;)、定的軽さに

従 Jて処罰守る芋r庄日 jえば、副首、:tt犯における'!tjs)があるにもかか

わらγ、殺さに絞って処罰しなν¥まとは逆にffiきに7えって処罰宇る，1日、

なとのjJiてがtJ~ ら l' たよう「ある U 以下で:土、和頼罪 (;PJ渋 lfiO条 j .1買j

に持する 4 什のケースを~~-:、村 l して、「工仕きに」の実際を羽らカにするっ

これらの111列jを玄ァヶとしと理自は2つあるしひとつは、 却の判決しか
公却がれてい企い巾で、十号対的;こは亡、これらの挙制はj七蚊検討;ニ資す

ると与えられることである J もうひとつは、これっ i例は無教界の中で

も軽鍛主ノf ースむあり、活安事犯の決主!の紅外にあるため 'J，1'，'絞

l口経，011'1-:1関於布 ι取れ 整治司争中日倣イムuL徒主従i守原長11不J議炉問抱， 1Frt，'_~ 

YTil1的u、{主7政教遜足早 i三6頁ー
， 1.1 、，%~品・前t~注:， 141) つRE頁日

'"μ: 1;なお、 s;;十歳jJにおける具体的事例は管見に!:tばないが、り1/.--:--'投
打におけるl'案とし可、必、京志 F主注l:t'f r-_K有名何~.t克箭i1Htt自主 l人l 白版打?何

]只情処刑 fk:主持窃盗案」起業よ、ァ梶守11事法刊解む，)1疋(治之町民!;人民

法院/1 11版計、 2山~l-~! 100頁以 fがある 本件:こっし:て(主4-":1 ~lで倹b0-';j-之〕乙

川 'dr-火事3~W)決ÆJ I 条 l 号が k~ 象とずるのは、 I~如ðr~罪主主川り邑議品、

二日社57(仁 491) 2~O:l |出l
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tJをJ1j'I:I とする量:11J0ノ変化が見易いこ炉ごある 主お、:r:;JJ辻規定(;.t~ユ

トのとおりである。

「苓芦せが集作にとB:~ !)イ九寸'仁、 J白人に 1---]いがかり主っけと騒ぎを起

こし、婦女を{主辱し、またはみの犯の ，!i"，W財Lおを手 lい、公72の秩序を立

し、情状が芸:rF守なFf'iJ:、 7イr以下グノ有期懲役、拘役、または管制:二処す
ゐ Ju

[ケース 11" 
[事だのも:主張]

波百人XI正19i)311九耳 8L1ケ後日時国、自転事に乗じ/"乙へのYととも

に帰路r.~ついてν たところ、 A女♂ひとりでr:中京以γ ヰってνるのを発

見Lたっ XはYに「九をからかおう」と青い、わさレ八にぶつ7トったラ

A~，土下〈を非難したが、 x ~，土 A を力すくで駆らぜ、 A (j)乳房を揮でた。 λ

ri.eJ; げを;求めた古人 XI J: Aの ~I元をつかみ，i'I，人が来るまとAを隊ぎなかっ

十事

r I '吾、

?Î 蘇省東台県裁平日オは、 1983if-~9 Hぉ汀に、 Xをj立高:Jドで〈母校13

'tに);:L:， 1二。
r 2若手;
X ~J 1審半'IJ況に小口iで上訴したn 2 {TI:(土 X のわ為はな <t3~脱税行為にと

とまり、しかも強姦の佐治!よ認められないとし、五をIIIL斜界で懲役7イl

にt;LL~ __ 

{ウース 21" 
〔ポ突の械設〕

ズj苦言を;Jj持Lて-i;V，寂犯罪活動をぺJい、情状がヶオ々しいず「、または布頼犯罪活動

を行い市:-1;/l'前!こ白々 v'、布 j であり、 160粂で:立長片?刊が干if:-~' ~る=与えら

れた行為を拍手iするものである、3 ， 2 ， 1参11J い五際、以下:こ検~，;-9る417(ごl土、

¥.--"--f;l'1もinJブt:Jt/sが司豊作1;'予オt~'" ~，込なし人

HC ~'~，tt審判 L{'r (1.).，引;3}':{。

: 1.17 ェ見!とは県立r1-;である
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現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情Jィ{'I

被白人Xli，t 198'1ィr8 tj 19日、 A女宅を誌吋 U，t阪を:民主:しぶうとした
が、 λ に作中~2hたυ Xrよ l供プ0'.'ì'易 l 、 l:. と門い、 j\(，こ lj〉ゴをもらい、 f主

ベ終わコた後、 Aの杭?と;起で、 JArl7て「や[でこんなに太。てるんだ」

と弓つれ。九はXV出て行くぶう子寄ったが、 Xl土Aの手L応をわi!¥f:'(iたに x
lよA..;二、y:-.をくらい、 A'8をiliて干Jった /¥1よそのj、日カ円高rζLたf去、

11の純粋をBに討げたところ、 E以大京とともにXを出l、かけ、;:!luBr，r 

lニ連行し

[ 1審 J

Jy，~雫肖夜中県五<'1'1 所以 1983{了ロヨ l 打、 X を知、桜~j:~でfk~{1 ~i -{T-に処Lf:."

[円

i立布イ声高裁は、再審手続を問tljL、:9民主己月:1，1，¥ 
#を構成するに:立三こらないと認定し、主!f罪を子C'¥'液した n

i土鼎摂

[ウス :i1 19: 

[事実の概要〕

i円前年 1/120円、 t:、夜空j'uJ士山X:，土両日で首謀出に社さ、七戸刀、テJしに

訂ii'自Lた。 1，;1円夜8:1=十♀l、X:;i従来校A女がお湯を十?ってきたときに、

Aの践をぬで、 Aに干千打ιき" i，ロ Xはそれでも諦め「に、 Aの宅1部
X:土中のみr業員らlより警察l肥わさ礼たに

円州沖例条処
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警 よぴ1\にJナオる詞'!，，0~~ を命じた。

[ケース~ 1 、
〔幸町たの概要〕

1Dδ6-i'f 3月18i--;宇I;IJ、Xはじ1み合，，でい之pノミス内で他力lu&の女刊 1¥.0)

管部子触ったっ A(土Xの子守払いのけたがも Xはしっ干く Aの|、半身を

淑:'')、そのZEで大尽に上:'')主tiまえられた d

[計lJ44)

中A
 

|犯l

l.Jq 百九L制帰女J主耳J己とl!h:i武主海月主反治安包;珪行為案前lirr'~t'f

同人;え公安大学巳 1006午).13頁 J

口氏 c恥点要流岐、法J平不杯一 H上 :4~L
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は治安管j-lU処罰条例に慕っき Xを治安抗留に処Lた(疑問はふ

c 

ぷI，jの4ケ一入はいずれもお去最，1刻 tliJ'-トl処理されてお:1、これら

を比較すると、{ケース 11こ暴力的要素「有J3力の1，バ史)iJq字化L仁
l、ることを殺事、いずれのlJo'士千Tt;;にもそれほど大主な之はないよっに
耳、われる トもかかわらず、それらド対 F る制裁は懲役 7 年、 fi~r支 3 立、

釜告および被害当に対する謝罪、そして治安杓間と、かu害行為のJfのま
には、1&1甲結果には太さな|明r:.じがある J

こうし f 行為のし λ わゆる l 畳刑担埼 J について、 l 長地では、 19()~"dj:

9月以前、 供ンベノγの婦女に触れたり、婦女の入浴を掛さ比したりす

るなどのれぬのほとんどを犯罪と しておらず、リし''Ci.土これよ 1，も

少々質u)悲し h行為であっても、治安官1甲一処罰を刊してIiiましごし、六:。し

かし、 1983イI9 Jj J)峰、再;rJ，の 部の決j'IJ所(d:，、わりあい軽微な灯火に

対する府1生ベ:;，~市立の入浴を覗さ Lょする行為もだ阪罪と認疋するように

なノ丈」 iylkいう指摘がある、つまリ、英泊に;t3~，ミては、 g3ι~:r

前の 足11附|場Jでは重くても治安在理処罰であったのが、厳t;閉止さを

に益Ij:R~T と認定宇るようになっ三こ N うのであるつ

この指摘は、仕の4ヶ スの処理計1来の推移ζ吻'frするため、これら

のう'1' 111: こ t_~ ~てノこwむ すなわち、何?と打剤投ト¥お1涜1こ半'Jj決が|、された

い、ス 11 (2者)および心、ス 21 (1者)では、以私立ドプ0，'fI.-W，λ己主
れ懲役子fJが三い波戸れたっつまり、:;Iij判州、は J~ 月:1 であれば治安管1甲処罰j

lとどまっていたわおや、 主主 lp の丈め仁(転手と訟シ」し、 IIJ主1]を

利 1-，!:ものごめると考えられるしかも、前高 i 工 HIJì)-~l f， O粂1. ，;:えの最高

叩j¥いある懲役7erj_:: ~ e 111:針している口こ才しはし Aわゆる n[f倫子'11 (i)典以前
であ:):1:;2 キゴ!の判断に「主主きに」の追ぷが右示したごとは再定でき

ないであろう J

lr，' "，iJ5 ι指定;)p平J協刷新A 思WJI i王子'事f!:~;ls1990 ザょ月;J!C 只い

I ~-，:..:治安宇犯ぴ;iJミノ山 1 "f~ 1むの ↑円中~l]1}持活動をjJし寸危害が特にi→々 J

~， ，省 に相当オると認定弐れアし，--;.'、最丙で死耳もあ"つ φが、牛 J干のような粍

被な侃張idきでその可百三位は 快打のうだn~ を考えると戸い切るこしはでき

なv ウ あまりう苛えリL，:Jごし、P

l3~J .1 ~lìJ、 Síl ;， '494 ，:::日以)



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情Jィ{'I

他方、 19品川 τr!tJ;J;;'、昨判所がノわされた{ケ ス:，1科客人[う
ス 3Iおよび{う ス'i1では、厳11:問問l↓であるにもかかわらず、 83
午厳打開灼剛の 情湯J ~CJJL4J申戸れ仁いる η このことは、地ノトj レベルの

d メナ4る分析結果と 殺するといえ_.'う u すなわち、主剖化は1983

{[~-j主主ぴ [98/[ 1]"に主主高潮に淫L、 でオL以降IJしふくぶんノ0'1主自吋じLていっ
字、レ
J、一、」コ

/よ|の t1f~;;を "ã l:，て、 Jj父子丁がをとほった1Ci幻年、 よけ具イ人広告L予(止策 1!伐

没にお ν ミて「重きにかつ速干か:<~J がとれだけ悦ぶされたのか、またそ

れとは辺に、ぞれ以降の土においと給々:こ長打/ームが冷めていった

ことを£取できょう。

ところで、[ケ』ス1] (11主nでは強会罪 1未遂と認定き J!たものと
持出される}と L ご 11:、役 13年の市jが弓 :，';i~ されて ν ゐ三】 C これ:ま同点で紹

介した必の J!jj 中長計Jか強ぷ当'1'について苧 v 川Î)ふるぞきに、主V\~自説処

断するというウ ス!こ該当する出操作であると考去られる。実僚の事件

t:~_i::î:.. 'ご争点となるのは、川法 l似条 1J買の「婦;どを侮辱する」行為と、

IfiJi}、13丹条1;μil.-'"所定のと主姦界的末主である 実務トおよtF学Jえ人 ::ljj

区別のtkめ子となるのは、 j白石主的，¥'1:吉 Jrn有みであるといわれて
1、るム日

号こで、イりよりもまず{ケ~^ 11 C;'論議の故立ーが認められるウ
〕このt;;l::こっして、[ケース 11の事誕を読む1:)1り、が問題 lなろう

l円引'-lm規定はnトのとおりである
「暴)J、脅迫Z の他(i)--r段で列77 止を強~L/~音{止、 ;:; {t以 lliiイl'"人|、り有;哲也

盟主f空;，=xiょする J-，
は:， 1 最 I~)毅・最片検。枕祭出1 当匹。)強姦事代処:tll，おける法律ω具体白~i~

Jiのt;-干ーの問題に問する|寸法Jil!-J84年 4f:12(、日j三 4は、 l強始末遂と'11:1利

行為、世ま斜罪ゴ'入Hじする」とお不しているが、どのよっにい日11--4るかについと

は明らかではなししこの点、泉市人氏後祭|完《刑事犯品業j;IJ~ミ書〉雨雲会栴 l 政

治泉、よr" 幼K罪， \中国枚祭!~H;;j社、 開 l年) 190頁、 ;r~~:町救社則t古学 440

Rなどは、本丈合計局レた」う;こ、 1;$姦の散ま 1 C)ヂjと止を l州!WO)[牙引の決め
手と l~-c:.."るU
1:，." : JTlj どと 39条の強苦言~yについとの規定は、実際には五法1 か0';売所廷のJ必相

手の_.;:，;::である」少し:う;凶!，iが示宇工う l 、戸;~は特日IJ ~よし ~-2: ì;.!、の IJ、条校位

以係 Jこあるとされている ι張抑制・前掲tよ 5)55~!" L たがって、 r]合奈の;f;~d主 l

二日社57(仁 493)2499 14ハl
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XがAをからかおうとしたこ炉は叫白ごあり、強姦するためにAの乳房

を長んどり、主をつかんどりしとわけではな 3 そろである。この~は、日弐

L '(強姦の故日:まな刀lった」と 本f'I2 '岳も認めるとごろである r しか

も、「主主 ldJがった勢を支肘Lてv吋、1983年仁ポめるコ

また、{ケース 11の民拠が、 I'Jd事の約数によるシ、区日iーの与ギ lよ rlT~

itO)IJi支持、の均符の/"異にあるコ対女を{紅写寸るf!R松行為以、 l間的には

婦女ヰニ侮辱|、またはわい士つを働さケ~~-tるためであり、強引に性交

する目的はない jilL姦J、遂の故意内容は、gH，(;:を姦~するこ Y であ旬、 l木

1l:，~.~ i中に、キの烹Jl以外の，Iij{囚のためソゾ:Jlできなかっただけであ

る lliお Jと 股請を梢管きした|ーで、本fτを?刊とて苧げている二とも、

ギ件11五;にJヲける「強弱の故昔 の認定に!可認があったと読める)つま

¥1、 1容は「重き lこ のために敢えて F 的姦幻故意」があると認定し、

f主総計J炉して処断したもの〆考えら1いら。

以|のごとから、実務にお~ ，ては え!こ j を実現するために、より

重い ~íî 条をi岩用するん法が採つれているといえよう}京支打古:f'(' ゐ;f -:._~;f~{↑

安脅瑚処罰条例を適用 l-r，'T'1J為に、 IfW、の挫棋界、ついては焼姦#
をご ~n討するのは、その最たる何である、

以 1(1)検討事透いて、お年京打出iii去の通日比jとJtべ亡、 83年京打即日

中l土歪!刊刀、τRく士，，たことがi出らかに公，，た Fあのう灯、トでは、お千F

J注入11:時間l↓lこ;菜られた l主主に を4丈現するためのj合起を見るコそれは

がある y 認定され七場行l之、同点。)Ii、条競介となるのにどL、この場J7;おし

ごも、法条荷台だかlッ〉い》てただちにl打力]法であゐ白色罪か治市されるオ】;7

Cはな v、 なぜなわ、1['凶の法条京王台辺諸に;正、 l重1云(J，竜王伝に優位すゐ j と
いう涼日:1つaあると説かhているからである (1:;)銘陪・古でおi:t(三日:'-):29H主主J:(l!c
このAltがIEfi.;t、に俊先すゐ原則fム罪)flj1~J11寄原悼の"場から=張えれ、 1者千E(tj

な j芭1[; 1原則 l される。 4ーなわ ι、持，:j; 、のí)、 ~'JTI;が 般a、主りも軽〈、その犯

罪に討しては刑告が~1ぃ場合 l土、罫別均所!豆むの見上4 から 奇l討去を必刷どきる

とされるのじある{陳列良 fUi，;;fiJ法，: IIj'0i去*航行法適用 l法J子殺誌19SG1"'Ci'>
時期lfj長参!:(uコ在お、、の，川?っししl土、小11浮太「現代中111グ〉主文字:1乙出江主

主三豆、 2U03イ1:; BG~'13 C;、 16'1--167 兄、-n日常5 ・ l刊掲 i~~ ~3G! 100どft追加され
た w、
i引 『当fV，'も杭 1 '乍(上)i :344肩口

1411 ~lìJ、 Sli;;'49~)2498



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情Jィ{'I

11)ノノレマの設定およヴtl2)j主判の蒸し巡Lである。そして最後{止、 <:iI下絞

裁判所から先せられた死IIJ凶)ij要件紋'ofilの要求二いある U なお、これは県

高Jょに受円入れられなかったため、 三主主にーをズ現するための治問で

はな v暑が、地〆りldも「主主 J1ノ'-(1) iW rti} /)ザfモーすることの三五世めるた

め、ここごまとめて論じる l

11'1 ノルマの設定

83年厳れにおいては、「主主~:~.，jを実現するために、裁判I折~， :~対 L て

E骨罰のノルマ よ】れた地方もあった〉判えlZ、「王手罰の判決l土必ず

7U%以|ーでなければな(:，ない」、 l日ij:以|ーのわ烈1主役の :'IJi売が刑事事件

の詰0%をi:!:lめなければならな ν、、「重p打砕対象l土法定JliJの了汁同線以上

幻即ーを平トさなけれ:工ととら士 νゐぶなど?あるのさら k 広、 'Willj，勾叫

の);レマを定的、地方政ィj、機百戸内茶話!主演を測る革一要な亙準ト L

JIU'iーもあったこ ρ う。

も〕

そ L ご、最高裁!~IJf町長の林準も、 83年長打比j同「寸にノルγや比率やまと

めてはならない::f8)jミしfこkかみ l山 l、こうし丈一ノル?をうL俗的手岳地方

は少委主ではなかったものとゴ在測される、

それでは、誰がこうした J)l'-7を定的三のかっこの点についてIJ、l党・

政府指導者が了厳??1のは来や顕示すゐために、 v見実宇顧みず千気

ままにノル?を日足す l い川、l しう ~'5fi司治、ある α つまり、「I:t-Ei町~'.Jである

12'1 三五 z互に」のための悲じ沢じ

中1，1'""I土、裁判所および検祭肢は、さの坤，'，てを待たオ仁、]糾権で

再審を|司拾できる(J.，1，1illl;l)参n~，) c) f;，1 ィi 税引にお~" ~C rよ、これらが発

効判決・裁計~O)]:-IJがが l 、=与えたとミに l土、この裁とIJ ti~{:了伝子絞にぶつ、主、

l:-'I' 局主A-削J丹ii iHl) 2811F!， 
け ~)8;' jiJ門{主『タヒf川直1"前(人民LJ、目出収七、 :200:~年) ul!eじ

l'心村単， 0引込打撃重点続↑i'H-主;-}:i;，時事J I而~~戸 WCi) '11自v こことし、う l比

ネ」とは、 Jt;(，_:>;:げん亘P の干lji';~は必 r7CJ?:ら)'，トでなければならない」ごい〈

た比率のこくをfiJしていると考えり hる

11;" 批判込 1ι厳.;:(' 111-~11 -R:王将 Iドザ事政支，段-1-;':1 的法律二子政策jê)ヰ1 ， 8{"， 

二日社57(仁 49:.) 2497 1421 
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事1'1を蒸し巡してより甫い)[IJ訂を利す Yいう千d-、がfZられた :cl出来]

~ 7cj~ いし以「回加者]、「日j{'J 内「 川)と呼ばれるものである(J:jヤ、 l裁

判〔または半1'1)の議し沢と呼ぶ)

これ;f関ずる実測はよ官見仁(土方t(， ~fな v 暑が、以:、の 3 つの~ffi速をは l す

るこ〉がごさと， I聞に見仁いこうハ

最高校 1--11死刑、に~7J叫する寸i干;こ鳴するいくつかの戸、 ~:il ， J (1リ83-ft

9 !j 1411) 

本意見では 改 '-U: ([iμ1可決裁定を改める kことを意味する)や 1'::iJ
を下す J [判処] といλf百三日がItl'< 、ら礼、いるが、検祭に判決をて守

阪はない。日:jt;，~~で見f 共同事務処理や台l寸也事件処加が:~-(起されるが、

それも派議みしすぎの嫌~，\/.;Jある さ〕あたりここでは、 L;え刈ーを求

めて/ゴテストするという意司、でJ!~えておく n

4，烹見 1条l工、 死刑判決を下すのは[;Jl1Tl0)三五大事犯を主とし、

辺去に主い誌につ~ ，て戦く処断された既決いjを死刑に改刈jするとえは、

慎重に刈 :~frすべきである」とし、慎重に裁、札の汚 L疋しゃねうよう指示

して， 'る〈そして合 l土、矛くのt見合には死刑仁:zf1]を求めるべき y する f

すなわち、 l比)1:1ék刊のよ J象 l土、元々民慌が大きく、 ~r が比 l 附;"，であり、

:以役刻問の7阜県が悲し改造をjf'み、または再幻L、断:;r;:殺「べ再犯罪

者でなければならなしり、と u ただし、 守空宇認めて、日目し、.~，~r百:11 し

己主主lこ取り組んごいる者l土、己主手Ijすべきではヨく、殺しでは右:り毛¥;'..1 i， 3 

条)とする。つまれ、[~慣が k さ l 、こと、および界が死刑花、可であるこ

とを長叫と|パ、改造状i~7?で古ければた子FJ';~'セ11 をぷめるべ方こいうので

ある

最両校 l内j事犯坑活動に厳1--<打撃を加える悶?における法律グノ日

体的l~JI1 J)子~ : -C') P，，9:gt，に関する谷ぬ l札口di:年1月9H) 

本?と復 l条l之、「王見自の刑事犯罪iこ散しく才了撃を加える悶"[，いおいて、

過去:ィ、勾軒、不起訴、起訴免除を決定し、または党版、 1;;1井戸、治安処

JI;l 旧民]こは、 l :ì~.::ミヰ探り返る J という五味であり、[烹j とは l 事案」

を、[昔!:は「とì!，~~!J こ〉をd告:似Fるつまf、 1口|渦肉]Yl土、いわゆゐ1::-.1'1' 

fiJなの:; e:; ，.{ 口~--- 1 の)とであゐカ\~~では :j~ を鍋に)た仁つまり況め

直すといろ烹etと主えられる'.
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現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情Jィ{'I

訂その他のタ.";"11 を行った右について、己主的て勾包を尽起し、または!~泌

すること以できるかでfかっ jとしaう照会にλfして、以上のように回答jる。

王「、同条 i号1;1. C尿処郎がlt'，しいさi1;1. 改めてゲJ甲L企v¥ER処1

か粁すぎる者も、余罪または新たな犯干減、見うかつてし冶ないときは、改

め仁旭川Lなしミ lとし、原則!:L..C蒸し:iX0なu、としたり Lかし，;号{よ、

「元の7日f丁が出々しく、処理が涜lJEに軒く、大型:メ〉不満が大主いものは、

原Jノと定をJf~ :') ?円し、改めて:.t.J沼または起訴 tる」とする U 原S~~坦が坦皮

'，.哩く、 大夜の不満が大き c' ことを安件に、裁い!の蒸し返しをni立
している}ニニ¥、は、 んち(;，-~ú)不満がたさい一二〉を安打のひシっシ L

ている二とがわf主的である c

辰高検「了汁!jと正支社:委員会 tl"l;-1!9n案 内処理仁おける問題仁防ずる

:c]谷』を配布すること 1:1期1る書簡J 09ぶ年G耳18口)
本書信 l土、黒Ff:i~;: I :-:1~1~/z: U、交貝会がJ;~判 û)蒸し込しを ct:"0')上うに{丁っか

につ:.;l-，と l↓」央政法委員会にi刊した技会に士了寸る 1-1-1夫政法委員二:のillYi去を

?主主系Jfj、L主Lたものである、その;λnぶ土、 rt夫氏、ナ妥員会1"rr'I J.J~ :ç_真宗 J

U)長ロザにお口る問題;こ持ヲる[円!持J である〈

;?礼:;1次のように凶答する v すなわち、-裁判の蒸し返しJ の処理に

ついては、貴委[旦竜江古政法委長会をおれの13見:こ向口し、余言pお

よび新た;犯した罪宇守主き、 L宇、三ijとして以めて処理しないこととする-

， 1条八1"~4 でに処均した事汁を改めて処地1 る Y きには、厳十告

Ft*に則り行なわなければならな l.-'"交JI'J者引の刑罰を加fトーする
と方:土、原処1が京じかてユアこか再か以外にも、戸らにそ甲Ij-:;t;の，11じ??期間

中山1~~~ 皮を主 l琵 L 、全面的 ;fJえの政策を只j見イヒLなけれlIならなし、J ;， 2 

手たんと(つまり子の立場と|司二?あれ、 '1;央政法委員会も法判の蒸し

返しをずこしていたわけ¥いはないη

ごしても現場に司を彬すと、例えば梁恨杭r;:7:::官立とし仁主t;:判所に勤

務していえ叶H1をl1iiiノ巡り、 83年長jJ刻にI"Ir'[η1釘内」をする すな

わちすでにとJj日を下Li:~ 事fi についと判決が軽しを~:，1;¥.]，えば再び取り ;1¥し

てきと27:めて';'iJ?去を rfiJf二j.J r 167.'事仰を弓 (n~ たじ(こしたと j主べゐ。

IM E床興点・日U掲;'T (:21':' 222頁(内j;;久報告 C，吹T7Lウナ刊事lト文 λむに対するj:p;
技十本(/)~-1 メ J 卜)
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また、駁打終{i{~ における耐えれ期間 rj-' に下された判決 決定にたする北

ァljtt 告につ l， -'~C 、 l 勺HJII:iJ に処砲し、戸厳打 r qJに改めて判決を fし、

現イ[:fi;訴が巾 LJfてられYいる事f'!については、最初の処1が柑lらかに

市干し駁すi中ド裁判j主主台千九::c(.，~基づきヤl 容の _0'l干 l し、処罰j を)民主 L た

ものむあるときは、 rp;::j;人に f5J きかけて訴訟を~， ;J下げさぜるか、ま f二

以 bfJ訴を棄却し、原判決を主主J寺すべ主ごある，';1，'， 1こい弓記;rF:ljAある口 l了

耽打J 前;二!Q~j]I ~__、 l同校了J 巾ト改めて剖Jiノとヰニ|、 L た与件.lJ とは、裁

可じ〉蒸し)1"<:しに(王かならなv>ilj-"-

この4うに8:3ir: I波打においては、'1'央政伝、支社会およ f上最高校のお墨
付さの人 l大災の不満が大きい l、 受刑者の1111f定期判中の1，~)広 l なこ、

の制λ，ZJi)';力1Iえら7，1ているが、 主主;こ を冗」えするため仁、?でに:j:liik.

裁さのず1)}Jが売牛しえ'J11与が蒸し返され、 i点、めて重く処理され丈の?

あった J そしてニつした持者し士、 l政出のニーズにL仁、えるために、治1、

に浸法行為を行ν、処1'Ilぎれた者について、警察は改めて労働矯王処分を

実施することができゐJ"(;:;1とL寸持肢が示すように、 JiUi"子絞の領域

l 二 :~r~ ら才L なかノア\

i:-ll 死刑適用安作緩和の安~，ミ

:~L:-L 1で見た上与に、「重きにカ!っ主や誌、;、 J の}J引は rンプダウン式

Z'J也1;:-:伝法されてい，バこが、 て立さに 自体[よ、 i長Lて孜主主決定者の

;11りよがりな与え与ではなく、安井主にもそろしと与えが、むしろ政策決

定者ふりも治法くじたわこのことは、8::;-f:':続打開討l後に最高故 J 伊

と'品せられた各地の高裁{わ(;'からの J即会(対する長高裁のUi答である

川 I 土怠万立 1 編 r/1'IJ 予審判官主督担!j'専~:，~， ¥群持:出版干|、 1990年!日日目、
lGJ :-je;実にすでに処理 l 、また余罪チうむ見してま3t:)ず、えらには IT"'cして

しゐなし昔「も、よれ重い吉'1;-(-処断Ltものもあ、λ 川?に渓けJ誌J620頁j と

いう~~-;♀も、 J&阜の荒 L 召しを指していふ}

1山 i'liJ者1ft :-~;きさ'l'ífiá\: 司法判制j 以i1;'ír，ì ;f!~:長品記例的介。， J王子2001ザS

WI~;'同 t

l附最片1"(へ(j)照会l土、 I級 lの裁判所への照夫会封殺l三るまで繰り返し八

恥終的には高栽が段高裁に田会すべきとされている I民間裁m公庁「問題;9.[
符主総改需に闘するiq-]JI.J 印刷年日日:I H))，. 

l4;;.1 ~lìJ、 Sii;;'488 .1 249全
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I 人民殺事;バiぴ)京大illJ事犯罪事刊のlM1における下の込体的述1110ノ右

|の問題:こ現守る答筏 I(1983 j-y-9 月 20H) ， I~I:J 答複:21. (1))イfl2月3(汁打、

「司件復はiJ ¥108:)年明 !J21日)奇見れば n ::f+然である ;1:lL c符復
( llJ、 答i豆(21J、 答i豆(.3)Jと!ヰぷ)

これらのよ均|口|、手じ!，i!の適用除外を定法る申r;u、H粂 (j!，:"をめぐり、死
刑判決を卜すことがで主ないとされるl8歳末満.f:i:.び :'t~HFìq 1のI，(iji女にJJ

Fるタlぅ刑述用つドて、同じよ )fcJ、j科の同日会が高裁から山された

まず、 18i::~~-:1-、ι誌の{i-I，-対1る死刑透Jilについては、.)(Cf) :i f午のl沼会が

ある l 刀ヴコ内!土J~?'2tjt (l)高裁)し

1rJf1p寺山欧州北とあるが、犯行がお 1二由々しい者については、 lu

li-à"執行北町J 存亡T~ 、渡すことができるか再かつ(J勺蒙古、短迷、 ;:1 務、

北京、?了間、 i前九.1J C昌弘[(1"J

被f与人が:8歳奈;荷。〉〆き;こ山々しい犯:止を行い、漏出歳以降にま

たJ凶i'を行ったと矢(d:，、前後の誌を併せて、死刑に処 Fことができる

かつ (fl:l!M-， 黙屯什、 7竹村」ド答復lワ.Ij)( 

満IH長以ト[GI;;r~末 ì-~c) 詳が、殺人、重傷台、う民 ';，';i:、放火、常習窃

の恨の社会打、?を臼々しく Eしす ~r を犯し、その 512!:!，i行為が特に

しむ々 しし sと主:.1、執行延期 2{;;，1.J死刑のわず決を 1'1二とがで矢るか弓

答復i:3:'J)

これらの話会lこだして、長品設は次のように101衿Lたο必1こっし円、(土、

I Jlr;;)、1/1条規>i.にP.i.'{らして処理1べきである Jとし、 lできな uミとした)

'ついては、治18歳以降にlGIた揮がタヒ子河台 I霊定〆て v寸l(工、「渋(il

人が2荷 lS歳以降Y 犯した罪が、ほ(-~ íIË~' ゐ，W:IIJI 処することができるか、

およびそうすべきかに恭っき l~Ji量すべきゼある l 〉 L たハ(]'ノについては

前川政必 18歳未満J)者にツし Aて;土、犯行が持に白々しl了才しば、決行

延)1;"2 年{寸化I'IJ に史~'1る三とがで 3 る ro U.-かし)刑法は犯罪が1"，にII[々

しい;Gi:/x:ぶI自の当について、執1J 妊f，~ 2年イ-Jy[;FlJ::処することドできる

と北Li:主していない l とし、 Iでき主いーとしたJ

lli'/' 円J 朱は I"m県のとき 181~k未満の~およびJよ刊時に快F、 L てvる帰京?には

化引を宣用 Lないd 満lt-i;h足以[.;己批ヰ~i前の者lっしにとは、その:81:が特:ビ々

ときは、吠行佐川2牛{寸死1ftiゴ't:-crる)こができる l こ疋めゐ{

二日社57(仁 4只1)2493 1461 
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:テこに、懐治r;-l(')婦女への兆j同i豆!討についとl土、次グノ 2f' i の I~話会がある(

ひとつは、市:'tが人民裁+';~計に起訴される日に、彼告人プ0"未決j';'t]

染ま月間「ドに、「下松戸せられたと主は すでに俵lf?にた婦女ではなくな。

だと訟にできるか台か、ということであるにl も弓ひとうは、裁刊行が

事l'を三i:!'rしたシさに、被合へは懐胎rl';o)婦女むあ lノ、 rl'l~色 L た?をに

死刑l半11ィ」去を!、そへとすることで品るじ手足々 えでは、未決拘禁協同

中とあろ 0]と、裁判所iおける裁判i時であろうとも、 '11時日台つの掃女l

つ J'てi士、JiEliIJllJ決をいすーめに中絶をfJうべきではなL すでに中

絡した持に'ん、ては、懐胎r!lの品市女;-みなしとタニ1刊をiC:::ffl寸べきでは

ないご (1i'~;定、~þ，南、甘潟、訂正、 ill竜y上、戸[南)，品、qbUl

裁判Ii与に懐胎しずいる婦女には牝刑を巡用しない久執行1]U日立

年11 死刑\，~'7!1すことはできるか?...... (~ヒ尽 j n 

:lhJ 開会に対する最高点えの I!--d-:;~(;UJ.下の台おりである むについては、

l 刑法H条正:ì;:::ぴ刑事訴訟法15，~条のノL見定に照らして処出寸べ主である u

すなわι、人民裁'l'lJfYfは T裁判j時に候除している p~tzじは、牝i刊を1巴用
しなし己、 人民裁判所が裁判時~~:、身h抵抗:1:': 取剥4'にすでに懐胎して

しhたことを発E'-たときは、-¥:.>はり上述の 11.;規 í.ì に J~\~. らして、 9l;1 1Jを込

用しない l としと。ふについて b止、 執行延期 2;1-'，'(';死刑:itJvf";-を廷続
fる:7:-:!刊の引j陵のひとつであるに懐l古げの婦女lニ手に!日宇1出用しないこと

には、またその者を主主iJ延期ワ件付処刑lに処1るこレができヨいことが

含ま礼士いる lとL、 できなし、 lと答えl:.c

以}の-5-JliJ.の高lよから山戸れf二日日会からは、科1五務いおいて、人

民裁判所lplZタ|ニ:1
'
1のi也JIJ範井|を拡張しようとする筒動かXr!F~てJ. 仰

いるこシが肴~，むきょう。JTlJ f1、d1条規定に明らかに Iえしてし:るむ〉、必お

よび去、さらには紋Rt、'1'の如i女を'1'椴Lとまで死lilを治;iJし4うとする
その顕:誌な芸げしである〈

しカし、この :YE利。〉透mITI判を拡張しよう i~ "るち:勤J ;土、ピ、すし

も裁判所だけにや在するものごはなく、さんにいうなれば、裁判所には

羽文出えを絞ってまで I死刑の涜jiJ範|叶を拡張しようとする街動 J はな

いのかもしれないしすなわち、 司法冗務に i3";て、多くの .~8 方人民主交

1附 11Ii;."久固有IIf抱沖沿1)235頁
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判所が問し百合わせる必要の立い材!1互についてまでも設高人民法制Ilo'，にj時

るのは、1:::々にして裁判所が何らかの j訟で権威じ刈j~殺を交け、段高

八三己主"判所の文仔円::1-;7-たしゅ、らである印、こ、つ主:)、 )1'，んの T絞

裁判;iJ~ と L ては〉子治り -l;!J<l 1.、問題であっても、外iil;の「権威 {これは

党委員会や政r{:j:を想定し仁いるものとLLわれるj の挑干えを受:.)-， M高誌

のおと主化主を得るためにやむを得「照会する場?i'~ì あるというのであ

るのま混宏一時二々向々であり、しかも裁判所Jせではさはがまとまコずい

るにもノトかわらず、わざわざ長i':::j裁に照会した包:土、この馬会にあたる

のかもしオ〕ないし

このよユに、 ト汲故，'11所が奇 Jィ去の明文:，~だを被ってまで1品川北州諸の者

h 候船内の婦女:タ;刊を活用しようと1町長も試みた ちで、段高t~/J{ふ

幻たびにその試みを退l 干たに示内裁がこうした池ノJ の突きトげを抑え}~

んだのである 1川ハこのこぞ l土、 ι!、ぶれも政 l主を優先する付l:~~"/J;rtl-~ よ

りも!rJ，Jうの方が強いごとを示しているといえよう r またそれと同時に、

こ与l:ニルさを透じて、明らか(、違法εおると分かりつつも、地んの権
吠lこがしえないt:~"う裁以lれ~í-c)税実が浮き彫りにされてしるこどを、

C]iif己i!しておく、

3.3.5 裁判段階3一一一「法制宣伝J

日3年 ii~(j においては、[法制i守{三]の一環 J~ i_て、大京大会なと犬家に

見せっ :j る依告人によJ して判決を門い波す判決日告 A.:i~ iJ寸丁われたコ

[ i士出1宣h、] どは、「人民ょに求心対する同の憲法おふび法律のお志議‘

辺守レ関する 'j~-j: (:云救育治効 :;;'1 といわれていゐ ι とりわけ説H~ql' お

いて は、 I豆大犯罪行為を大泉のIに桝し、事災またfよ感情;こ tU宵{三

汁象(人氏大W2を帰寸つめ共叫を引#担こし、'巨 ~i;.対象 J)J:rJl寸行為に M

するjJW".反対ま 5:き起三す:宣ら、対;立J'ムiZとν う「見せしめ 的な涼

lC，J |μ: IlSlJ2， 
1 ';n 1'1)事九は I当刊の宮町えれ のノドチ!IうIU二おLてはまず二貸主なごとでもめるJ

J行fi干する(lnLL2九58;、
1，; 日乍う司耗 (i自己収(，!j'毎辞書n:1収不、 10忠告、ア)6];頁
172 T JhA 剣玉IZ『法制吉f云字J I 人民法見出版社、ワり0:3年~\ 12民3
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言勤功6恥tし法Jむ〈市市制:j'宣:立主引|伝工 [y設宝勤性J法Jよ、t閉杭7力n宵守{伝三]が多持府iさオれl，るる 社会を ~:J:以〉工([凶:豆百抗私討11 さ』ぺセi巴J

口元

:完;完完i乙;;[必:Lt:ひぴ3政;';'苛T とともに j犯12~界E に、古Y ち主均]かわ寸せi ようとする Cの〕である D 犯罪者

は敵であり、党お4びfλi{f(土人見のl床ノうであるといっ由主?と戸Jず山宇るifkdi

:J<Iロジッアがi挙み品ている J

こうし f二煽動的ìl、引宵の代表向のひとつは、fJí，地政半1) である f 犯手~

現場。〉尚一くでた1f2を采ぬぐ裁1刊をf丁うそれであるコKlerf-厳Jj主;こおl、c~，土、
「多くの高+円絞妹判所で 'J)!jÚ+~ 半ItJのブJ法が用いられたっ tなわち、

裁llJ iノ1しつ幹剖;つ汗〉コ~，体 lの裁判官}を引き連れて名地に赴き、(1'討を分出

してそれぞれが員立を長い、 E巨大事けをj;UÛで閉廷し、羽~illで 0~hL、し

かる絞に法lこ7主ぃ;¥1([lj委員会の県立をji]Jぐとめに報告ナる':，3¥ じこ

こでは「玖υi委員会の決定を仰ぐ」こ νう出lYZ百されたい、

もう υとつの煽動的法制すf二のイ七$:190i土、大京大会を明催Lご、大京

の日常で被台人にれして判決を百し， if~~'(J- 判Uiだキ JJ、である v

S:=i {I'-JKt打の日'I{Iの記述ではあるが、それによると、実際の判決宣;ケ大

会日次のよう i，~_ j止めらわるという~高い判決"円台の前マ、犯罪者は

MIJできつ〈ぬん手に終られ、善行政をJJに逗っfpf守7.6揮が力協く犯宮下者

。〉拘干をつかl""，Ils，を刊さえつけたり、かがませたりしている v ひとた

ひ判決が宣;:~~.C 1，しれば、 子ぐさまづ1'" るようにして犯託Y者を連れて行

く。 部の地 jj"c;'は、現イ"c;'もまだ犯罪者;、看板ヰぶられず、ひざます

か-)-)-¥ヂIh丈τ7Eを詞かそ:1-ているノ こへしたンーンを1Ft:手ょしてじ1I

思:jL，た上で陀布し、宇と茨?干を亙j五する材料とし、長!日尚三、る日庁:!)'s

ii社閣で民示 1 '成嚇作用 ザcfシ車汽せといる何もある "J (17，1)、とっ

ここでは時代劇さながり、，1誌のF人〆り家権)Jお，，'びそれを学返する

が悪人(==j8与r高}を或~t 1_ てし:る;いうと仰を雫~'(いる f

そして、こうしたシ シを印せつけることにより、沫占¥いある大戒め

正義感情主治;止させもその団結主主司るとともに、犯罪1/'C)速さけようと

し、まー罪を E~，i:_: {i'1，二つ，'てはF白する上う箸白するのである， fYUえ

:xr:被ill"t;、米治県では、 (lD品日 :q-~) ~)月 :6l:こ 1 万人税慢の公開判決「寺

大会を閃佐し、 :7事件、 28γ1(?)犯読者に対して法にい，'1)i売を|、し、ヘ

1" 目的Ei下 :， ~2) ミ頁

171 ，':注脱止 初 ~ß如何“土明与式的自判入会、 法手設此 1I県ヲ年:?!t~ ，j8 ~ゴ c

14!Jj ~lìJ、 Sii;;'484)2490
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心をす什されさせ t':.-I，I九)いい、 f.:Jf<:のよと実感情が満たされたこ Y を

強調してし.7..。まだIlJJtriヨヨミ戸市で{よ、 I1日83-i-に市内同級人F';j花子リ「守

が8021うの典型的半1'1の犯罪者を遊び a 斗おと宣;¥;-)(会をより:""11!;1 iwし、 j、
会;，-参!!IJLた幹部・大衆i土.l::;O)J人仁 L.~_)た H年 1"1 委主官 11I後仁、来日

'i 1'1'殺人民ぷ判所以相次し:で太子j慢で勢ν、のある判決宣缶/、会を川口[結

保!ハ lr:Ji'dt381'，につl、て采 I;j:}~ に死lilJ を丁!ハピラ 5 万校以上を f1Î~

，nrし、九会lこ参がしl台J手数千ヲを受けた太黙は11fJ名ド遣した J 判決

大会絞、犯罪主170名古、政法機潟に日trL、人民大授は王立法機関 :2700:_打l

も苛発ー減較し、返泣く行為・ lF.知名60名余りを連行してきた 1]::-1" (点いう J

ここでは']'1::'夫五百大会やピヲなどの形式で威嚇作!iJを怠搾した結果とし

て、多くの犯罪者iJ'r1内l、また大京も積極均iこ刑事 11;法iこ苦言力!日、任!

党や送料、 U，t ては注法行為・犯罪者を警察・検察・裁:'JjiJi~ :::j)宝れした

ニゼカミ~!，i言司され 1 いる。

な打、刑法は丸首に一ついて、 61!討 '1を仁1 肯~，./ 7'こ者は、従きにもiって処

罰Tることがむきる、そのうに、犯罪がわりあい粁微な者i之、処罰寺前i

軽し、まわは免除するこ Yができる n 犯罪かわりあい11々し v、%台に、

功績を挙げたときも、処罰を試射し、または免除することができるハ53

条)と定めるロそして、最i可決 最l同検・警察部が19R11f，;JJ 15日に淫

名で発布した i'!i市の村山おぶび現連問題;、おけゐ法の宍体的運用に同

する什|特 (以 1'.c84年ヨ門!π1符 j と:1ヂぷ]に上る l、l、lJ犯;;r事実また

は犯罪者がE仁、あるかを警察 枚祭・裁判訴に察知与れる州、または質

的手札、もにくは強制処分奇採られる討に a これらにf'1i除l山YT<:する

こと、 J支;~日 11 をありのまま仁í:tJ主するこ ζ 、次，，:.1主 L せ y(-~ 取調べ1:3 よぴ

ぷ判を乏けるこ〉グ::~要frifγ、 i こ該当 L た場合しこ、白 l守シ 三れる"勺，

さて、こつした判決宮寺大会l土、 83erj-:-1以jJにぷいと広く行われたよう

である〈最高裁の主ん計に J るとも 1!1お日午、合同の裁判所 1~'i'lj決宣:t! 大会

lí'コ l 午、 H:4~~~.~，ts ~ 1.73去

1';内『長1-+ 中~，t; )1 4:-11只

l:-' なお、(l)および正についごは例外的事IIJ (例え!己何日非主か対二しなど予自

() IH~_ヨーハきなし，J必さに、代理人干↑ J喜を通じて警祭・険祭・裁判 ;Çi-I，、犯罪事 t丈

をLIJ"ーするニこも !W)'t刊をプ己たすとされる l があるが、」こでは~'3iきする仁

二日社57(仁 4只3)24示。 151)1 
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をzh 1';341口1:場↑迂し、 G ノコ;);~:-)()灯、 J~~r 芦 9 ノちリ ~-;8;~むにつしに、判 rえをコ

l 、淀し、告主鴻者!よ j4人数二い 1 倍3，130万~ Iω字であ，)、 ~:!i1986 ff iよ、判決

宣(i!大会希2 ， 171，コ|悶詐し、 0 :14己灯、 5~さn: 1 1;":1437れについて判決?と :--1

い渡し、延人数戸傍月患者はG70}j188:;名 vとあったといろ 1日 1983年お

上ひ;98/)イグ)-~:::目的データ!よ管凡に及 :1 主いが、 :::1J イ1 におし:て{よさらに

多かったものこ推測されるじ

また、判決と'1'1丸会lこ際しては、 人主会場に~-~送するとき、また

は判決宣告後、 7出場に三菱JLするこさ u、市中日 [r]L/ U註'ljノト京J1 I'，~"が

行オフ才したこともあったハ例えは、記寧宥大安県では、第 1校校第 1伐(198:3 

企I~. g月2Uからぬゴ) によ比九て、， .~F賓が重〈、 I己憤がノ元きく、影響の

大さい犯罪苫](め名キ](l合のトラ y クに京せ、人資鋭、安正;釣で 2~ :~， Il 

引き [EI'jとともに、三正常でラジオ動豆大会を明催 "--(κtr大ν与で18人(J)

lE当'r'Jjが山内し、/くが十を、兄が弟を、妻かたを、昨居;先が労偽JZを連

れ、また本

と，'う}

!こ巴青寸るという活31首きと，た持山が現れた，;"，)1 

さらに、以Jj況官合った f?の以に l士、判決を口い波 ~J 後に、そのまま7c

fltの面前で化けを同行する場主もあったv

~>:井j処刑について、甲1] ~'f f去1日条 3JUはわざわざ l死刑のtJvf";--(.;公去
しな円ればなりないが、[示衆]してはな「コない」こ規定し、これ存禁

止している n しカし、税実においては、 1(198:1干;。打 l日、「官第:_;中

子校の広場で l万人規械の判決ョ告大会を開催L、!l、:こfif:い，j8'Y，の，[0持

者[ン叶:止を F 仁、間批，1之、劉安釈を処刑した ~:H) 、「ふ判所 J三伺次いで

7人、ノJ人以iの大衆大会を Glui開催L、52名目各Ji'l'lr 犯罪仁ついて公

担で判決を下した.í去に?芝 ν 寸車姦、婦女拐~，売買、窃55集団グノ j ーダ一、

投魚{缶百致事E J1 9 れを銑、 j日.J~~すを波探 ;5 -t:.、ノd\~を教育・長経し、

i 17;3 司法Mc.井資料ピワ~l9 、つ印頁日

1刊 li抗街1とは、告を繰り穿くといった意味であるが、一二目立被疑者
予ノ←九をり|うえ同すーとや拾す [ノJミ:1:] とは、見せしめ(lために j、tr<.に附寸，

とである 1

1判J り、安弘誌Jj ~巳7三

:)E，':' ハ女:1ii:}，;Jj33:-:貞一

1"11 ~lìJ、 Sli;;'48~)24fヨ
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ど;γ県の社会治安の対中Jを犯した，似 lといった例がノわすように、ふ扶j処

IIIJがf:われていた。

こういた現廷にJ~; じて、ょ084 -f:': llh218 ;こ巾共:-;11た宣伝部、最高及、

最高枚、量挙手;;Ijおぶぴi-ih'士山(土i生名で 反動拘メティアがJえが犯人を処

刑することを利用 Lてデマを?っち上げて，t隠することを税五に防止す

ることに関する品知ーをtH(ハ ドi外および丹治.fi湾(7)反動的メデイ

?の:こrí:i(二円突をよfえないためじ、化苛lの þ~': (.~'" -1:ボ引"コ|しをしてはな

らないとJ台小しえ ι ま丈、最+1仁むけるす伝については、 寸てに犯罪者

の以来を暴露ヲることにより、火殺の厳王なる )〉え映し、刑事犯当i'

ι しく打撃を加える関1;の11寺号、ニ ズおよび重苦~~:tJ を大いに:主:

f玄 l 、;~jÍ， r:.力に高む事実存用 ν 、て、この闘争♂社会治安の殺~-T 、国家の

岩2保育、人民の平:J:~正幻保護、足を踏み外した者の教育. ，J主済、計会的

hÌl~i車! û)根本 (1'，な転換の疲仔など'0) 町で産品ち;反った喜ばしさ成果を ~Lr6仁三

し、同|人lのj豆半命事件につ:.;l-，どは原w:として立しなし勺こ、さめ細か
く指示している{

しかし、 521制処刑は引き続き1jわれ7¥[9例年 yけ2i[円に最品裁、最

高検、さき察部お4び正法η1わ>Ji.lf宇で， J;UIリ執行のト?の市'1'づl凶しを

守ることにi失j予一るi心11，を{-;-ftL，、死存IJ執行の際の了;=;1_;_;1) [!ill !.~を芹 jJX 京Jlー

したのであるu そこでは、 ):[年、谷地;、おける比例ヰ執行すゐRttじるk

JIImを「背中引Icl'..-Jる丹L誌はかなり;庫、少し(た といろものの、「しか

し、なおごく少数の枇ん二いは死;I'J)~:を執行のために護送する際に、 \1 て

芥々を '，fて :11中ヲ11"1じ?とするノh土?と用 v、ている」こf:1揃えれている中
史的正王寺を決辺白ーの 1':=.1 わたる禁止ドもかかわらず、辺tf~ (，，~たいても「実

胞の効14lよ必ずLも芳しくはなしミ， "，-:1 といわ札仁おり、そのÆ~H色 lよ、

フド九

íl ，，;~ Ir'h_~_~~，~，'t'JI i;:_S4烹

12:-; 字1:1 ・附~:q;+ (25) ~)民e

:1，:+ 19出年日月 lヨには最llZ裁 a最高検・些察日iが述名でほ共犯および京

J九JIiCi了行中γ!日しを出昨日禁11するよとに関するjffi);じ」え山し、死)TIJ日、jのみなら

ず、主ごめ d~-rt引トH をでで止するユ L ト!で、それをコた出合は「関連t主導

ιの主任を出ノ，1iする J こ明刀工した

二日社57(仁 4只 ) 24，37 |日21
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以上のように、駁打J誌において (;.t 出が犯~(有を慾λL めぐいる様を人

3/<に見せっ(J"るための保々なt告白が講じられている。そ!)jHいは次 1)2 
古にあるとい支ふつれひとつは 1'1会 殺 とりわけ洪イ防犯罪者に対

ずる威嚇であり、もうひとつは数であるZ豆大叩jFð~を容赦なく裁くこと

によ 0 、 λ米の正義感清を討に.~ -1，~、立 国・/、!Yミシいう l件、方の終点を

高めることであるコ

そ!_，--(、 τうした平日:足立;ワ〆人会t二Pd:しては、「党|人j外の治一円に 郊の

重大事件しつ事件託料日を浸してもら νヘ事件の概支を将デiして意見を

求めたれする裁判所もあるし草火事1'1のj日当iで;円のJP，'il'資料を末端の組織

に配布して、ノジ{fzに出荷するJ:呼びかける裁ドIJ所もある。判決日IJに犯

罪右が所属ずる 場、偽造、 1社隊ーなどの勤務'tで事件の慨妄を紹介 l、

法n1:を説明 LT'、大京の意見を聞く裁Iljr~T はさらに %-t'J"lS::;J ([村政]

([社隊企主主J)i: U人j芝公社炉生産ノ、隊が所有・主主'{!;;-する企業でめる1

というっ実際、 it品市では涜元第1明向r1Tで(j自 i)1日から呂 ;-j

:11 Ii ) おいて、品月初liに北京 l人体育場で刊wピ1 大会を閃慌し、
:iC主主に死刑をヨ ~"iJt ij 子町その際、 *~引の lfi) 月 ;7 弓;こ北京両立委長会

が60グIあまりの字上を集めて を聞き、(:}主青人 3U名に丸lする兆

刑判決につ1、てを点取しとこ 1、ろ (全員が死刑:こ賛成した'，~S6 ο

このようし、十|会各界や犯罪者;、初わりのあ勺たl:iRの意見キ羽収[ょ

うとするの Pある 裁刊jの社会的影響ノiJに称めで繊細な注京が在、われて

l吋 3ことがうかがえる(しミわゆる 1(1:ム半1)の)社会効果 lであるふそし

亡、こうしたJコりノうは、最高故;こより 故'}Ii汗.iFJ]の泊の Gltや保寸だけ

ではなく、また J士市云の強化、次の成駁の(fe張、犯罪者への威嚇、大

米による犯罪活動〉の問予の促進に長官fな役割を来たして ν、る， r，t，('， (: 

l、うJ子怖を受けている"

とごろで、厳打期における判決笠FtJ大会ia、主主く るごとをよLせ

うける、 j~~戸する).重き:託って」を実王 iするものだけでは士く、こ

れと(幻ぇ対に処罰を挺くヲることを仁:L--t~_-<Jける [依辺lJ大会も

l ね I:Iíîi~rì.. ， 2虫、

]，'<.'i;' fS，+t!i l"，)と立て警察;1午ヤrc:人民公安 J，学11'1版計、 20(泣か)6C〆 609Ti 
:H，~ 内包掲a (22) 2~-コ

Ic:lJ ~lìJ、 Síl ;， -4郎、 24出
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干Jわれた ρ

ここでし λ寸う政煎と幻はよム、 l懲吉計1と3完主(、を活ぴvつコ川;けj之る、L改:女t宅策有 h、 よ;り)-1只iげイ体4ιι却刊に

lは正 i什'1状一すFれ(ばま寛}<、iい」、 担祇¥f.村'/1

お上 fび)"1"功紘を》挙fげれ:ば工2罪Eを流lじ;、大きな功績をノドーげれば奨励を'会ける

:立τiJ1JI坑、立た b主犯jであるn 前者につい11よ、 j日当吉事%をありの

ままに臼供すれば4免大な処分が、またf記者については、例えば仙のdRJi'

苫の犯行季出査機関に;ワ発するなど、治安維持t古Fb;、とってみ4績があっ

i'， ;~認められた場fT:F は型~!:f'lli){軽くなることが、なお上ぴ川:よ作約束

さ h"C~ 、るハ

fÎ~ えば II:W./:7棄生市で i土、;強ぷ殺人J~X と強姦EY はE-lB:3斗、それ

ぞれ犯行総逃亡し、 1984年 S丹、相次， 'でで祭iニド1門[た 1:1rf1級王;:*IJ

;ずれわ丈に1，止しミ寛大にJ'I.決をトし、 Xi: 1';矧夜、役 1年、執1i和子3と、 Y

にPI0')免除の判決を下し、判;)!...つ汗を公問で行った後、t:-(J)場で釈放し

七J 必 lという n背は (r伏す才uよ寛大に、 ~lU)，! す 1 し;工 dこり厳しく」の

「厄大に の 雫自であ円、本守巾u';: ~土、克大に処理する政策が実現さ

れ?よ k になる n 本判決役、「市全体で3Dむ以卜の ð8~者が警察には針

したいlとし hつ、L)Iυ

1出『長l土:b誌JI ，nl夏、
1[，9: lril上

:1日強姦殺人jl_~ ;といっ大fJi~;土、刑法139条3ぷ;巧えの強姦孜タじi巳円前2

1去の等研犯し、情状が特('-~ r↑1々 、く、または豆i誌を負わせ、も(ノ[土手Et'させ
兵者(二、 10イ1以 1-.(i) /白剤絞殺、.llu:期待(f:tまたは死刑;処する，Jではなく、 l点

必ぺ J' :7.，;)〆 1;)11 ↑百i(:.:.~lr~ しうる殺人ぺ JれがあるfS合を指すのが通況である !+'-
''''，、

武伝半 l 小 i 三;白l 仲 I~ 象;'J1禁不 Il fI';示凶及汚制Ij kづ策一公 μ;大子学':;-fl: 19S8 イ 2 朗 ~~5

JMごは、 1:-;;主北京人112.，j (1)例と Lて、婦1えを:主治、 -~-r. Y2. を殺害したす例を+'

げる) したがって、 Xにういよ殺人罪と抗議罪の併77緊と 1て処桁ちれた

もの，1::13-えられるしへを殺しえ IすfTV1土寸:をもって fi~;i う L いう絞合.: [ぶ命仁tfiJJ

が目氏、殺人罪;こは原則ルして化刑判決が、されるレいわtしる中国L おし 4て、

殺人却を認定Lたにもかかわらず執f泊予を付 J 丈本IIJiJとは悦Cfi'(" -，W.伊Jと主え
られる([\)合償命]の観念についてはも問えば桜吹J荘「佼犯人 ~rほ刊 j[~~死

五段孟;:]!-~言及実務臥~~良二ド編「刑事判明l実務M究 (年住 ))_-1卜山版社、 199711'-)

:l71頁、 : :.f-::?l! r高官司法完務中LウタIAIJ空間汁:;iJ、予え災 12()(il'i ~144頁右 Y参

~s~\ ('しかし、資料に記設されているのは引用した情げ干のみであり、ム刊 lつ

二日社57(仁 4円。)24，35 |日4J
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このように、いわば I アメ炉朝むの伐しづfけにぶリ、 Jビ与 I~ 苫に目的を

仏~.j-/)-c ある lf'; そして、ここでの ア〆と被 J はともに法である。

法が日的'1三I売の道具とイle!〆ているのである r また、こうした厳す了期にお

ける川訳出淫)I/Ii土、「労働をヨヒて犯罪者を良人|苛:改造する J う lと

されて ν 、る労働改査の孜副]=IJ的発~[:1が杯めて干高薄むあることを、 -~、、

しとおくコ

3.3.6 裁判後段階

この段川までは行刑段階を考総対みと寸る、 4段階における特徴的

象 l土、"犯 ~T一昔 0)牡こTからの向島Eおよび2'受刑者0)::告訴の制限である。

以下、 j院によLてνtこっ U

ILI 32， ~Jt: 苫0')1:士会かん (/)r!i~PItt:

1981イ!の r-:-可労の決定 l以降、部rti絡の抹消および強制残留により
犯罪苫一および前料老(ここTは使方的に労働矯正処万十去りだことがあ

る者も台むよとにする土社会、特に丈 中判，市から焔i!!Wさオしごき汗ぺ

とりわけ都市住民にとって、都市戸籍を抹11:され、!:LulJ士村ご暮らすこ

とは、去に入ることよりもft怖に値4一ることであった。こはいえ、法

制政雨であっても改造状惑が良好であ礼l工、 11会(原則として元の存手作

いごとのょっな事実が必長さ打、どのような法出掛がなされたのか存知る約ーは

な¥、この占，-_-::ノLγ亡ニオしJ:tI-.，t;fじることは小口JHtであ令。
: I~' ， f，お、第3戦没 1986i): ;]弓以降(，，=1;いておJ出で良市されたj式訪j混院

λιにおいて、世手きがh を/1¥l~ 、期限を付して u 邑を討 ;Il するとい λ1パ主も同

いられたリ -(ff~山政治感nf: 1戸j 家iJ 津波陸τ Tt-l凸内子?と名活f::{;)J'fH主案A(， 

T戸、民公安::11(CD jJrN) j 1古川-4-'-/1rJl討行、「支i4士市間lje反!三");院争 Jlp;:れ

ニ人J主主庄了守」 人民公安説 (CDKr;()~ 1台所苧;， H 9 ITi 後(!1.2.2J3よか'l.，'!.3 

参照) (=わJl】，jす之，上'i(=、誌の的打h おしミては警察。わJl祭・政判Jザ司法行

政機|羽)の津名?白首勧iliがなされることがあるが、 8.3'十:f[t-:--Jーに討いても!μj主
であるのかは吋らかではないu なお、，'Jした手iLiょに)立年の二止運動におν三

てすでにftj¥，、られていた〔津 波了若 l 孟大決策守事it仕~[D]，1it，去り出;，_1 (山共

作央立校1 f1，~;:Zt.:-， 1001午) J，+I;す頁参照し

，1見 続RZ:チ卜主編 \'))f~白な治法手J Uこて人zιi版社、 I :)01 iJ:ê~\ 63民3

l~;;J ~lìJ、 :)li;;.478)248全
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地 にィ室'1'11'-4るこ炉は戸j訟であった〔以上iこっしに、は2.:1，;?'1 参 Jl'~) n 

也ノゴ、 につl、ては、法祭礼; 給自回全ドi労働改造業務会議紀

要」が「今後、犯人の奇判的了すれば、強もlIifJJ話すべ急手?刻l主持、い

も捕まる ii;のf汗手地または直系組肢の州事組ド帰らせる父きであ

り I ~. L 、ぞれを、 i今~-~剖) .労苦言人事部 I 刊摂古満了した留地(~読ノ

人口の{十J月間民間訟に関する兵);c (1l163;r 5月-1H.Jでは強制子長

fEを|往き、 原引として就業のためド筏留させなl--. J とさ

この tうに、 83年議打開始直前までにおいては、 I::tij労の決定」に民
づき5良削減留とされる者を1:;[:-き、!抗日Ij~:して叩Ij~~プ〉台前ア h:工、また強

制j残i}?とされた設でも改心状態が良好であれば原則として、 f十会保保で

さることになってν、たU

どころが、厳k決定うす内される直[jlJの1983年 8f1 19七 i出仁 PJ法叶j• 

最高検・最高J&t/寸主もでil¥した，11U財満了u)犯人および期間満

了のソjp伐矯正被処分背のよLi~復帰を TYJ定的:こ停止宇るごとに関する議:2

通知J GJ.、T、「お年釈放;手:1通知J こ'1予ぶj は、釈放の要件を充たす若

を 時的に釈校しどはならないと指)j~ L トー円く、「現在、~r--;-:::と?はま

さに 1;11 雫犯3;→ l~m:t しく子T";之を加える闘手がile閉されている v 大足。)

甲[J JtA渦 fの 11! !iP者および労働結五即時渦 fの者を H'.i~:こ信らせた夜、治

安秩序や I~しし、 ι、いては引き続き罪#犯[、大衆の憂応、キまねくことは、

大衆の動員にでイすス Pあれ、ま t:.彼ら}二却に 1_~ iてもマイすスであり、

こうしたポ践を!万くため、以 l、しつここを i~>;ーする〕不，<jj;Q到達の H よ打、

時:Ij }t，~;1な了の犯罪者およびクJ'j恐慌lt'，照明治了の者については、おIUJrJ.;--fl-.c 

あろろが良村，~'ít'(iJ) ろうが、し も 8~f;拘ド漏らせず、も，，で+1会
治安および叩J 事犯与ì:': i言動に打撃を加λ る闘争の;1:~i1~主進民を f ~{~ :;-草する J

例外的に村民iな'TT怯が品るせ号、また

お、(I白特 I:i 、 ~ifì;互司法庁(同

されたすfにつし、ては、

照主)のノ厄同または7J倒

経 11処(/)承認を得「、苅!放することデできる」、と U たこえ)Tifj労人兵力ミ

処分期間を終えたとし ζも、市安維持のためにJ民間と L'C 時的:こ滞留
させて、社会ね保させないというのであるつしかも、 r-~苛労の決定 J と

1，'，'，先立 (3.1*，~~) のように、二の段階におvパは、見中Jとおよび中立と:'1家

機|主はすごに杭iT¥-:市Ji Jて説き立とめてし式、ο

二日社57(仁 4円 {)24，3:) |日l
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(;.t J"~ ?d:リ、初JJ有およ{y宇Lめて労働主禁止処分を受けた者をも対匁としぐ

おり、またな忠則過す、を(ベ，~:J せずに、 さ iると l、うのである。

司法書;・ 1さ察部・最高検‘最高誌の活i1'により、憲法が[吐いちする人寺の

ど由比が剥挙されたのであるコ

i可守 l:~ 月白日 lこ 最高検・投高J之l 部のJliJ期満

了および石板bj::f;}-I1 :_ 111:伝子YFr:o)--It~-残717者を ~ti~に17li らせゐことに関する ii'\

J:J-，が出され、以トの3つの事1'11こし、ずれかに該当す心者を除き、原則と

して改造状桜子fU，(子であれば付会[二fィ司させるこ y とLたJ その 3つのよh

山とは、 :r1--1止j労の決定 l により強帝日主tfUされる背、 ":2)人・ '1'ぷ:IJに居

住し、犯罪がわりあい白々しし改むされていない昔、に3~'大宅 q-l都市(})日

祐本 Jll白き似た労働矯正被処分苫 lこれには労働矯正期間中の:&~度;!)":J!F!; く、

村会役帰後、 j-1i- j ア~を犯し本人の都市戸港をJ主;'t~j すべき:]自主性がある石を

f:-iむ 原丈j である 乙れらの事肝;こF支当する占iJ強制テミ留 y なる一

本法知u土、 l訟で初犯者も強制玲習の対象とし、また3では 都市Y--i絡

や抹消された者J C-j片;チJの決定 l条 2Jft: :2校)のみなら.{" ~}9 び罪を

1~ L本人の祁市F%i-': を長~mすべき :J 龍性がある者」も 'Jjl 担j残留の対象 y

した，白で、 向ι五のの強制残留の土、l象をやム張Lたものといえよう υ

ともによ 中部了，の治安が汗に重点をi己くものである c しかも、医者に

ついては、裁判J;争淫ることなし ry!t~制残帝が決定さ l' るのであるに

このようにお5汁駁打役、それま Pの流れu正辺才Jして、 :11u労人民が社
会、とれわけん閉~-;-;都市から 1:弔離されるよろになコたしノ1、・ μJ都市:7)治

安を改葬するためには、治安を許しす危険のある17ヰ;:I-: 巾布[:)から防除

すれば.，'い、 jこρ うことだコれのであろう〈

こうした考えの下川、 S3fr::t~ }ji停止通知{よ、そ利:高をた. rtl~~f;d; か

ら高齢した辺部な治行の許可獄・労働矯， 1 ;こwtnするよっ j骨勺八戸たりす
なわち、大にもふ、殺す者以外(止、 ノード;ニ，i]}境の、または -肉(千?区‘

直轄市の 7211~1;な泊 h ~:~t>iムしでは寸iょする」、!:.. "飢えば、 1983年ln月20H、

JC' l 憲民37条し工、 l中華人k共?じ|お了打EOl人身の白1:1:;(よ伝z乙与れ主い(1 ;:ミノ、

「イマ J、なf司会およびその他の万Ú~(::. J: i) -dn:c:の人J止の R 卜H をィ、ûけ ;.~i; 七し、ま

たは出Ij以「る)とを禁 lし ゃ (3 と定める口

I!) 以 l に Ji1t~j-g る J 与に、当三L 訴の二.11ユ克 11\，械の尚弘とい λ リ的もあ勺た。

1"，1 ~lìJ、 Síl;;-47(;)2482 
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北京 '11の消汀農場l士会出i二先駆けに'i19名の受FIJ斉を紅指に移送ーし、そ

7)絞 19Ki1fまーごにjllj~t却の労働改iリ山設:こ合言75 目、弓十数ニ y，;こ及ぶ

交子flJ;t.労働矯疋依タ:二分??をft送仁た」刈と..うわそして、第よ い|円

の移送i際しナ、 政府幹 i~-:; はうj 鮫改造勾が統 円~， :'Úi ~え:!尿杭仁日行恥し

て、集められと乏刑高に対して動員演説を引い、 Jk!iーが波らを忍l挺に送

り労供~t;li!tする F理由を ):l~べたコ寸なわち、第 1:土首都の社会~f(!~ぐのニ

ズであ t人情2(ま九百北部開発のニ}スであり、法3は叫:ら(受市j者j

をしえiけるためのコーズであるJ'~I')'，'十 i 会秩序の維持ベJ辺J見地域の開

発といヘリトjがまずあり、その去、受刑手の己えよ竺刀玄米るのである、その

j七 ~;-{mでは 19<34ir :j月19はか'..1"1比り月17Uまでの聞に、台計。岐

にわたり、 4628名l)';新加に接送された"的 J また別のヲU~:挙Jf♂ると、

】海市vごは、 l最近、 Jう27向者を{也J也;jT?の労働2!Ctiit主設に移ユ与したれ今回、

凶北郊のある労常設浩民投に10Z送された主l土、いずれも社会泊、安;二山々

し主危三を投ぼし、法にむJ、懲役引に処された受刑者であり e つ l吋 l

と、厳ぎて対象の交!日者寺山北部の孟紋に移送した(， 1:1泉主;背よリT)Tで也、

19例年;こ220むの受刑者が移動されており、〆 K 、よれも，llJ兄の紅色え:::1'$

迭さ礼たものミゴ世測される、

そして、こうした受刑者を受け入れる側である新緑 lりイグ Jレ門i台区の

例去;工良八日市笠夜行;:"J下，lie'は、 il984年 5ワカ!ら 1985年 9;1にかけて、

!日ぴ{じ地域の犯罪者 :E)R9づご、現地の 6~~者 230むを以平干し、労働改定を

f丁った。 198/1イl以降にWrð した犯罪者の A.:~，七分 l よ、 1983 1f に全|玉|で皮肉

えれた刑事犯罪に取しく打撃を加える関手で処断ちれた担原デル プ犯

であったJZG 〈:いう J つま i人厳fJ対象の吾川者、特ト 8:1年戯れの主

点、1'1-'の重点であ )t:.剤頼JJを辺部な地方に移送したのごある l また、先

l日 t イ平 l 河;fi(I~;I，人-i* 蚊打矧|ドl向丙北村送l斗犯対」法律-:r-十活19附L

gi引にNKn;:;ス、 10頁ハ

11'..7 司上~l4頁

， SN T車巨恥;阻副:J-!司?十 '，186) Gょonυ
"川 l 卜お巾労;t J，，]免責 l斗志杭t~t~有 ;-":1; )J~)幻日比'"戸打、引ュ云内 It!!:地労"文

谷牛干 Iぷ討~J it~よ 1983-':-:10期 9 白。

づ只古島ijj~~~安司法誌 29~l ニ0~1三L

山Ir'!~ノ、抑組 ~XIι;J-fllj'i:，，\n 551-'-55ヲ員一

二日社57(仁 4円:J)24，'il |日l



の表:， -14(:1

.j， 
l州 口元

からは、 197がlーか ~l 1984午;こかけて|七五、・ );'if.

ー」海の3人都rt:-eiよ監獄款がほとんこ、変わ〉ていないのに土JL-亡、元々

相対的に多かった:Ò~:::，人j蒙"、，IJ\古Y上、貴州、新加(みJ掛二何も合むj

なとのUJi北部の辺司fな地〆りでは主主j誌が大イltJ';一!'d設されたことがうかがえ

る〉このことは、この時黙に多くの受刑IJ-Ff'が丙!日;の除J;，に移送主れf二

ことを張付けるもので品るといえようじ

/よ|のごとがら、幻年Jj父子日、おいてl土、社会、とリわけ/¥・門部lいか

らの犯罪省内|特需~i){、それまでにも iEL汀散lぶしてri:われたと νミえ足。

はl 受刑者の申 ~!Kに対する市IJ阪

記述 (1，:1‘ 1 j]J'引を照)のように、 11:刑訴1士lぺ」お v、とは訟でも'1")1'+

Fも判決 裁ノ立に対しで申訴を申しすて、裁'，'U所または検察院(.::内容の出

始を求次うるにこでができ 1: 斗F?とま子続、}ニのニト 1;，受n:J占てめコても

1711外ではないロ

こリわけ幻年厳ぎて~IJiご-1::ì :.， ，ては、主じミヲ;の 2つのまIffimかっ、上メ訴の一二
スが大いにあっ汗k られる仁ひどっl士、 が、(.::{u:い主主にかつ速そ

かに Jのスローガンの下、 独立七;一 を欠いた裁判がJ玄く j丁われ、 Lか

も主iiti人のぷ油一手!(例えl工弁設住や}訴十?りが:;;1]限され三ため、少なく

ない諒杭・去ん罪手牛んだことである これlついては、「例主ば、あ

る労働改造農場における 198:i年 五¥Ju 以怜にJ!:.(町された労働改造犯の

t↑片足問題についての調査にぶると、5031'，の犯罪者の判j決吉を高企し、Iι8

f'!の令半n，eJiii ;;: '存否した給法は灯、?のとおりである r 犯罪こ非犯罪を
;昆:，，1されたため、:王手を刊#とえれた省が2名、ひとりで浸数の罪を犯

し、点字のうちの 部の当{-l について有与~:c -}:g~: l1rを{民間ιれた:高がお乞、 JJ
語りが 7 名、~:J :ÎL1;; 末寸 (tるのが13名、料す芦るの刀!. 2 :示、ポ

%がィ、~!J I:t(で摂j札う川、 i 分で隠す、[こ判決を卜ぎれた言が ι 名、以 j 十4日

23であり、刈tf:数σ】8.6%引あ r fJ」lmlという指紋がめる)503ちの内、

開 こ，，.I之、， Jtì:::l初期、 li:: O)安全三トl家権々の安ノ以〕ため、 ~lcÇと干1)主主 ~-~γず、

犯人が説kL(.:<p"，介いろ!忠ηlμア)卜\W，~j試の苓くは，;l1 l;:j~な 71血 H:' 建Jょうれ」た

ためで志ゐ(張秀之主糠「中辺民党法実祐r，iJ ~3iiil究法律i_U版位、 ;::\)OOSf:: ~Il 良 j ，

2() "帝京口開封i1'l司i:i: :1--11) :2Si't!0 

lc!JJ ~lìJ、 Síl;;-474)24則
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，'+:-)むの判決について犯討一三 iノ主、世!刊、事足百:{~.ít: 、「土拠採)11 とい J た州J事

裁判!の基礎となるところ二い問題が存存したのである。そして、こうしと

判決が令体の孔 6~:らもあコたにもかかわら F、「半円安r，.J甲の~Þl(ま良好であ

り、誤ljiはわりあし川、さし 'J'.2，(凶という示一Inlがなされたことふれとi杯、

当時の殺事ーがとのようなものゼあ J とかを物語ってν、ょう J また別グノfiC

と、 日tr可裁判所に.f:iける1'1おイじから1984:.tf~:ワ引は L: [;j] qJ. q I 

lニ判決を弓い渇した刊宇宇1'"ド悶する也主の調査統計によると、佐賀認
;ぶ〉耳、、{、量刑i語、主すぎることを珪主]とする誤'::iJ;土、三三jfl];;jJ以i牛しつ20%
を占めた;::';-といへ r

主うひとつは、ごう LたよJ:lljに対する受jfl!者の不械であるつずなわち、

厳打却の1¥υiは、裁判所は善寺 苫と lての判定右ではなく、き祭ヤ検察

とHじく訴込者どなっ ιおり、著しく不公 jcとよものとなってい丈、川ラ
加え CI波打財には l重き hこJが強調されたた吟、i.c'i切開jよりも主い刑罰

を三 ρ波される r たfこ取す丁刻にj託、寸jがえ了われたこ ρ うf'll山のみにより、

不利益千彼らなければ去らといのである 「も L、話会手iの粁笠がI守河千

三J三時に c，ノ異なれば、佐々;こして犯罪揮にペ、満!惑を募り付るにこ止にヨり、

また裁判所の主 1 ， 11 が公止ではないと涼わせ、 t工作に触れ、?士会を J~み、

~i't 主主で安らかに己主主(こ励ま「、?長f日の機会をうかがうようにさせる l 二O戸 l

としミろことである

よ止、に挙げる←98;)年 7行方北尽でれわれた出脊川 l土、このことを

はっきれと引している口 J記念は ~t京了、監1~K二円'p詳のそ 1 11者207:{J~-;-; (::r:-

て男十↓j、'1'''犯罪 l件を原肉;こ殺人却な?と?と起こいた同法的性犯罪を|注ぐi

山1: I円;上

::..'1¥) F/jj:零恥:・弘幸・ヨノ!、111 昔5特九民法I~}~;--jム確;己界最升Jù甘!平山 'j 土すら千三~ i1-、学社説

1日;1:4二(i~!月L~貝 なお、持b'七時.，S.LT?i照)ずゐ之う l、中ヰではト故市が烹刑i

決♂異なっλ判闘をし/.:!:!けで、 isi:判Jさが F誤判シさ札得るこ L:'こか壱さi1-/::し'"

"'1_'':; はいえ、沼早J問においてはZX判的 i5siL件.1'1戸L在保きれていとわけ F
J立会い J この.'了に三 :L ，て J 主役.1~ d I~参!i的オるい

::)'; 揺 t~j-+"宅三岨訪ね江 【121) 12~)同ぃ

山芋:j主辛 /~.jω す"性欲2~~\犯約百司全う.Hr子J 仕掛:fl、専致犯罪原諜必組

明性婚恋叫致犯罪問題研究(~じ京 ':J 哲学l'会刊予規~~E領寺山主cî1J"去沖、 1988

年) 118--11S~-
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の受)[IJ 芦 G9むを対匁としぐネJ われた。前j脊立す誌{り名の|人j、ヨりの~(を認

めないtfが/;9宇1 (71対)もいたυ その理自は次の'i;，~:こ JIJè紋 3 れる口

全5~:1t半'1三官再認'. /¥七売と考えるさ;がnノ'r (10，14%)、犯罪行為
の おを台認するさが日名 U3.0i%人 J立、主1姦で:まなく、 :11-0者のイナ謹:ド

上る〉ものとJ5える高が16名 (2:3，18%人子軽し，l:jl:主のに凡i罰が玉止すぎ

るこ与えるすfがl7;>"コ4.63犯人とコ

ところが、阪汀期間中は再存の円i土、最高訟の指示により、非市lこ炊

く、ま J 速いものとならで V'!林i羊:土、 1984年 7 月日目的~I ぃl詩;"J)iノ1

ーおいて、「誤判事内を J止正するこシ(土、引用犯ゴl!活動に ~Ht し

く打撃を加える期間におし、ては、わリあいj十会j'fJ-8';響が大きいため、百、

r'ii白区またはF主将I!J(l)党委員会にね示を仰ぐべきであるu 誤判事件を足

， 1 する必:二は、マきるだけ撃事支をや検察機|ムj と JJ占祁を去、 i~!~- し、.!l l'iJマ討議

すべきである l 川台指忘したのであった。午、米なんば再窯(/)科書討をい

うする7'Jミはよ丸刈所の専何事:rnであるにも7'J弘治、わら「、その裁判所:こ決定
権はなく、しかもわさわさ省 Yラスの克;妥員会に{れ込を立て、警祭や検

ちさにしなlTTし 1;['ならな~" ，1:さ1，L7:-'(1)でJ;)るハ

また、受)IIJ者側としても、 LPかには W1-f~:'[IJであったu うじにう乞げた北京

市の謝容では、 71%がまYを台、l悲し三が、ほとんこが中詳しなかっと。そ

の程巾は;Jzの 2点であるに 箔 iに、出訴しても怖政マあり、
LPがほレんど右.，ゐこ t、第 2こ、形勢lこl十され、騒いだら与rを認めてい
なL-，とされることをだ、れることに起同オるじ特に、間設j1.， ;礼拝、交川i

I可のfi;訴は大I:Jgに減少したわ彼らは?二子宇るとカリ汗J:ミj工、または 罪を
認めていなし勺と孝えられ、;f;hが良くても.1jJl;，0'-士l?な句、'd-1宝の奨励拾

i苛や減刑を受けられないこ〉を仕れ仁いる な#ぜなら、 i乏刑1'1が手~

t認めとし Aるかlこりし Aて、労倫c;z;立機関は有償(j-Stこ、 iに'rJ訴を'IJ1/ ，'， 
てたか斉がを基_j'~t，'としと u る」山、と。つまり‘ 最rtlニゴ再まっ

た)'1，にあがいても助かる見込みはなく (3.3.3で料ず¥したヶ-;(を見

ればこのことをうかがえよ λ)、またあ刀計十ばあがくほど(I-i-i訴す礼ば

するはと人服役主主jiが

別枠邑主前財:γ(C:，5)2ム良 J

山，字詰韮固有IIf抱沖 f初日! 1.19頁。
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これは己資的に受!日高の1)1自?権を利島ーすることにほかならなv、

むめられてl、る十室利点三、政治運動によ:)死文化与、三られたのである口

厳打の成果3司4

立案幅検挙・ 1審新受件数等状況図(1980-1号事事年)図 3-2

1.雌'50 

物郷

'"腎

"鴻

2臨3

.. 犠|“事ト'"案件数1
同会m 識者書件費農 l

鵬同+相乗趨件数 l

同様ー検挙事
1田 1/1.磁 l

脱
抑1

万
件

，.. 

'"儲" 
11潟

o 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'瞬
11180 1981 1982 1983 111斜 "邸 1場調 1腿錫.拠9

17:-i -::: fi1980年代の ¥'f案件訴、検挙↑牛読会率、 ;審者子公件数宇グラ

7にLたものであるハ本出カら、五¥J]が柏まヮた198:i与にl土、 iヨ82年に

引き続主"案件p，が減 2レL、 その後、 19So以砕微Jりするが、由主jJ問問中

はその71<却をほl計仕j!JL仁いるごとが分かる

2茂子jう、開始されれ1983年仁(土198U年代でぷ案件数が最も低くなってい

る〉これは先述(;:;， 1 参JW) の ιζ~，に、旨えど開始後、立;長打数が激減し

たカらであ/コうじ

ごしても l!Jお411"も合中、打数が減少した〈地方ぃ日を移すと、例えば川

川省では、 CJ)，、決I尽において、 1983年の;I'IJ~手手f牛す安本は :Jí;年l七社 274

治安事けは198:o'i'J七49，3出減、 1984il上 i期のnJ訴事;'1立案卒u前年'''J
期工rA~.!) 苅減であノーと。司~n共1~-:，二おいては、 19~3;1'，01 iflJ平事件

削年比23.8%減、治安争件l土手J午Jt:J2.9伝説L‘ーであった。育部l尽にお

いて辻、 1982年の刑事手件:立前とft28%減、そのうち重大事件は40%減

19おil'.u)立案半はさらに前fr.lヒ60出減、そのうち五A事汗ば

|山l

-("あ〉た

二日社57(仁 4円 ) 2477 





現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情Jィ{')

l -2および表3 2;から|叫λかな上与に、 19R8'1以降、急激に立系打

数がJ世加しているからである Lこれを 1} i、ウンド現象 F反抑現象「

と呼ぶ論者もいるいただ仁、ょ084年から1987午までの 4午司、"来i'1

13(が~O ノJ1斗ず、で推移した斥豆、として、 1984主 l 警祭の内規である窃盗 Ji

?Iの立系耳→ホヵ"J1き上"["られたことを者過しではならない J こ

が出ポ件.y¥'r:'案 Lて引ポ寸i干としてJ弓た寸るかを決める波長手引のポ

ダ}ラインであり、 I告別年以前はtGdiで2JJi.:、日さかjでl;i--，r.とされていた

のが、 1984年に都市予約}~、農村で40ilJ: i] 1 きト;れづれた i~) :i その7と

め、窃主主事1'1.(l)￥案打数-!J"減少したそしてその減少うれよ、表~~ ----;::っか

(:，うかがえるように、突は全事11'の庁案件数の減少分 1二担当ずる c もち

ろん、企市j事宇1'"の立案件数のiJfi移存、 ti盗事件のそれだけで花開ずる

こど:土ごさないが、少な〈とも、長11の効果を議ihける陪:{(::i;;rt見でき
ない要素である〆はいえ上う。

表 3-22 窃盗事件立案件数推移表

午 [982 'qおj : ~J8J 19白日 l合2-1 :YSb 

、岩パ々 却称 (il )~L1日: :3(1;';:ぷ!J .1:~1 :3二，; .t:.;司、 i'，~': 4:つJに"リ~ワ叶咽 ιiStì出:~
窃if::~

市 flA こEH~2 f:::ti0ij，1 .)'FS +9~;9lì j-223-H8 

iム?二千J七h奴 '71?'17ti 'j J ~:~:Gg :; :2cn，; .i1iU:、 !i7;)'j:i0 f~円以引。

三二事汗
;jiT i'己主 乙-;':10'; +::7C-;(; 〒ユ]]i) 〒2 ，~:~2:1 +2;;';"，(，1 ; 

" 19':'.3仕(?)<;，，~~，人当戸 11 川"業f: 数に"，とは弓 マが右 l、七め除外:こ。

最後に a このふうに1:)85午前後をJR:( 犯罪がI属加河川(重大半1'1は阪

芸むある11"僚とれことは、必民で禄:1乏し-m丙:メ、よ与 i、京すJ'7ー
ムが開始当初に最向明にi宝L、ぷ私的品川1を境に、沈静化してνりたこ

とと吻合していることを、ここで l~*i可 Lておく。

3調5 中間考察一一回なぜ83年厳打が可能であったのかフ

本意ごはこれまご、 ιz示決定ブU セスと，t~ミ 4よ;~NliゾU セスにうれt-c 、

ヌ I.L'~安部: ~3J盗事件。) \/案i主主柱内伶I正(.~，問可る述 tじ J (198/! 点灯台 : l:iffi法、

売午 Q月 lE bfuf;しなお、従芭傾が;"7;菜m弔.;r下l8jるlみ合でも、行:奈さ恥る
」とはある(lrihifi ，j;;~ {---..} J~;~?;r)" 

二日社57(仁 46D) 247S |はl
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ELtイl'耐えれがどのぶうに決定され、また決定i二際して政治決定者がどの上

うなことを与えたのか、そし亡1ーよれの実WIプロセスにお l、てとγノような

ことが行われたのか令 .~J.-(主た， J~ 1 の校~-r{と踏まえてお午厳す了という

現象を 2心にイヒすれば、次のよう;いうことができる すなわち、 83年絞

れとは、:1:う'~:I])治婦の下で、 (2i3凶;汚I;!I シいう 11 僚に íÎリけし はj有効利

iiJで主る]ソ スを殺到J以オる:1:政治l*助である、と !].-j })， -1'-" ;1:止に

詳述ずる

!11 少のj自主主の下

厳~'f (n~ナ:殺を央回~Ll のは小平であ，-)た。その措法の具体化を J旨締

したのは彰，"，であり、その構想設;11こ1*わったのはrh1:12:1:とう!~;A会、名

アラスLZ:窓口会. I ， :J政法委口会、書祭系殺とであった、そして、放tJ 幻~~

始をfTげた(/)~，土、買 rl 犬。〉較す った。このぶうに、政Jム決定ブ

[] -fフスによ〉いて、党がしっかりと っていたことは羽らかでみる。

まだ、実施プロゼスに-1::i:.， ，ても、中央の指示の具体化や~B ったのは池

方 -7~#:j夕立委長会(特;こ県クラス党委員会j であり、刑事 ;=îj;)、の担い千を

組織L、 斤検挙治的の指伴を執ったのも党妥員会であったu さりにJ速

やかに :FIJ事手伐を進めるとめに共同事務~.Jl;lや合同事件処1唱を組織し、

また裁判IJJvi'i::j.Jして重罰のノルマ主訳したのも先:(・ J攻汗，"(，あったコ

ヱう Lた事実かりは、犯罪;tl)十のプロセス合体にわたり、党による Cj旨

導 17V行き渡っていたことがうかがえようしそして、 |、級裁判所からうÌ~

せられた I品決 ~~;1なのふ成年または俵!日ア引っ婦女い対する花町内適用に F与

する照会かり l土、裁、刊行去、:む h 党中:Ií設から i う子すぎる C.J民主」を~げて

いとこ;を肴取できょう〉

このよろに、 δ3j'fl~:k+ Jにおいては、政策決石内ら政策長h'ui，の針11~I; に守、

" 111本秀(1;は勺士輪功.1C)収約 ijiこづい仁、「点」結成波山じ慌に|日jけ、司法
ほか-I;'Jf位、、jjj、の j二桂川が、う;、uな主ままにあ:計九三れにパった」と指摘す

る戸本当の中寸忠弘っていま 1カワ l 牟;忠計、 2(1(川イ:'-) lk: H)uこのm捕 J土
私見と抜本uti¥，::'売にと考えるが、 ttの文書己の.If~.~.Y止の前J主の見J也かりは、 j\>~'

的山治組紋ベコ 司主人衆1/，品目さ札ているこ lセも己れ亡はならない Lこの内につ

いごは4，3，1会司'，'..1~ 

l自fi.l ~lìJ、 Síl ;， '4品、 247全



現代中国における「司法」の情;'JL!4i

るまで、嵩に党による指婦が存在したれ

(21 犯罪市IjJ十という円標

83年政打のは楳が犯罪市1)圧にあることは、部小ムドの予告青から明らかで

あろうっまた同時に、その背後には、大衆の正義感情の渦i止を図 l) (，民

十買」の童相 (3.2参照)、判決J日告大会 (3.3.5参同)など)、そこからさ

らには党の支配の正当性の確保という λ日探があることも透けて見え

る。

(3i 右効利liJできるリソースの総動員

ここで「有効利用できるリソース」とは、犯罪制Jrという UrJ:':'天現に
資する事物を;W，定しており、 具体的には必刑事司法の担い手、(主〉11去およ

び③裁判Iを念頭に情いている。また「総動員」とは、犯罪制I1というリ

擦実現に向けて、芥リソースのあり方ないしは行動様式を制整したトで、

これを最大限運用することであると考えている。以下、丸数字の順に、

具体的現象を卜の定義に当てはめていこう c

(1)111)雫司法のf日い子についてU 実際の活動においては、先;の指慌の下

で同連機関が 丸となり、また大衆的自治組織や大衆もこれに加わり、

厳打が展開されたυすなわち、検挙段階では著書察や検察のみならず、允-

政府機関や半隊、そして裁判所、きらには大衆的自治組織も検挙活動に

参加した。 犯罪検挙後は、 I:I主やかに」汁I)m干続を進めるために、共 1，，)

事務処瓜や合同事什処J~のように合祭・検察・裁判所が党の指導の下で

3主同給したコまた、裁判lにおいては裁判l口不足から党機関や政府機関

の職員、ひいては天省巾の大字生すら裁判官とされた。そして、各段階

においては厳れ対象となったポ件、とりわけ重大ポ件が優先的に処理さ

れたれ厳打という「中心任務」にI"jかい、司法と行政を区別することな

く、また大衆をも毛主き込み、動員できる者は全て動員されたのである。

③法についてc8:;年版打においては、「法に従い重きにかつ速やかに」

のために、法が改11された。その内容は、実体凶においては、厳+J対象

の 部について既有の法定刑の上限が化刑にまで引き上げられ、また犯

罪占法の伝授行為が犯罪化され、しかもこれらについて遡及効が認めら

れた('治安事犯の決定J)ハまた、手続而においては、厳干Tの主な標的

北法57(，5-467)2473 [66J 
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である治安事犯に限定し亡、起訴状謄本などの送達期限および上訴・プ

ロテスト期間が短縮され(裁判迅速化決シヒ)、高裁への死刑許可権の委

設が制度化きれた(改正裁判所1去)っ

これら 述の涼改11の根底にあるのは、どのように「重きにかつ速や

かに」を徹底するかという H的のみであり、そのためだけに刑法の遡及

池川Jを禁止する|円きにかつ軒きに従う原買IJ (刑法 9条)や死刑判i市1]のた

めの最高裁による化刑再審査手続といった制民の基本が踏みにじられた

のである。それと同時に、これら一連の寸法は、刑法 刑訴法の恭本原

日Uに閃わるものと考えられるにもかかわらず、全国人)(，市委会の子によ

りなされたという点で、違憲の疑いが濃厚である。

また、立法ではなく、通達とも呼ぶべき丈再の巾には、別らかに憲法

に抵触するものがあった。それは、司法部 醤察部 長日検・品目裁の

幻年釈放停11通知である}本通知は殺打のために刑期満了した者および

処分期間満了した者について、ごく一部の例外を|絵き、一時的に釈肢し

ないとしたU 人身の自由を保障する憲法37条が無惨にもnち絞られたの
である。

このように、厳打という政治的プレッシ守ーの前で、違憲すら顧みず

に、厳打にそぐわないよ見定は改正きれ、また改正を待たずとも証視きれ

た。そして同様のことが実務でも生じたυ

すなわち、「法l二五t"重きにかつ速やかに」を1ft!)民実施するために採
られた措世の中には、極めて矛府に満ちているが、明らかに注法といえ

る現象もあったれそれは、被告人の弁護上依頼権の剥存、裁判所の事前

介入、共]，iJ 'lT務処理、合]，，]'芥件処理、死刑閃の市中引回し・公開処刑、

拷聞などである η

例えば、合]，，]'lT件処理は最高裁により禁止されたが、実際には地ノらの

党委員会・同政法委員会の主宰の下で、「i生やかに」の要請に応えるた

め行われていた。こうした事態が牛じるのは、地点においては刑訴法や

最高裁による禁11よりも、現地の党の権威が大きいことを示していると

考えられる。また、繰り返し禁止されても死刑い、|の市中引回しゃ公開処

刑が根絶されないことからも、そうする必要性があれは手法に退]えしても

よいと考えられていることを読み取れる。ここで「そうする必安性」と

は、死刑が持つとされている 般予防機能および報復機能への信奉とい

[67J ltiJと57(;;-466)2472



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情Jィ{'I

う土古の上で、耐えれ期だかり主おさらそう Lなければならない、といっ

与えである η

しかも a こうした述法があったとしとも， qk文1T~ という庁心iU奇に

辛i:するためi、関連指導者および監督機常はかなり克容な慾皮か採っ

とし:る(:!l!，; (_~う 取れがi暑がの免当::qをシなハているのであるνJ、の軽

礼!という点でいえば、 Ifr央よ HもJ;J，行の!Jが深刻とあゐといえよう c

また、法制~伝の名の れた公開ノ吋tH)¥会、判決と'1'1丸会、現

地裁判、さらにはい F挙げたibl'lJ人lの市中日IroJLベJ公開処刑J!土、反ない

しは法判の派出巧 (i存在 f~S 3n~W.-~ も Vl' むこは守る威嚇りま:.;;:び大衆や

伎告討の l 義感↑引っ渦足という機能を最大l浪花揮さ lざる f めの j i-i-:~~~，とあ

るこ'1!:~: it今vずけることができ 4う)そ lて、ここでは被疑者・紋子人・受

刑者:立、成航機能と報伝機能を十分に午iiJさセるための《何?しか主〈、

これらの.(5'(/)-;g正にワし亡;士令〈配;きされてしな~，¥このとについてU，

強制;残留や都市1 箔体治がいJよじも捻弁に物品って~ ，るであのう c

このよう l、お年殺打における立:去および法案Jちは、犯罪制圧とい与

円憶に奉仕する手段JーなノていTKいえ 4う。

裁判lこっν、て U そもども きにかつJ，?}ベサ冶に が実;)1':';/1之主

なI誌はまさにJ&nであるロ二の，口はでこの方針がfぶ当されたこと:i1牛刀人

裁判が{的実況に|口jけ亡券付すへえさ千段とみなされていたことや立吠L

2ム，嵩sr凶 HÍJ~}':j n-: つ I?') .3ηi r=(C なお、治昌l土問疋桁導tおよび監督機誌
が完'b'な忌凶や採っしいる違法f-]為と Lζ、これら以外に 1)介譲士依頼佐グ)不

当?なil;1j:iJ{、士長牛枚挙のための逮持・勾世主主牟心)01 i げ、勾脳・判決言綬 I~~士、

湾問、強制処元の濫r百なとをノ~:.(げている

円 lト :5.::1で殺り返 Lt旨丹市したよう:、 l~~S~年百~f:乏をi亮[、咲打プ ムそのちの

が沈静イ'していき、それまでと比べしそれ日と l王室え lこかつ山lやかに j では

なくなったu その時111にJ'.しある栽*';11'ょ、， 8[-;年以降 t ょうやく状況が好
転一よけIJ所も~;/ l ずつ冷静になり、山~，i政治よ !J たきく、 tlJihは政治的h務

を .ìiß1~(1一之ものではないこ 2 担分か f" 送、ゐ(強世切 迫an力「双亘結
檎?ヒト，é;'~l去律併.fJç ，~，~-S 71 土巨法"~'RS出Jj??:j 染ィ台、:，，*霜「 法律J~併す:向日~H J:

律片f版社、 1998γ) 23G去に哀を返せ J工、ぞれまでは設判所も肢l，'l'ームグ')~!\

H (j ì礼町ャ怠さ 7人まれ、政治 l土法よりもヒ{)!~(あゐものと考えら j仁しいとのであ

るl

二日社57(仁 46:J) 247l 162J 
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l州 口元

そして、実際に 重き;ごかっ速やかに l裁判が行われと， ~~ 17 裁判lも

党の tt~'示;こ以する道具なのである

ます、「速やかi、」の直で(土、党 (T.;政1去妥w会) がjtllij-';i:ifげL述
およびur-:ち事('1処」叩といつやり方をmい、閉廷する前:こJ主半iJ結示を I~iW 
j したι ここ， 'ワ裁判l正、実質的な半の場ーじはなく、'iJ、に従 l.'J 

+:2判手行コたと vけ体訟をi善)儀式ト寸ぎtL'い。けだし、その故杭i正常

虚な形fけをなP らえたもの'Y'あり、真の決定権者i土持;"1)官でi土なく党

どから、あるヲ1ヘまさに出前久がJ4，:1I，Lた4うに、河、という指揮R())
トで、"白兵、ム;号、タ兵(ニ警察‘検察・裁ドIJ所)が r--1主主に

おかじ」犯罪右仁打砕を加えるといろ任務を遂行ているこ νう女王見が

ぴったりであるれ

きに J (J) -in~C ~土、重 v ミ!日罰を刊寸ぶうノルマが訪〉ト;され、また事

件が荒 Liらされたc 役者 h王、[実事求是]というい~r1の正元凱に茶っき

打作力五月:であッた裁'ilj を込正 f ると~ ，行意義があるのかもしわない

が、 v づごれに-1_-:l~ ，~、それまでになきれ?裁flーを合定するよとにほかなり

ない、また、[案事3[(たjによれは、 l書判ゃえんコドが多かった脈打期には、

むLろ芹審への遣をJ1、げるべ矢となろうっところが、現実はそれとは正

反刈に、申訴手寺実!初日43〆たにこのl時期;、裁判ヰけた右一:土、殺しく

打竿を加えると ρ う)::11:平に過進寸 i-S[E家公:n 裁判刈の総i'!若レいうほ

かなかろろ，

状州、対するこ λ じ のよさ具(i;)が、「司法の予J~ 白」そjf

百かっ ~~i-'fL~ して ρ ることは vゐうまでもなかろ与 J十丈士、 i-ÎJa:: (1)独川土、

本来fよ設担へのィ、 f渉、すなわち犯の国家被現が裁判事務について、事

IIIJに裁判J'r¥(こJ主半l内符についてJ刷工Ea台令で主たり、または7下段に裁とIJを

u、源論的に点1克「1しば党の政策、「市き;叶 l が裁判乃iJ、源〉な Jたエ

いよことになる(小I: . ~ií掲;上(1.:)5) S1F司法出〆が、本楕は決吋のあれらに

庁、引を置し 1 亡川るため、ここでは裁下がプとの統申を受:-¥-Cいると記長ミ jるこ

{ヲ l行小 11 も -~~I，，?よふ事fIのィト年制度:っしごJ 下公安・検察・，1 犯の|削で 「主

にな対 iiのある案件、;ょ t党を員会l指示をji:jl ，C I主(:"う v うこ fか ここ

には司法的問題に対すゐ貞のよd定者が説会グ)/jが如実に刀之されていゐ」どお摘

，1る(1円;上3'iru c 

l S~J .I ~lìJ、 Síi;;'4G4)2470



現代'-[1:TIにおけと「μJU:Jの情Jィ{'I

収l'f司法更するこ Yを内'it:することに外'd:~l ない J からである また、

裁判lにメず1る統帝ljiよ政ァ1)町の外出からむけでlよなかうた口問えは了、多く

の問主x:.巾よえで 1 ;1ゴιfl) 安員会 7)~現 lr~_j，ど~I) ぐ乃和 1とをコント tl >---しじてい

たコまれがj北省法 ll~，のよう仁、Æ:大 '1H-t;:-'-:J t ，て栽 ;.1)1貯の関守を

うかがわぜる百J述もある。

そして、 ;XHJ鴻の裁と1)がこへしたものであゐ以上、それが?ハV士、中な

立場ごロフfの訴えを問主入れるはずがない、と渋'1'1人ベつ受円jさが思 OJの

も、まーペ然的結果である 現に、被白人が戸訴するl七本が;983年l二激

減し、まだ受n) 芥浅はとJj N~に不{持があコても、版行期間 '1 ' に f-;-ii!ド L'Cも

叫培tだとい弓考えから$訴を技えた。 l政治運動だからむんがなt¥J と

いろ受刑苫の詰めや、また裁判jが政治運動の 道具γなってν るごと宇

フ出正むきょうラ

i4} 政d合逆手OJ

83年長打がばれ運l日Jであぺたことはすで;:3

この点につvぺ異論はなかろう内)、

Lたとお;')"('あ

以 i のよう L こ 8Yf ，'~次打とは、 党の指揮の「で、 11!'JTiI'I) 1+こいう円除

にl白;Itで、引先b利用できる')、ノ ス千九、iri); 員 fる政主;~f)J こ'だ式イじす

ることができる(そして、 主子高:i:i-jド耐え打力、Itj能であったのかJシいう

向い Jニメずしては、~-;-;央 1)政策決'，::-1子から末端乃政策完了Ü:!)1H_ ぃ子:こ主る

まで、法および制j斥?に剥(~のイ111 偵?と認めず これらを支配の道具と守る

与え々が支 r!~.~i0i1i1 fすを占めているからであると与えるじ そしてみの核心

lよ、 有効利mむきる jノース によ丸半Ijも含まれてし:ること、すなわち、
裁判すら弓 ;ν丈現に向けて長引寸る )j"l--~ とされたことであるじけだし、

よ%!;:Ijが辺具とえれなければ、すむわち行政から分以似合|、つ，J公正な

.g; としてHUJをも拘Rしうる存証となっ「いれIX、l重きにかつ速
やかに l よ丸三Ij;6"行われるこ〉はないからごある。この烹阪で、 83f了打

を可誌ならしめたのは、裁判すーら;O.具とされfためであり、これがg:Jij:

厳打の斗、貨をなすと考えら7，1る)

ヌ'q 六千 ・竹十~，J:}、「裁 :;J.ζI~品 1 収雨戸了 ).1 (付者 1罰、山、102イ1':;3'71:'-ι 

二日社57(仁 4(3)24ι。 1 ，のl
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H附 日見

次章では、上の定式をモデルとし亡その後の厳打の現象を飢察し、そ

こでの裁判のあ i)hを辿っていく。
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